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平成２５年塩尻市議会３月定例会 

福祉教育委員会会議録 
 

○日  時  平成２５年３月６日（水） 午前１０時００分 

○場  所  全員協議会室 

○審査事項 

 議案第 ８号 塩尻市重度心身障害者福祉年金条例の一部を改正する条例 

 議案第１０号 塩尻市住宅新築資金等貸付条例を廃止する条例 

 議案第１１号 塩尻市教育振興審議会条例 

 議案第２３号 平成２５度塩尻市一般会計予算中 歳出２款総務費中１項総務管理費１４目人権推進費及び１

５目市民交流センター費、３款民生費（１項社会福祉費７目楢川保健福祉センター管理費、８

目国民健康保険総務費、９目後期高齢者医療運営費及び４項国民年金事務費を除く）、５款労

働費中１項労働諸費４目ふれあいプラザ運営費、１０款教育費 

○出席委員 

      委員長   山口  恵子 君         副委員長   宮田  伸子 君 

       委員   永田  公由 君           委員   金子  勝寿 君 

       委員   森川  雄三 君           委員   中原 巳年男 君 

       委員   鈴木  明子 君 

○欠席委員 

      なし 

―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○説明のために出席した理事者・職員 

省略 

―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議会事務局職員 

      議事調査係長  上村  英文 君 

―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

午前９時５９分 開会 

○委員長 皆さん、おはようございます。定刻より少し早いですけれども、ただいまから３月定例会福祉教育委

員会を開催したいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。本日の委員会は、全員出席しております。審

査に入る前に理事者からあいさつがあればお願いしたいと思います。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

理事者あいさつ 
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○副市長 おはようございます。本会議の後、委員会を開催をいただきまして、大変ありがとうございます。本

日の委員会でございますけれども、条例案件、特に新年度予算の御審査をいただくことになっております。新し

い事業もございますので、よろしく御審査をいただければ幸いでございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○委員長 それでは、本日の日程を副委員長のほうから申し上げますので、よろしくお願いいたします。 

○副委員長 皆様、おはようございます。本日の日程を申し上げます。当委員会に付託された議案は別紙の委員

会付託案件表のとおりです。なお、今回の委員会で視察はございません。よろしくお願いします。 

○委員長 それでは、ただいまから議案の審査を行います。なお、審査には、議案に関係する職員のみの出席と

いたしますので、随時退室してください。また、発言に際しましては、議事の円滑な進行のため、委員長の指名

を受けた者のみの発言といたします。議事進行へ御協力をお願いします。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

議案第８号 塩尻市重度心身障害者福祉年金条例の一部を改正する条例 

○委員長 それでは、初めに議案第８号塩尻市重度心身障害者福祉年金条例の一部を改正する条例を議題といた

します。説明を求めます。 

○福祉課長 おはようございます。議案第８号塩尻市重度心身障害者福祉年金条例の一部を改正する条例につい

て御説明をいたします。議案関係資料２３ページをお開きいただきたいと思います。 

提案理由ですけれども、心身に重度の障害がある者の在宅での生活支援は、障害者自立支援法による障害福祉

サービスの利用や地域生活支援事業等による支援の充実が図られてきていることに伴いまして、重度心身障害者

福祉年金の支給要件を見直すため必要な改正をするものです。 

概要につきましては、重度心身障害者福祉年金の支給要件に新たに特別障害者手当の支給を受けていないこと

を加え、規定を整備するもの。また、２０歳以上の重度心身障害者又はその者と生計を一にする保護義務者で、

当該年度における市民税が課せられたものには、重度心身障害者福祉年金を支給しないこととするものです。 

次の２４、２５ページをお開きください。新旧対照表をごらんください。第３条を現行では支給の制限として

いますが、改正案では支給要件に改め、第３条第１項第１号から第３号は、支給を制限する内容を支給要件にな

るよう改正し、かつ第３号では、特別児童扶養手当等の支給に関する法律第２６条の２の規定による特別障害者

手当、この手当は重度の障害を有し、日常生活で特別な介護を必要とする２０歳以上の障害者に対して、精神的、

物質的負担の軽減の一助として支給される手当で、この手当の支給を受けていないことを加えたものです。また、

現行の第３条第１項第４号では、当該年度の市民税が課せられている者は支給が制限されていましたが、改正案

では第３条第２項として、２０歳以上の重度心身障害者又はその者と生計を一緒にしている保護義務者の当該年

度の市民税が課せられているものは、支給を受けることができないものとしたものです。 

第４条、受給権の消滅では、支給要件の整備をしたことに伴い、現行では第１項第５号、障害者福祉手当及び

福祉手当の支給を受けることになったときは、受給権が消滅することとしていましたが、改正案では、障害児福

祉手当及び福祉手当に特別障害者手当を加えたものです。第７号は、現行では、市民税が課せられることとなっ

たときとなっていますが、改正案では、第３条第２項で、２０歳以上の重度心身障害者又はその者と生計を一緒

にしている保護義務者の当該年度の市民税が課せられているものは支給を受けることができないものとしたこと

から、市民税が課せられることとなったときに、２０歳以上の重度心身障害者又はその者と生計を一緒にしてい
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る保護義務者に限る、を加えたものです。 

条例の施行とは、平成２５年分の課税状況で判断する平成２５年７月１日からとし、施行の日以降の年金の支

給期間から適用するものです。 

今回見直しをする際には、公的費用による支援の併給、障害基礎年金の受給年齢に達していない２０歳未満の

児童は、障害福祉サービスを受ける際には、保護義務者、親になりますけれども、所得により１割負担をしてい

る家庭がほとんどであり、子育て支援として継続が必要であること。また、２０歳以上の障害者で所得の低い世

帯に対しては、生活の安定を図るために継続が必要であるということを考慮したものです。説明は以上です。よ

ろしくお願いいたします。 

○委員長 ただいま説明を受けましたので質疑を行います。委員の皆様より質問ありましたらお出しいただきた

いと思います。 

○永田公由委員 重度心身障害者で２０歳以上の方っていうのは、塩尻市には何名くらいいるんですか。 

○福祉課長 今、２０歳以上の方で９７０人です。 

○永田公由委員 それで、市民税が課せられるということになると、所得が大体どのくらい以上になると課せら

れるわけです。 

○福祉課長 済みません。係長から答弁させます。 

○福祉給付係長 市民税が課せられる場合についてですけれども、その方の世帯の状況、世帯員の数等によって

若干違ってくるかと思います。ですので、その方が所得がたくさんあっても扶養の人数がたくさんいると、市民

税が非課税になる場合もありますし、お二人暮らし程度ですと、所得が若干低くても課税になってる方というの

はいます。金額的には幾ら程度ということは、はっきりとはちょっと申せないですけれども、そんな感じです。 

○永田公由委員 それでその障害者、このいわゆるね、年金っていうのも、それぞれによって９７０人の方がい

れば、それぞれ違うわけですか、年金の額というものは、障害の程度によって。 

○福祉課長 済みません。係長のほうから。 

○福祉給付係長 この制度につきましては、塩尻市から福祉年金という名前で受給者のほうに支給しております

が、これは受給者が何らかの掛け金を掛けてということではなくて、市が、在宅で生活をしている重度心身障害

者の方の生活支援をするという目的で給付しているものですので、受給者のほうからお金をいただいているとい

うことはありません。 

○永田公由委員 それはわかるんだけど、要は、幾らくらい支給しているかということ。それが程度によって違

うのかどうかっていうこと。 

○福祉給付係長 申しわけありません。支給している額につきましては、２０歳未満の障害児につきましては月

額４，０００円の支給をしております。ですので、年額で４８，０００円。２０歳以上の障害者に対しましては

月額３，０００円の支給をしておりますので、年額で３６，０００円となっております。 

○委員長 いいですか。 

○永田公由委員 はい。 

○森川雄三委員 そうすると、今回、何名くらいが対象になってくるわけ。 

○福祉課長 課税世帯は、今現在支給、この年金の対象者が１，０００人くらいおりますけれども、課税対象者
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が、大体４７０人くらい該当してくるというふうに見ております。 

○森川雄三委員 これ、別にあれだよね。国がそうしろっていうことじゃなくて、いわゆる市の形なわけですよ

ね。 

○福祉課長 この事業は市の事業ですので、市として検討をさせていただいたものです。 

○森川雄三委員 そうすると、４７０人というと、年額どのぐらい浮くかというか、いう話なんだが。百二、三

十万円くらいのもんですよね、単純に。そのためにこういうことをするのかという一つの疑問が出るんだが、そ

の点はどういう、どうです。 

○福祉課長 自立支援法によります障害者の方のサービスっていうのが充実してきておりまして、この障害福祉

サービスにかかわります予算ベースですけれども、平成２２年度では１億９，０００万円ぐらいの予算額でした。

それが平成２４年度の当初予算では５億５，０００万円ほどの予算がかかってきているということで、給付金に

つきまして額がふえてきている、サービスが充実してきている。十分ではないかもしれないですけれども、充実

がしてきているという中で、果たしてこの年金というものが必要なのかどうかということを考慮させていただい

て、見直しをさせていただいたものです。 

○森川雄三委員 はい。 

○鈴木明子委員 私は、この重度心身障害者福祉年金という金額を調べてみて、年額４８，０００円ってなって

たので、なんか月額の間違いじゃないかと思ったくらいで、今、答弁お聞きしてて、そういう金額なんだなって

いうことを改めて確認させていただいたとこなんですが、特別支給対象者が１，０００人くらいで、２０歳以上

が９７０人で、特別障害者手当受給者が７５人、課税世帯が４７７人ってことは、今回の条例によって受給でき

なくなる数というのが、この４７７人が対象っていうふうに見ればいいってことですか。 

○福祉課長 そうです。それから、特別障害者手当を受給している方も対象から外れますので、この方が７５人

いらっしゃいますので、課税世帯４７７人と合わせまして５５０人くらいが対象から外れるということになりま

す。 

○鈴木明子委員 それとですね、扶養しているっていうか、同居している人の収入によって左右されるっていう

ことについてですが、障害のある方が自立して生きていくためっていうので考えますと、そこが考え方がおかし

いなあといつも思ってるんですが、これは国の考え方がそうなので、市もそのようにっていう考え方なんでしょ

うか。 

○福祉課長 国がそうだからということでなくて、他市の状況も見まして、その中で全体の予算、それから今、

障害を抱えていらっしゃる方のサービスの受給状況等を考える中で、日常生活に不便ないようにサービス提供が

できるように計画を策定する中で、生活の支援をしているということで、年金、お金を払うことについては、検

討が必要じゃないかという課題を持ったために検討をしてきて、こういう見直しをしてきたということです。 

○委員長 ほかにございますか。よろしいですかね。 

なければ、討論を行います。討論ありますか。 

〔「なし」の声あり〕 

○委員長 なければ、採決を行います。議案第８号については、原案のとおり認めることに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 
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○委員長 異議なしと認め、議案第８号につきましては、全員一致をもちまして可決すべきものと決しました。

それでは、次に進みます。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

議案第１０号 塩尻市住宅新築資金等貸付条例を廃止する条例 

○委員長 議案第１０号塩尻市住宅新築資金等貸付条例を廃止する条例についてを議題といたします。説明を求

めます。 

○男女共同参画・人権課長 それでは、議案第１０号塩尻市住宅新築資金等貸付条例を廃止する条例を御説明い

たします。議案関係資料２８ページをごらんください。 

提案理由でございます。塩尻市住宅新築資金等貸付事業において借り入れた資金の償還が完了することに伴い、

塩尻市住宅新築資金等貸付条例を廃止するものでございます。条例の施行は平成２５年４月１日から施行するも

のでございます。 

この制度の経過について若干説明申し上げます。この貸付事業につきましては、同和地区の環境改善を図るこ

とを目的に、塩尻市におきましては、昭和４７年度に改築資金の貸し付けを開始しております。昭和４９年度に

は塩尻市はこの条例を制定いたしまして、国、県より補助金、貸付金額の４分の１の交付を受けまして、昭和５

０年には新築資金の貸し付けを開始しております。昭和５２年からは宅地の取得資金の貸し付けも開始してきて

おります。これまでに改築資金としまして２１件、新築資金としまして１８件、宅地の取得資金として７件、計

４６件、貸付金額にしまして総額１億８，２５０万円の貸し付けを行ってきた事業でございます。現在は、下水

道への接続をするための水洗化の工事への住宅改修の資金を貸し出す制度となっております。今年度塩尻市で貸

付資金として借り入れました市債の償還が完了することから、この貸付条例と同事業の特別会計を廃止するとい

うことでございます。説明のほうは以上でございます。 

○委員長 それでは、質疑を行います。委員の皆様より質問ありましたらお出しください。 

〔「なし」の声あり〕 

○委員長 ないようですので、討論を行います。 

〔「なし」の声あり〕 

○委員長 ないようですので、採決を行います。議案第１０号につきましては、原案のとおり認めることに御異

議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○委員長 異議なしと認め、議案第１０号につきましては、全員一致をもちまして可決すべきものと決しました。

次に進みます。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

議案第１１号 塩尻市教育振興審議会条例 

○委員長 議案第１１号塩尻市教育振興審議会条例を議題といたします。説明を求めます。 

○教育総務課長 それでは、議案関係資料２９ページをお願いいたします。議案第１１号塩尻市教育振興審議会

条例について説明をさせていただきます。 

１番の提案理由でございますが、本市の教育の振興に関する事項を調査審議するため、塩尻市教育振興審議会
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を設置することに伴いまして、新たな条例の制定をお願いをするものでございます。 

２番の概要につきましては、塩尻市教育振興審議会の任務、あるいは組織等を定めるものでございますが、こ

れにつきましては、議案のほうで説明をさせていただきます。 

３番の条例の新旧対照表でございますが、審議会の委員という非常勤特別職の設置に伴いまして、塩尻市特別

職の職員等の給与に関する条例、この新旧対照表につきましては、次のページのとおりでございます。非常勤特

別職の最後に教育振興審議会の委員を加えるというものでございます。 

４番の条例の施行等につきましては、平成２５年４月１日から施行するものでございます。 

それでは、議案について説明をさせていただきますので、議案集になります。議案第１１号をお願いをいたし

ます。議案第１１号塩尻市教育振興審議会条例でございます。まず条例の第１条審議会設置の目的でございます

けれども、本市の教育の振興に関する事項を調査審議すること、これを目的とするものでございます。その活動

内容につきましては、第２条の審議会の任務というところにございます。 

まず１号でございます。教育基本法第１７条第２項の規定による教育振興基本計画の策定にかかわることでご

ざいます。平成１８年度に教育基本法が改正をされまして、地方公共団体では、教育振興のための施策に関する

基本的な計画を定めることが、努めるということが規定をされております。県内１９市におきましても、６市が

策定済みでございまして、５市が検討中でございます。本市におきましては、教育にかかわるこうした個別計画

がございませんので、平成２７年度からの第五次総、塩尻市総合計画の策定にあわせまして、塩尻市独自の教育

振興基本計画を策定しようというものでございます。 

次に、第２号でございますけれども、後段にございます。教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び

評価に関する事項でございます。これにつきましては、毎年教育委員会が執行をする事業ですとか事務、この点

検と評価を行いまして、この本委員会の協議会におきましてもその内容を報告をさせていただいているところで

ございます。この教育委員会の評価と議会への報告義務が、この前段にございます、地方教育行政にかかわる法

律第２７条で規定をされているということでございます。これまでこの点検評価につきましては、私ども事務局

ですとか、教育委員会の内部で行ってまいりました。したがって、これからはこの評価を行うに当たりまして、

第三者機関といたしまして、本審議会における評価もいただこうということでございます。 

その他、第３号でございますが、教育委員会が必要と認める事項ということで規定をさせていただいたところ

でございます。 

次に、第３条の組織と第４条の任期でございますけれども、２０人以内を予定をして、任期は２年としてござ

います。ちなみに、市の総合計画審議会は３０人以内、任期１年ということでございますが、この条例案の検討

につきましては、他市の審議会等の構成について参考にさせていただいたところでございます。メンバーにつき

ましては、１号から４号までございます。識見を有する者、教育関係者、公募による者、その他教育委員会が必

要と認める者ということでございまして、教育関係者、これは幼保小中高といった教育界を初めまして、会議所

からの産業界ですとか、あるいは区長会、民生児童員協議会といった地域の皆さん、またＰＴＡですとか子育て

サークルといった諸団体、こういったところからバランスよく構成をしてまいりたいというふうに考えておりま

す。また必要に応じまして、専門的な事項を検討していただくために、専門部会の規定を第７条に定めさせてい

ただきました。平成２５年度につきましては、この審議会の開催を４回程度予定をしております。この条例議決
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後、各団体に選出を依頼をいたしまして、できれば６月頃発足をしたいなというふうに考えております。教育振

興の基本計画にかかわる部分につきましては、国ですとか県等におきます政策や、計画の調査と整理、これを行

ってまいりまして、本市を取り巻く現状、それから課題の抽出をいたし、総合計画の策定作業と整合を図りなが

ら教育の目指す方向、基本構想案というようなところまで進めてまいりたいというふうに考えております。説明

は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○委員長 それでは、ただいま説明を受けましたので、質疑を行います。委員の皆様より質問ありましたらお出

しください。 

○副委員長 お願いします。公募による者というのがありますが、公募はどのような方法でいつごろの期間で予

定されてますでしょうか。 

○教育総務課長 現時点では、２名から３名を予定をしております。議決後すみやかにホームページ等を使用い

たしまして、公募をかけてまいりたいというふうに考えております。 

○副委員長 期間はどのくらいでしょうか。 

○教育総務課長 公募の期間は１カ月程度を見込んでおります。 

○副委員長 先ほど教育関係者のところに、ＰＴＡだとかサークル連絡会などそういった保護者の声も上げてい

ただけるということなんですが、役員をあて職で来た場合、役員は毎年改選されてしまうんですけど、委員の任

期は２年となっているようですが、そういった場合、あて職で来るのか、それともその方個人に委嘱をするので、

その方に２年間続けていただくのか、そういったあたりのお考えをお聞かせください。 

○教育総務課長 諸団体に選出の依頼をしていく予定でございますけれども、諸団体の中から適任者を推薦、選

出をしていただきたいというお願いをしてまいるつもりでございます。したがいまして、あて職となった方が、

このメンバーとして選出されるという可能性はあるのかなというふうに思っておりますが、あて職でございまし

ても、任期、補欠期間の任期は、前任者の残任期間ということでございますので、その点につきましては、引き

継ぎ等について十分配慮をしてまいりたいと思っております。 

○副委員長 要望なんですが、それを受けていただく際に、例えばＰＴＡの会長さんがあて職で来たとしても、

その方が２年間続けていただけるとか、そういったことを、依頼をする際に要望をしていただけると、同じ方が

２年間、最初から自分はこの委員に対しては２年間受けるという形で来ていただけると思うので、その辺の御配

慮をいただけますようよろしくお願いします。 

○委員長 要望ですね。 

○副委員長 はい。 

○委員長 ほかにございますか。 

○鈴木明子委員 まず、そもそものところですが、この教育振興基本計画っていう考え方については、教育基本

法が改定されたことの中で出てきた考え方っていうこと、それまではそういうものはなかったということでしょ

うか。 

○教育総務課長 既に国も県も先行して教育振興基本計画を策定をしておりまして、今、県においても第２次の

教育振興基本計画を策定している状況でございます。私ども本市にとりましては、こういった教育にかかわる政

策的、施策的なものにつきましては、現時点では、総合計画の第１章と第２章にかかわる分野にしかございませ
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ん。本来ですと、教育施策につきましては成果があらわれにくいとは申しますけれども、教育に関するビジョン

があって、そしてそれに基づく具体的な事業があり、目標があって、進行管理を進めていくのが一番ベストでは

ないかというふうに思っておりますけれども、そういった個別計画がございませんので、教育政策の進行管理を

図るためにもこういった個別計画が必要だということで、今回提案させていただいたというところでございます。 

○鈴木明子委員 はい、わかりました。それでこの審議会の中で検討されて、こういう基本計画策定に向けて話

をしていくと思うんですが、総合計画などでもそうですが、大体こう事務局というかところで、大体こう資料材

料をそろえていくのか、それともこうした審議会のメンバーがそろったところで、ゼロからスタートしてつくっ

ていくのか、その辺の考えがありましたらお聞きしたい。 

○教育総務課長 進め方でございますけれども、やはり塩尻市を取り巻く教育の現状と課題については、ある程

度の資料を事務局のほうから提示をする必要があるかというふうに思っております。それから、進むべき方向に

つきましても、現時点での教育施策、これを骨子として委員の皆さんにお示しをしていく必要があるのかなとい

うふうに思っております。それについて、第三者であります委員さんそれぞれの分野からの御提言を教育委員会

にいただきまして、教育委員会にフィードバックをさせていただきまして、最終的にはそれに肉づけを行いなが

ら、あるいは方向転換を行いながら、計画案を決定をしていくと、こんなスケジュールになろうかというふうに

思っております。 

○鈴木明子委員 わかりました。意見というか要望ですが、こういう各分野から第三者の方たちが集まっていた

だく場になるわけですので、固定的な考え方がなくするために第三者機関をつくるということなので、そういう

方たちの意見がよく反映されたものとなることをぜひ据えていただいて、取り組んでいただきたいと思います。 

○委員長 要望ということでよろしいですね。ほかに。 

○永田公由委員 先ほど副委員長のほうから言われたことなんですけども、やはりこの審議会を形骸化させない

ためにも、委員の任期っていうのはやはり２年というのをきちんと守ってもらいたいんですよね。あて職だから

１年で交代して引き継いで次の人が出てくるっていうんじゃなくて、それは副委員長と同じ意見で、ぜひ２年間

というものを務めていただきたいと思うし、それからこの（１）（２）（３）（４）いろんな形で２０人以内という

ことなんですけど、これ（１）から（４）まで大体何名くらいずつ予定されてるわけですか。 

○教育総務課長 現時点の案で申しわけございませんが、教育関係者から先に言わせていただきます。教育関係

者が第２号にありますけれども、これは先ほど申し上げましたように、幼保小中高、大学、市Ｐ連、それから保

育園の保護者会、あるいは社会教育委員というようなことで８名程度でございます。それから、識見を有する者

につきましては、商工会議所あるいは青年会議所、企業あるいは区長会、民教、女性団体というようなことで７

団体程度でございます。あと公募によるものにつきましては、二、三名というようなことを予定をしております。 

○永田公由委員 あれですか、この市外のいわゆる外部の識者を入れるという考えは持ってますか。外部、要す

るに市外の、いわゆる識見を有する者は入れる予定はありますか。 

○教育総務課長 現時点では、本市独自の教育振興基本計画の策定、それから本市の教育施策の進行管理という

ようなことの役目をお願いをするものでございますので、市内の構成メンバーで考えておりますけれども、場合

によりましては、市外の第三者の活用というものも配慮をしてまいりたいというようにも思っております。 

○永田公由委員 それから教育委員は入るわけですか。 
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○教育総務課長 教育委員会にはメンバーは入っておりません。 

○永田公由委員 いないってことだね。 

○委員長 よろしいですか。 

○永田公由委員 それからこれも要望なんですけど、今までの審議会を見てるとね、各団体から出てきた方たち

っていうのは、なかなか発言がないんですよね。やはりその辺の人選については、きちんとその教育に関心を持

ってもらったりとか、真剣に取り組んでもらえるような方を出してもらうように各団体には強く要望をしていた

だかないと、全くその教育総務課でかいた絵をただなぞってくだけのような審議会になる可能性がありますんで、

その辺については要望としてお願いをしておきたいと思います。 

○委員長 ほかにございますか。 

○森川雄三委員 このいわゆる審議委員会なんだがね、ちょっといまいちはっきりわからんが、教育長のお考え

はいかがです。 

○教育長 今の第四次総合計画の中に教育分野の施策について書かれているわけでありますけれども、今、教育

のあり方がさまざまなところで問われてきている時期であるかと思います。教育基本法も改正され、またそれに

関するさまざまな法律も改正されてきている中で、では本市は、いったいこれからどのような人材を育てていく

のか、それを明確にしていかなくちゃいけないだろうと、そしてそれを市民がきちんと共有をして教育に当たっ

ていく、例えば今、さまざまなところで課題になっている家庭、または地域の教育力っていうようなことに関し

てみても、じゃあ市の市民はどういう共通の考え方を持って、生まれてからおよそ１８歳、成人するまで、自立

するまでの子供を育てていくのか、そういうようなことについても、これから考えていかなくちゃいけない時期

に当たってきています。そういったことからいった時に、ではそれを、どう学校教育でその課題に対して対応し

ていくのか、そんなことをきちんと考え、そして方向を定めて、それを具体的な施策に結びつけて、これからの

塩尻市、またこれからの世代を担う人材を育成していく、そのためにこの審議会がどうしても必要であるなと、

そういうように私は考えております。 

○森川雄三委員 御意見と言いますか、わかりますけれども、そういった問題は教育委員さんが本来やっていく

べきなんじゃないかななんて、こう思うんですけれどもね、いわゆる屋上屋じゃないかというような気もしない

でもないんですけれど、いわゆる委員さんの諮問によって教育のあり方をそこで審議をしていただくということ

であるんなら、もしかしたら委員会の中で委員の皆さん方が話をしたって一緒ではないのかな、なんて思うんで

すけれどもね。確かに大勢の皆さんにいろんな御意見をいただきながら、さらに進歩発展させていくことは、悪

いことじゃないと思うんですけれども、ちょっと一瞬感じた場面があったもんですから、意見として申し上げた

んですが、まあわかりました。 

○委員長 ほかにございますか。 

○金子勝寿委員 先ほどの説明の中で、他市も策定済みという話だったんですが、他市の策定済みの時期、別に

当市が遅れたとかそういうことじゃなく、この時期になった理由も含めて答弁をお願いします。 

○教育総務課長 他市の状況でございますが、まず長野市は平成２４年４月に、松本市は平成２４年３月に策定

をいたしました。もっと早い時期の策定は、飯田市が平成２２年４月、あるいは飯山市が平成２１年７月と、こ

のような状況でございます。本市といたしましては、教育振興基本計画の努力義務規定は、教育基本法の改正に
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より可能となりましたけれども、当面、後期基本計画を策定したばかりでございましたし、その第１章、先ほど

も説明申し上げましたように、第１章、第２章の進捗管理に努めていこうというようなことで、この上位計画を

進行管理のための資料として活用していたということでございますが、これまで取り組んでくる中で、さらに具

体的、それから重点的な事業を位置づけて、それを評価し、進捗管理、ＰＤＣを回していく必要もあるのではな

いかというようなことで、こういった取り組みに着手をしたということでございます。 

○委員長 よろしいですか。 

○副委員長 済みません、もう１点お願いします。先ほどの御説明だと五次総と同じように、並行してこれも計

画が策定されるようなんですけど、その五次総との整合性というのはどのように図られますでしょうか。 

○教育総務課長 政策的なものにつきましては、五次総は上位計画でありますので、その上位計画の政策に整合

していく、施策的なものにつきましても整合していくというような作業を進めてまいりたいと思います。五次総

につきましても、この平成２５年、２６年で、市民の声を拾うようなアンケート調査ですとか、市民満足度調査

をやる予定でございますけれども、そういった中に教育分野にかかわる質問項目等も取り入れていただきまして、

そういった意見も反映をしていきたいということも考えておりますし、また、来年の予算の中で出てまいります

子ども・子育て支援事業計画というものにつきましても、平成２５年、２６年で策定をする予定でございます。

そうした計画につきましても、市民の声を拾うようなアンケート調査を行いますので、そういった策定作業とも

連携を図ってまいりたいというふうに考えております。 

○副委員長 要望ですが、それぞれがばらばらに動いてしまわないように、密な連携を取っていただけますよう、

よろしくお願いします。 

○委員長 ほかによろしいですか。私から１点お願いします。先ほどの森川委員の質問とちょっと重なりますが、

教育委員とこの審議会のメンバーとの関係性というか、かかわり、その辺がどういうふうになるのかというとこ

ろがちょっとわかりにくい点と、このメンバーの中に教育委員は入れない、入っていないというところを、その

理由ですかね、その辺お聞きしたいと思います。 

○教育総務課長 教育委員の役割といたしましては、広く地域住民の声を教育施策に反映するというのが一つの

大きな役割であります。けれども、教育委員さんのほかにそれぞれの分野の第三者を、メンバーを加えまして、

幅広く市民の声を教育施策への反映のために拾い上げたいという役目がこの審議会でございます。したがいまし

て、審議会で提案いただいたものにつきましては、教育委員会にフィードバックをいたしまして、教育委員会の

中でも検討をさせていただきます。あくまでも教育計画を決定するのは教育委員会の職務権限でございますので、

そのためのさまざまな意見、提言をこの審議会でいただくというようなことを考えております。 

○委員長 ほかによろしいですか。 

○森川雄三委員 これとは別に、学校評議員制というのがありますよね。各地域の学校に、要するに、何と言う

か、お手伝いするというか、協力をするというか、そういう方々だと思うんですけれども、そこら辺との整合は

どうですか。全然別のものですか、これは。 

○教育総務課長 委員御指摘のとおりに学校評議員につきましては、開かれた学校づくりを進める上で、学校運

営に対して地域の声を反映させるというような役割を担っていただいている組織でございます。したがいまして、

メンバーの中には、学校関係者の中に学校評議員の皆さんをつけ加えて構成をさせていくということも必要では
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ないかというふうにも考えております。 

○森川雄三委員 地域のね、教育というか、学校のあり方っていうのはやっぱり、地域の人が良くわかってる場

面が多いと思うんですよね。きっと一生懸命やっていただいてるとは思うんですけれども、例えばいじめの問題

とかそういうものだって、意外と地域の方々が本当にわかっているのか、わかってないのか、そこら辺でしっか

りと見ていただくような、もう少しシステムを充実させるというかね、この審議会自身は、いけないとは言わな

いですけれども、ぜひそこら辺と一緒になってね、合わせた、いわゆる審議会的なものにしていってほしいなと、

こんなふうに感じましたので、ぜひ研究をしていただきたいなと思います。意見です。 

○委員長 ほかにはよろしいですか。ないようですので、討論を行います。 

〔「なし」の声あり〕 

○委員長 ないようですので、採決を行います。議案第１１号につきまして、原案のとおり認めることに御異議

ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○委員長 異議なしと認め、議案第１１号につきましては、全員一致をもちまして可決すべきものと決しました。 

次、第２３号に入りますが、その前にここで１０分間休憩を取ります。５５分から開始いたします。 

午前１０時４７分 休憩 

      

午前１０時５５分 再開 

○委員長 それでは、休憩を解いて再開いたします。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

議案第２３号 平成２５年度塩尻市一般会計予算中 歳出２款総務費中１項総務管理費１４目人権推進費及び

１５目市民交流センター費、３款民生費（１項社会福祉費７目楢川保健福祉センター管理費、

８目国民健康保険総務費、９目後期高齢者医療運営費及び４項国民年金事務費を除く）、５款労

働費中１項労働諸費４目ふれあいプラザ運営費、１０款教育費 

○委員長 議案第２３号平成２５年度塩尻市一般会計予算中、歳出２款総務費中１項総務管理費１４目人権推進

費及び１５目市民交流センター費、３款民生費（１項社会福祉費７目楢川保健福祉センター管理費、８目国民健

康保険総務費、９目後期高齢者医療運営費及び４項国民年金事務費を除く）、５款労働費中１項労働諸費４目ふれ

あいプラザ運営費、１０款教育費を議題といたします。審査は区分をして行います。まず初めに２款総務費を議

題といたします。説明を求めます。 

○男女共同参画・人権課長 では、私のほうから総務費１４目人権推進費につきまして御説明いたします。予算

書１０８、１０９ページをごらんいただきたいと思います。主なものを御説明いたします。そのページ、説明欄

の一番下の白丸になりますけども、人権推進啓発事業でございます。一番上の黒ポツでございますが、人権擁護

審議会委員の報酬８人分を計上してございます。それから下から２番目、人権擁護委員協議会負担金、こちらに

つきましては、市内で活躍されてます人権擁護委員さんの活動を支援するものでございまして、人口割で一人当

たり３円、それから市内１０人の委員が活動しておりまして、その人数割一人当たり６，７００円の合計で２７

万円の経費を負担金として支払うものでございます。それから一番下、犯罪被害者支援センター負担金でござい
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ます。こちらにつきましては、犯罪被害者等基本法に基づきまして、民間の団体であります長野犯罪被害者支援

センターを支援するものでございます。人口当たり２円の負担ということで、１３万円支出するものでございま

す。以上でございます。 

○総務課長 続きまして、１５目市民交流センター費の説明をさせていただきます。説明資料では４０ページで

ございます。あと予算書では１１０、１１１ページでございます。予算書の１１１ページをごらんいただきたい

と思います。まず最初の黒丸、嘱託員報酬でございます。これにつきましては、嘱託員３人分の予算ということ

で８２７万５，０００円となっております。 

２つ目の丸、職員給与費でございますが、現在の総務課及び市民活動支援課職員８名分の関連の予算でござい

ます。６，５８４万３，０００円となってございます。 

次の丸でございます。市民交流センター管理諸経費でございます。主なものだけ御説明申し上げます。中ほど

の黒ポツ、施設管理委託料でございます。これにつきましては、市の専有部分の管理費、清掃、警備、空調機器

の保守点検等でございますけども、３，５７０万円となってございます。次の黒ポツ、駐車場整理業務委託料で

ございます。これにつきましては、市民交流センターの駐車場の整理、駐輪場の指導、整理清掃等でございます

が、２２４万１，０００円となってございます。次の黒ポツでございます。駐車場使用料でございます。これに

つきましては、市営駐車場の使用料でございます。９００万円となってございます。１つ飛ばしまして黒ポツ、

施設管理分担金でございますが、これにつきましては、えんぱーく、市民交流センターの共有部分の負担する分

担金ということで、内容につきましては、電気使用料ですとか、上下水道使用料等となってございます。５，９

９７万９，０００円となってございます。 

次の黒丸、市民交流センター交流企画事業でございます。２つ飛ばしていただきまして３つ目の黒ポツ、臨時

職員賃金でございますが、４人分の臨時職員賃金となってございまして、５０４万９，０００円となってござい

ます。２つ飛ばしていただきまして、次の黒ポツ、講師謝礼でございます。これにつきましては、交流企画事業

で行いますイベント等の各種講座、講演会等の費用となってございます。２０４万４，０００円となってござい

ます。ずっと飛ばしていただきまして一番下の黒ポツ、ＩＴ講座運営事業等委託料でございます。これにつきま

しては、市民向けのパソコン講座等の委託料ということでございますけども、５００万円となってございます。

続きまして、１１２、１１３ページでございます。１１３ページをごらんいただきたいと思います。上から３つ

目の黒ポツ、交流企画イベント開催委託料でございます。これにつきましては、交流企画事業の委託料、科学実

験教室ですとか、親子ものづくり教室の関係の委託ということで２８０万円となってございます。次の黒ポツ、

情報関連機器保守点検委託料、これにつきましては、市民交流センターのパソコン等の保守点検の委託料で８４

０万円となってございます。最後の黒ポツでございます。備品購入費でございます。これにつきましては、市民

交流センターの会議室等に使います追加分の会議用の机やいす等の購入費ということで１２３万４，０００円と

なってございます。以上でございます。 

○市民活動支援課長 続きまして、協働のまちづくり推進事業についてお願いいたします。資料につきまして

は４１ページをあわせてごらんください。一番上の黒ポツ、協働のまちづくり推進委員会委員報酬でございます

けれども、１０人分の委員報酬でございまして、平成２５年度は４回の開催を予定しております。真ん中よりや

や下、市民活動支援業務委託料になりますけれども、１３６万５，０００円ですが、こちらにつきましては、人
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財育成、また団体交流会等の委託業務にあわせまして、コーディネーター業務を委託する費用になります。下か

ら２番目、協働のまちづくり提案事業補助金でございますけれども、資料のほうをごらんいただきたいと思いま

す。協働のまちづくり基金を活用し、広く市民活動団体の主体的な事業を支援し、市民協働意識の醸成や市民公

益活動団体の自立促進を図るということで、お願いいたします。新年度につきましては、塩尻市まちづくりチャ

レンジ事業補助金制度といたしまして、展開していく予定でございます。その下の黒ポツ、えんぱーくらぶ協働

推進事業補助金につきましては、市民交流センターのサポート組織であります、えんぱーくらぶに対しまして、

市から負担金をお出しし、えんぱーくらぶが、みずから企画また運営、それから予算管理までしていくというこ

とで、１２５万４，０００円をお出しするものです。以上です。 

○委員長 それでは、ただいま総務費について説明を受けましたので、質疑を行います。委員の皆様より質問あ

りましたらお出しください。 

○副委員長 お願いします。協働のまちづくり推進事業のところのえんぱーくらぶ協働推進事業負担金について

お伺いしします。きのうの、済みません、私、一般質問のところ途中でやめちゃったので、えんぱーくらぶが今

後、公設民営化といった部分の一役を担っていくような市民活動団体であるというような御答弁だったと思うん

ですけれども、具体的に今年度この負担金を出すことによってどのような事業計画を立てられていて、どのよう

にやっていかれるか詳しくお聞かせください。 

○市民活動支援課長 えんぱーくらぶにつきましては、もう皆さん既に御存じかと思いますけれども、市民交流

センターの運営サポートや、利用者のサポートとして活動いただいております。それで、新年度の事業計画につ

きましては、本年度平成２４年度のものとそんなに事業が変わるわけではございません。それでその事業につき

ましては、３月１日付の広報の中にくらぶの活動報告等を紹介しておりますので、そちらを御参照いただければ

ありがたいかなと思いますけれども、平成２５年度につきましてもそちらで、平成２４年度開催した事業をその

まま開催していくという形になるかと思います。それで、えんぱーくらぶにつきましては、今まで予算の部分は、

市の一般会計からお出ししていたということで、私たち職員が会計の支出等をほとんどしておりました。それで、

やはり自立していただくためにはということで、今回、くらぶの活動にかかわる部分を、くらぶにお金をお出し

し、それでくらぶ自身が会計も処理しながら、自主企画をしながら進めていくという形で、少し自立に向けた支

援に方向を変えてきております。以上です。 

○副委員長 そうしましたら、この負担金を年度の初めにこの金額をまるまる、えんぱーくらぶさんのほうにお

渡しをして、その中で年間提出された、予定されている事業を、そちらで行ってくださいねっていうふうに理解

すればよろしいですか。 

○市民活動支援課長 今、副委員長がおっしゃられたとおりになるかと思います。 

○副委員長 そうしたら、事業を行っていったりすることの責任も、えんぱーくらぶが責任を負うということで

しょうか。 

○市民活動支援課長 企画その他、くらぶが運営していくわけですけれども、市民活動支援課でともに、一緒に

会計の処理もアドバイスしながら、また運営等につきましてもアドバイスし、ともに考えさせていただきたいと

思います。ですので、平成２５年度につきましては、くらぶだけにお任せするというのではなく、一緒にさせて

いただきたいと思っております。 
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○委員長 ほかに。 

○金子勝寿委員 ちょっと関連で。えんぱーくらぶの負担金ということなんですが、えんぱーくらぶの年間の、

いわゆる予算というのはどのくらいある。うち、どのぐらい負担金の割合なのか。 

○市民活動支援課長 えんぱーくらぶの予算につきましては、ほとんどが市の負担金からとなります。トータル

で１３０万円余くらいでございますけれども、そのうちの、今回は１２５万４，０００円が市の負担金としてお

出しすることになりまして、くらぶの部分では、会員さんから集めた会費が４万７，０００円弱ですかね、あり

ますので、そちらと合わせてトータルで１３０万円余になるかと思います。ほとんど市の負担金で事業を行って

いくという予定です。 

○金子勝寿委員 えんぱーくの一つの目玉だったと思うんですね、こういう運営にしていきたいっていうのは、

いわゆる市が主導じゃなくて、えんぱーくらぶの皆さんでって。具体的に、事業とかはどんなことをやってるの

か、もう大分報告いただいたんですが、今後どうするかとか、少しその辺の話をしていただくと、そういう任せ

ていけるっていう部分の施策のというか、予算のつけ方の方向性とか、会計を任せる部分についても納得感が得

られると思うんですがいかがでしょうか。 

○市民活動支援課長 事業につきましては、平成２４年度のうちに、くらぶのほうでいろいろ計画をしておりま

すけれども、毎週土曜日にやっております館内の見回り、またそれにあわせて行いますおしゃべり広場が、今回

ちょっとお名前を変えて４月から新たにまた開催していくという予定です。それにあわせまして、自主企画事業

が、各グループから出されている企画事業が幾つかございます。そちらにつきましては、食育講座を初めとする

いろいろな講座、それから、えんぱーくを季節ごとに装飾をするということで、七夕とかクリスマスですとか、

ハロウィンの時期にあわせた装飾等も行っていく計画になっております。以上です。 

○金子勝寿委員 非常に視察の多い施設で、外部の方見ていらっしゃる。職員の方、丁寧にいつも説明していた

だけるんですが、当初たしか、えんぱーくらぶの皆さんも御案内をすると、いわゆる市民活動としてこんなふう

にやってますよという視点でというお話もあったんですが、その辺は実際やってるのかな。 

○市民活動支援課長 視察の内容にもよりますけれども、開館当時は、くらぶが担ってた部分多かったかと思い

ます。現在も、こういう自主企画の部分についてのお話だったりしますと、昨年も視察の場に同席していただき

まして、御一緒に説明等させていただいている時もあります。 

○委員長 ほかにございますか。 

○副委員長 もう１点、このえんぱーくらぶの件で。えんぱーくらぶは、今年度初めてこういう負担金を預けて

事業をやっていただくという、これから練習段階ではあると思うんですが、えんぱーくらぶの皆さんは将来的に、

これを自分たちの自主運営をしていくという意識はしっかり持っていただいているのかというところは非常に、

今、１３０万円のうちの１２５万円は負担金でもらっているから、財布を預けて自分たちで責任を持ってといっ

ても、お金はまるまる自分で稼いでいるわけではなく、もらったお財布の中でやっているんですけど、これが将

来的には、もちろん市から事業委託を受ければ委託金とかという形では入ってくるんでしょうが、自分たちで稼

いでいって、その中で事業をやっていかなきゃいけないという、そういう先を見据えた上での、この今回負担金

なんでしょうか。 

○市民活動支援課長 えんぱーくらぶにつきましては、開館当時から自分たちで、将来的にもし市民交流センタ
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ーの運営を任されてやっていけるならばという目的と意志、意識は確かにあって活動していただいております。

それで、交流センターの管理運営までっていう部分には、なかなかいかない部分がございますので、一つの段階

として、当時サポート団体でしたので、会費も何も集めずにやっていた部分を、みずから会費を集めて、少し自

分たちで活動をしようということになりまして、ここ２年、会費を集めての活動となりました。それでまたここ

で、市から負担金をお出ししてっていうことで、くらぶ員の皆さんの意識は、交流センターの管理運営まではい

かないかもしれませんけれども、交流センターにかかわる事業は、少しずつでも自分たちでやっていきたいとい

うお気持ちでいるようでございまして、先日も総会があった時には、そのような事業の計画の中で進んでいると

私たちは確認させていただいております。 

○委員長 いいですか。 

○副委員長 はい。 

○委員長 ほかに、ございますか。 

○中原巳年男委員 協働のまちづくり提案事業補助金ですが、市民活動団体、大体幾つぐらい把握ができていて、

幾らぐらいの補助をしていく予定なのかということは。 

○市民活動支援課長 活動団体につきましては、市民活動支援課ですべて把握はできておりません。それで、Ｎ

ＰＯ法人の法人化されております数ですとか、今まで、こちらの提案公募事業の補助金を受けた団体については

把握しております。それで、今回が新しい事業につきましては、全体的な予算が３００万円ということですので、

その中を大きく２つに分けまして、トライアルの事業とステップアップということで進めさせていただきます。

それで、こちらに事業につきましても、広報のほうに少し新しい事業の説明があったかと思いますけれども、ト

ライアルの事業のほうにつきましては、１０分の１０の補助率ということで、１団体１０万円以内ということで、

一番上限を１０万円とさせていただいております。それで、ステップアップのほうにつきましては、１年目、２

年目、３年目と、団体の自立を目指すような事業展開をしていただきたいということで、１年目につきましては

１０分の９、２年目につきましては１０分の８、３年目につきましては１０分の７ということで、１年目、２年

目は上限２０万円、３年目につきましては４０万円ということで予定しているところです。 

○中原巳年男委員 そういった中で、特にトライアルの部分でいくと、うまくいかない場合もあるだろうし、こ

の次の時にっていうよう形のもあると思うんですが、やっぱりそういった時に、もう１回同じものを計画をつく

り直して出てきた場合には、どういう扱いになります。 

○市民活動支援課長 今、委員おっしゃるような御心配のことも出てきておりますので、再チャレンジという形

で事業計画その他、つくり直しが必要になるかと思います。また、その事業がだめな場合には、新しい事業も考

えていただきたいということで、そういうことも私どもでアドバイスをしながら、再びチャレンジしていただく

ような事業にしていきたいと思っております。 

○中原巳年男委員 ぜひね、１回で目をつぶしちゃうんじゃなくて、育てるという気持ちで、この部分は扱って

いただきたいということと、それからステップアップの部分で、実際３年経過をして自立できるっていうような、

そういう活動団体ってのが、今、その中に入っていますか。今現在そういう団体があるかどうか。 

○市民活動支援課長 ことしの提案いただいた事業の中にも、ここの新年度始まる時には、２年目に当たるかも

しれないというような団体がございますので、また、事業補助を選考する際にも、そういう部分も考慮した上で
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採用を決めさせていただきたいと思っております。 

○中原巳年男委員 ぜひね、こういう事業って、行政がかかわると、だらだらだらと区切りなくいってしまうこ

とが多いので、今みたいなこの３年は補助をして自立できるという、そういう形というのは、非常にいいことだ

と思うので、ほかのところの補助についてもそうなんですが、ぜひ、よくアドバイスをしていただいて、自立で

きるようにお願いいたします。 

○委員長 ほかにございますか。 

○金子勝寿委員 市民交流センターの管理諸経費ですが、大体前年に比べて１７％、１，９００万円減額になっ

てますが、具体的にどの部分の経費が削れてるのか教えてください。 

○総務課長 これにつきましては、本年度までは単年で委託をしておりました。それを次年度からは、長期継続

契約ということで委託をしてまいりたいと考えておりますので、その部分で、全体で経費が落ちております。内

容につきましては、済みません、清掃、警備、空調機器保守点検等になってございますけども、特に内容的には

ですね、今の管理の部分よりは、内容的には濃いものになっていっております。違いますか。済みません。 

○金子勝寿委員 例えば１，９００万円のうち、５００万円は何々が削れてとかいう話を、例えば長期契約でど

ういうふうになったとか、いわゆる経費の部分の根拠のところをもう少し教えて。 

○総務課長 根拠と言いますか、内容につきましては主、清掃、警備が主なところでございます。それで、特に

清掃の部分につきましては、今現在、大体単年で２００万円ぐらい落ちておりますけども、清掃と警備の部分で

大体１００万円、１００万円、１００万円ということで、それぐらいの数字が落ちております。ただ内容的には、

今とはさほど変わらない内容となっておりますけども。 

○副委員長 済みません、昨年の予算書が手元にあるので私から。施設等工事費っていうのが１，７００万円大

きくなくなってると思うんですけど。 

○総務課長 済みません、じゃあ、係長に、済みません、お願いします。 

○企画管理担当係長 副委員長さんも申されたとおり、工事請負費が平成２５年度はゼロっていうことでなって

おります。お願いします。 

○金子勝寿委員 ありがとうございます。 

○委員長 済みません、私から１点お願いします。駐車場の整理業務委託料ということで載っていますが、その

委託先と、あと雪かきがその駐車場の業務の中に含まれているかどうかお聞きしたいのですが、お願いします。 

○総務課長 シルバー人材センターのほうに委託をしておりますけども、除雪等も含まれております。 

○委員長 今回大雪が、当初１月でしたか降った時に、平面駐車場が閉鎖されていて使えなかったっていうちょ

っと苦情を多くいただいているので、その時はどういう状況だったのかお聞きしたいと思います。 

○総務課長 その時はですね、ちょうど北側の駐車場を閉鎖させていただいたんですけども、かなりの降雪量で

したので、一たん除雪をするためにですね、一たん閉めさせていただきました。でないと、どうしても車が入っ

てしまいますので、それを排除するために一たんとめて、除雪をして、それからあけたという状況です。 

○委員長 そうしますと、除雪中ですというような看板が出入口にあれば、市民の方も理解をしていただけるの

かな、立体駐車場のほうに回っていただけるのかと思うんですが、そういった案内看板みたいなものはなかった

です。見れば除雪してるっていうふうには、わかるとは思うんですけれども、やっぱり平面駐車場を利用したい
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っていう方も中にはいらっしゃると思うので、その辺いかがですか。 

○総務課長 実はですね、その時職員も大勢で除雪しておりまして、その時には、市営駐車場のほうを御使用く

ださいということで御案内はさせていただきました。実は、市役所のほうの除雪機を使おうと思っていたんです

が、やはり車があってできなかったものですから、職員対応になったわけですけども、職員が、その時細かい案

内をいたしまして、回っていただいたという経過でございます。ちょっと看板は出していなかったんですが。 

○委員長 わかりました。 

○鈴木明子委員 その除雪のことでね、私、雪が降ったのは多分、週の初めのところだったと思うんですけど、

金曜日に朝通りかかった時に、まだ閉鎖になってた。看板、お知らせが出てて、入れないようになってたんです

よね。後で、あまりにも長期にわたるのでお電話して、電話をしたかな、言ったかな、ちょっと忘れちゃったん

ですけど、言ったら、え、まだ出てましたか、みたいな感じで対応していただいたような記憶があるんで、ちょ

っと平面駐車場を設けた一番の理由はね、交通弱者の方たちがそこを利用して、立体駐車場のほうに行かなくて、

直接施設に入って来れるっていうようなことで要望があった場所なので、ちょっとそこは、管理委託していると

すればね、委託のところとの、そういう事前の打ち合わせもしていただいて、新年度については対応していただ

きたいなと思います。 

○委員長 じゃあ、そのようにお願いいたします。ほかにありますか。 

○副委員長 市民交流センター交流企画事業費のところで、交流企画イベントの開催委託料というのが、昨年の

３倍以上になってるんですが、このあたりの詳しい内容を教えてください。 

○総務課長 イベント委託料でございます。 

○副委員長 はい。 

○総務課長 これにつきましては、本年度交流企画事業、前は職員で企画していた部分がございます。その部分

を委託料のほうに回して、専門の業者さんのほうにお願いをしてやっていこうということで、委託料のほうに移

行している部分がございます。申しわけありません、具体的な内容でございますか、具体的な内容につきまして

は、１つは従来行っております科学実験教室等の開催委託料、あともう１つ、新たにですね、親子ものづくり体

験教室といたしまして、専門の業者、ＮＨＫ等々に委託をして、それぞれ、ちょっとうちのほうでも大きなイベ

ントありますので、そのイベントの時に共催でやっていきたいというようなことを考えております。 

○副委員長 イベントの回数とか数がふえていくというふうに理解すればいいですか。 

○総務課長 特に回数と言いますか、今までやっていた、具体的に申し上げますと、えんぱーくの開館記念イベ

ント、あと木育フェスティバル、えんぱーくクリスマス等々大きいイベントがあります。そこへその専門業者の

方に入っていただいて、もう少し大きなイベントにしてまいりたいと考えております。 

○委員長 ほかにはよろしいですか。なければ次に進みます。 

次、民生費から社会福祉費までを一括して説明を求めます。１３０ページから１４８ページまでお願いします。 

○福祉課長 では、１３０、１３１ページになります。冒頭申しわけありません。福祉課の予算なんですけれど

も、全体を事業区分、予算書で言いますと白丸の単位になりますけれども、この単位を事業の目的に合うように

ということで、平成２４年度予算からは見直しをさせていただいておりますので、内容、それから区分の名称等

が、平成２４年度予算とは変わっておりますことを、まず御理解をいただきたいと思います。 
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それでは、３款民生費１項社会福祉費１目社会福祉総務費です。３つ目の丸、社会福祉事業推進費は、社会的

弱者に対しまして支援を行い、生活の安定を図っていただくことを目的としまして、行路人援護費や公的年金の

支給を受けることのできない外国人高齢者に対しまして、外国人高齢者等特別給付金を支給するものです。 

次の丸、地域福祉推進事業は、地域での支え合いの仕組みを築いていただくことを目的としまして、下から５

つ目の黒ポツ、ご近所支え合いマップづくり事業委託料から、１番下、地域支え合い事業補助金まで、塩尻市社

会福祉協議会への委託料補助金となります。地域福祉協働推進補助金は、平成２４年度予算では、社会福祉協議

会本来事業推進補助金という名称でしたけれども、わかりにくいということで、地域福祉を協働で推進していく

ということで名称を変えたものです。 

次の丸、塩尻市戦没者追悼事業ですけれども、これは現在の平和があることを再認識しまして、恒久平和を誓

うために、本市として３年ごとに開催することとしているもので、その事業費になります。 

次のページをお開きください。最初の丸、民生委員等活動推進費ですけれども、民生児童委員の任期は、民生

員法第１０条により３年と定められており、平成２５年１１月３０日をもって任期が満了となることから一斉改

選となります。予算額につきましては、委員１６０人のうち退任委員１００人、再任委員６０人を想定させてい

ただきまして起算をしているものです。２つ目の黒ポツ、福祉委員報酬ですけれども、この福祉委員は市の福祉

員に関する規則第３条に基づきまして、福祉委員は民生委員をもって充て市長が委嘱することになっておりまし

て、任期も民生委員と同じ３年間になっております。ということで、福祉委員につきましても年度途中での改選

となりますので、交代となります委員の報酬は月割りでのお支払いを予定しております。下から２つ目の黒ポツ、

民生委員協議会活動補助金は、市単事業として活動補助金を支給するもので、一番下の黒ポツ、民生委員活動費

等交付金につきましては、これは県の支出金を交付するものです。 

次の、福祉団体等活動推進費は、福祉団体の活動を支援するため補助金を交付するもので、真ん中あたりにあ

ります黒ポツ、更生保護施設建設補助金は、昭和４７年に建設されました更生保護法人みすず寮、これは、仮出

所となった者等の更生保護施設になりますけれども、この建てかえに伴うもので、平成２５年度単年度事業の補

助金になります。この施設の総建設費は１億９，８００万円を予定されておりまして、長野県が１，５００万円、

松本市が１，０００万円、安曇野市が本市と同額の１５０万を補助することを確認しております。 

次の丸、ふれあいセンター洗馬施設維持費ですけれども、平成２４年度で指定管理期間が満了することに伴い

まして、平成２４年１２月議会で、平成２５年４月１日から平成３０年３月３１日までの５カ年を指定期間とし

て塩尻市社会福祉協議会を指定管理者とすることを議決いただいておりますが、その指定管理料とマイクロバス

の借上料になります。 

次の丸、（仮称）ふれあいセンター広丘建設事業は２，０３０万円ですけれども、実施設計の委託料になります。 

次に２目障害福祉費、一番下の丸、障害者福祉事務諸経費は、障害者の社会参加を支援するための経費になり

ます。次の１３４、１３５ページをお開きください。上から５つ目の黒ポツ、電話料になりますけれども、これ

は聴覚障害者の方とメールによる意思疎通を図るため、福祉課におります手話通訳者が主に携帯しております携

帯電話と、障害者虐待防止法が平成２４年１０月１日から施行されたことに伴いまして、福祉課内に障害者の虐

待相談窓口として障害者虐待防止センターを設置しておりますけれども、夜間、休日も対応できるようにするた

めの携帯電話の電話料になります。平成２４年度は庶務課の予算で対応していただいたものを、福祉課の予算に
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組みかえたものです。また、新たに平成２５年度からは、聴覚障害者の方から要望がたくさんあったことから、

課として必要性等について検討をいたしまして、意思疎通等の効率化や利便性の向上を図るため、タブレット端

末を福祉課に配置しまして、複数の通信ソフトを利用し、同じく福祉課におります手話通訳者と、画像による意

思疎通ができるようにするための電話料を計上したものです。 

２つ下の黒ポツ、総合福祉システム改修委託料は、平成２５年４月１日から障害者自立支援法に変わりまして、

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律、障害者総合支援法が施行されることに伴い、必

要となるシステムの改修を委託するものです。１つ飛んだ黒ポツになります総合福祉システム使用料は、現在使

用しているシステムですけれども、情報推進課から予算を組みかえたものになります。 

次の丸、障害者生活支援事業は、障害者の生活を支援するために、障害者福祉センターの指定管理料と、県の

事業の地域福祉総合助成金交付事業に示されている事業の中から、福祉の充実と社会参加を促進するため、本市

として取り組む事業で、２つ目の黒ポツになります障害者福祉センター指定管理料は、すみれの丘、そよ風の家

の指定管理料です。指定管理者は塩尻市社会福祉協議会で、期間は平成２３年度から平成２７年度までの５カ年

になっております。１つ飛んで、通所通園通院等推進事業補助金は、人工透析のための通院費等を助成するもの

です。次の黒ポツ、障害者にやさしい住宅改良促進事業補助金は、中途で身体障害者となられた方が、御自宅を

御自身の身体の状況に応じた改修を実施し、日常生活での動作負担の軽減や、介護者の負担軽減を図るため補助

金を交付するものです。下から４つ目の黒ポツ、重度心身障害者等タクシー利用料金助成金は、利用者が利用し

やすいようにということで、塩尻市障害者及び高齢者世帯タクシー利用料金助成事業実施要綱の一部を見直しし

まして、普通車利用の場合には、年度当初の初乗り運賃７００円と迎車回送料金１８０円の合計額を、年２４枚

を限度として交付していましたけれども、新たに７００円を限度とした加算料金を加え、年１２枚を限度として

交付するものを新たに創設いたしまして、利用者が選択できるようにいたしました。次の黒ポツ、重度心身障害

者等家族介護者慰労金は、重度心身障害者と同居し、年間１８０日以上介護している者に対し慰労金を給付する

ものです。また、一番下のあんま等施術給付費は、本来、視覚障害者で、あんま等施術者の生計の安定に資する

ことを目的としておりましたので、事務事業の見直しによりまして長寿課予算から移行したものです。 

次の、障害者福祉サービス事業は、国で定めた基準に従い、個々の障害の程度等を踏まえたサービス利用計画

に基づきサービスを提供し、障害者等の生活を支援するとともに社会参加の促進を図ろうとするもので、下から

３つ目の黒ポツ、障害福祉サービス給付費は、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスを提供するもので、

サービスの内容につきましては、予算説明資料１９ページにありますので御確認をいただければと思います。１

つ飛んで、次の黒ポツになります。障害児通所等給付費は、児童福祉法に基づくサービスで、児童発達支援や放

課後等デイサービス、相談支援等、障害児の生活や養育を支援するための給付金です。 

次のページ、１３６、１３７ページをお開きください。最初の丸、地域生活支援事業は、障害者の在宅生活の

支援と介護者の負担軽減を図るため、国の定めたサービスメニューの中から市の特性や利用者の状況に応じ、市

の創意工夫によるサービスを提供することで、社会参加を促進しようとするもので、真ん中あたりにあります黒

ポツ、点訳奉仕員等養成事業委託料は、手話奉仕員、朗読奉仕員等の養成や育成、研修事業を、また、要約筆記

者の養成は法が改正になりまして、県がやる事業として必須ということになりましたことから、必要性とか内容

を周知するための入門講座を開催することを社会福祉協議会に委託するものです。２つ下の黒ポツ、地域活動支
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援センター事業運営委託料は、障害者の日中活動の場を提供し、創作活動や生活活動等を通した交流や生きがい

を創出していただくことを目的とし、宗賀共同作業所はマシュマロに、楢川共同作業所はビレッジならかわ、す

みれの丘での創作講座等の開催は塩尻市社会福祉協議会に、それぞれ事業委託するものです。次の黒ポツ、障害

者相談支援事業等委託料は、松本圏域障害者相談支援センター等運営委託料です。下から２つ目の黒ポツ、地域

生活支援事業給付費は、家庭では入浴が困難な重度身体障害や障害児の訪問入浴サービスや、地域での自立した

生活や社会参加を促進するため、移動が困難な障害者等に対し、移動支援を、日中活動の場を提供し、社会に適

応するための日常的な訓練等を行う、日中一時支援等のサービス利用に対します給付金です。予算説明資料の２

０ページにサービスの内容を記載してありますので、御確認をしていただければと思います。次の黒ポツ、障害

者等日常生活用具給付費は、在宅の重度心身障害者等の日常生活の便宜を図るための日常生活用具を給付するも

のです。 

次の丸、自立支援医療給付事業は、心身の障害を除去、軽減するための医療費の自己負担額を軽減等するため

の給付事業で、更正医療給付金は、身体障害者福祉法に基づき、身体障害者手帳の交付を受けた者が対象となり

ます。また、育成医療給付金は、児童福祉法に規定された１８歳未満の障害児を対象としたもので、平成２５年

４月より県から権限委譲されるものです。 

次の丸、障害者援護事業は、重度の障害をお持ちの方の円滑な在宅生活を支援するため、申請に基づき手当等

を支給するものです。一番下の黒ポツ、重度心身障害者福祉年金につきましては、議案第８号で御説明したとお

りです。福祉サービス利用や地域生活支援事業等による支援など、公的費用による支援の充実が図られてきまし

た反面で、議案の第８号でも説明しましたけれども、障害者福祉費の扶助費は年々増加していることを踏まえ、

支給要件を見直したもので、平成２５年７月支給分から適用し支給するものです。 

次のページ１３８、１３９ページをお開きください。最初の丸、障害者福祉施設費は平成１０年に開設されま

した身体障害者療護施設ささらの里建設負担金で、平成２９年度まで負担をすることになっております。 

○長寿課長 続きまして、３目老人福祉費でございます。予算説明資料につきましては、２１ページにございま

すのでお願いをいたします。まず嘱託員報酬、職員給与費につきましては、平成２４年度までは、高齢者等生活

支援事業等に計上していたものを独立をさせたものでございます。 

３つ目の白丸、老人福祉施設費につきましては、松塩安筑老人福祉施設組合、それから、松塩筑木曽老人福祉

施設組合の負担金でございます。この後一番下の白丸、老人福祉センター等運営事業でございますが、すがのの

郷、田川の郷、みどりの郷につきましては指定管理料で、塩尻市社会福祉協議会に管理を委託しているもので、

指定期間につきましては、平成２３年４月から平成２８年３月までの５年間でございます。ページをめくってい

ただきまして１４１ページ、老人福祉センター百寿荘につきましては塩嶺福祉協会へ、老人福祉センター野村に

つきましては塩尻市社会福祉協議会への補助でございます。 

次の高齢者等生活支援事業でございますが、一人暮らしの方、それから低所得の高齢者等へ各種福祉サービス

を提供し、高齢者の自立支援、家族の介護負担軽減を図るものでございます。前年度と比べ減額となっておりま

すのは、嘱託員報酬と職員給与費を老人福祉費の人件費としたこと、それから介護慰労金事業を別事業としたと

いうことによるものでございます。この中で、下から２番目の黒ポツ、高齢者世帯等タクシー利用料金助成金事

業でございますが、前年度との変更点は、一般のタクシーにつきまして初乗り運賃７００円と迎車料金１８０円
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の券を年間２４枚交付していたものを、加算運賃７００円を加えた助成券を年間１２枚交付することを可能とし、

利用者に選択をしていただくということにしたものでございます。 

一番下の白丸、高齢者生きがいづくり事業でございますが、このうち下から２番目の黒ポツ、老人クラブ活動

助成事業補助金でございますが、補助するクラブにつきまして、従来は３０人以上としていたものを２０人以上

に拡大をし、それから市老人クラブ未加入のクラブに対する補助金を充実したという内容でございます。詳細に

つきましては、説明資料２１ページのほうをお願いをしたいと思います。 

次に１４３ページをお願いをいたします。介護基盤整備費１，０００万円でございますが、老朽化をしました

認知症デイサービスセンターつくしの郷を、社会福祉協議会が建てかえることに対して補助をするもので、財源

につきましては全額県の支出金でございます。 

次の社会福祉センター重油流出対策事業でございますが、集水槽による重油回収が減少していることから、臨

時職員が週５日の監視をしていたものを、シルバー人材センター委託による週３日の監視に改め、備品購入費１

５０万円につきましては、油水分離槽と敷き鉄板をレンタルしていたものを購入をしようとするものでございま

す。 

次の社会福祉センター運営事業でございますが、平成２３年度から直営となっておりますけども、その運営に

かかる経費でございまして、嘱託員報酬につきましては冒頭申し上げましたとおり、別事業として別のほうに計

上してあります。それから、光熱水費、清掃委託料等が主な内容でございます。 

一番下の白丸、老人福祉施設措置費でございますが、養護老人ホームに措置で入所する場合の費用等でござい

ます。 

１４５ページでございますが、家庭介護者支援事業でございますが、昨年度までは高齢者等生活支援事業に計

上していたものを分離したものでございまして、この中で一番下３つ目の黒ポツ、要介護者家庭介護者慰労金で

ございますが、在宅で要介護３以上の重度の方を１８０日以上介護されている方に対する慰労金でございます。 

その下の白丸、長寿祝賀事業につきましては、お示ししてあるとおりでございますが、昨年度までは高齢者生

きがいづくり事業に入っていたものを事業として別にしたものでございます。 

それからその下の白丸、介護予防拠点整備事業でございますが、市民に身近なところで介護予防拠点を整備し

ようとするものでございまして、来年度はモデル事業として市内２カ所を想定をしております。この事業につき

ましては、国に計画が採択され、国の交付金がつきましたら実施することとしているものでございます。 

○福祉課長 ４目福祉医療費ですが、２つ目の白丸、福祉医療費給付金事業は、平成２４年度予算では、福祉医

療事務諸経費と福祉医療扶助費に分かれていたものを一緒にしたもので、医療費の自己負担分の軽減を図るため、

平成２４年度７月支給分から中学校卒業までの児童に拡大し、給付金の交付をしてきたものです。下から４つ目

の黒ポツ、審査集計事務委託料は、国保連合会と医療機関等への委託料になります。３つ目の黒ポツ、パンチオ

ペレート業務委託料とその下の黒ポツ、福祉医療システム使用料は、情報推進課予算から移行となったものです。 

○長寿課長 １４７ページをお願いをいたします。５目介護保険事務費でございますが、２つ目の白丸、介護保

険事業特別会計繰出金につきましては、法定の負担割合によって繰り出すもので、詳細につきましては特別会計

で申し上げます。 

○福祉課長 次、６目保健福祉センター管理費になります。保健福祉センター管理諸経費、上から５つ目の黒ポ
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ツ、営繕修繕料は、保健センター南側の外階段の塗装等修繕料になります。また、真ん中あたりにあります消防

設備点検委託料からセンター管理業務委託料は、本庁舎と一体入札により業者を決定しようとするものです。 

○委員長 ありがとうございました。ここで休憩をとりまして、午後は１時から開催したいと思います。よろし

くお願いします。 

午前１１時５１分 休憩 

――――――――――― 

午後１２時５９分 再開 

○委員長 それでは、皆さんおそろいですので休憩を解いて再開します。 

先ほど説明をいただきました１３０ページ民生費から質疑を行います。委員の皆さんより質問がありましたら

お出しいただきたいと思います。 

○副委員長 お願いします。１３１ページの地域福祉推進事業の中で、先ほど御説明でただの名称変更をしただ

けということで地域福祉協働推進補助金なんですけれども、これは内容は全く一緒で人件費ということでよろし

いでしょうか。 

○福祉課長 そのとおりです。 

○副委員長 社会福祉協議会に対して、いろいろなところで事業委託とかをして委託金が出ているんですが、そ

れが、この予算書の中で全部で幾らかっていうのがちょっと見えづらいのですが、一覧表で御提示いただくか何

かお願いできますか。 

○福祉課長 後ほど提出させていただきます。 

○副委員長 お願いします。 

○委員長 ほかにございますか。 

○鈴木明子委員 みどり湖の社会福祉センターの関係なんですけど、１４３ページにありますが、これは社協へ

の委託から直営に戻されて今度２年目かなと思うんですが、利用者や何かの声がちょっと聞こえてきているので

は、何か非常に社協の運営してた時のほうが使いやすかったというような声もちょっと聞いてるんですけど、そ

こら辺何か反省とか、今年度について何か考えているようなところ、あるいは聞いてる声に対しての反応とかそ

ういうようなものがありますか。 

○長寿課長 社会福祉センターが社協委託から直営になりましてですね、一番大きく変わりましたのは、あそこ

には社協では別会計を持っておりまして売店を置いておりました。そこではですね、何て言うんですか、お菓子

でありますとか、缶詰でありますとか、ちょっとしたつまみ用の缶詰でありますとか、あるいは、ちょっとして

来た時にお持ち帰りいただくようなお土産のようなもので、例えばですね、そういったものがあって御利用があ

りました。私ども別会計を持って市で管理するっていうことはいたしませんで、今現在は福祉作業所などでつく

っていただいた品物をですね、団体の入る日にお出ししている。そういった意味でですね、一番大きく変わった

のはその辺で、その点に対するやや御不満って言いますか、そういったものがあろうかと思います。今現在は従

前と変わりませんが自動販売機は置いてありますので、そういったものは従来と変わっていない。一番大きく変

化したのは、その辺であろうかと思います。 

○鈴木明子委員 お年寄りの方たちは、そこでくつろいであわせて買い物もしてっていうので、売店が非常に楽
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しみの場でもあったっていうふうにお聞きしてるんですけど、そういったようなことは、やっぱり別会計ってい

うのは持てなかったりする状況の中では、自動販売機で対応するしかほかには方法はないっていうことですか。 

○長寿課長 社協としましてはですね、あそこにお金を管理する者もいまして、社協の中の会計の中でやってお

りました。私どもとすれば、ほかの老人福祉センターにおきましても、特にそういった売店っていうものは置い

ておりませんので同じ扱いにさせていただきました。 

○鈴木明子委員 そういうふうに多分回答されるのが、非常に今まで心地よく利用していた皆さんから見て、何

か対応が非常に機械的な対応に映ったりしているのではないかなっていうふうにも思うんですが、ほかの老人福

祉施設でないって言うけれども、社会福祉センターについては、そういう対応をしてきたのになくなってしまっ

たっていうことに対してやはり何て言うか、工夫したり検討したりしていくっていうこともやっぱり少しは考え

ていっていただいて、老朽化した施設でも愛着を持って利用している皆さんにこたえていっていただきたいなと

思いますので、申し上げておきます。 

○委員長 ほかにございますか。 

○中原巳年男委員 １３５ページ、障害者生活支援事業の中の真ん中、軽度・中等度難聴児補聴器購入助成事業

補助金っていうのがありますけれども、これは大体どのぐらいの利用があるのか。 

○福祉課長 係長のほうから答弁させていただきます。 

○障害福祉係長 平成２４年度の実績でいきますと、２人のお子さんが対象となっております。 

○中原巳年男委員 それで、この補聴器って、ある程度の時期が来るとかえるなり何なりしてかなきゃいけない

っていう性能の問題があってっていうことですが、そういうのにも補助は出てるわけですか。 

○障害福祉係長 この事業につきましては、新しく購入するものに対してのほかに、購入したものを委員さんが

おっしゃるように大きくなって交換しなければいけないものについても対応しますし、修理が必要な場合にも対

応することになります。 

○中原巳年男委員 やっぱりね、子供たちが同じ条件で保育、あるいは小中学校で生活できるっていう、そうい

う環境が非常に大事だと思いますし、多分難聴っていうのは、そういった小学校とかね、保育園の段階でわかっ

てくると思いますんで、やっぱり漏れのないようにね、全部子供たちが同じレベルで教育を受けられるようなこ

とで、しっかりとやっていただきたいというふうに思います。以上です。 

○鈴木明子委員 １３３ページの福祉団体等活動推進費の中で更生保護施設建設補助金というので、みすず寮の

建設補助っていうことで説明があったかと思うんですが、これは、例えば老朽化で建てかえをするっていうこと

でしょうか。 

○福祉課長 そのとおりです。 

○鈴木明子委員 どのくらいの規模の施設、何人くらい収容できるような施設でしょうか。 

○福祉課長 済みません、ちょっと規模、どのくらいの数収容できるかっていうところの資料、今持ち合わせて

おりませんので後ほど回答させてください。 

○鈴木明子委員 お願いします。 

○福祉事業部長 今の関係ですけれども、更生保護施設建設補助金なんですけども、みすず寮、これ昭和４７年

に建てられたもので、その建てかえになります。構造でいきますと鉄筋コンクリートの３階建てを考えていると
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ころです。延べ床面積が５６８．４２平方メートル、それと居室なんですけれども１２部屋になります。そのほ

かにお風呂だとか、食堂だとか、集会室が用意されてるものになります。 

○永田公由委員 １４５ページの介護予防拠点整備事業、前に協議会で説明をしていただいたんですけども、予

算書を見ると国の補助金もつくような形で、２カ所で６，４００万円入ってるんですけど、可能性としては、こ

こにこれだけ載せてあるっていうことは大体ほぼ通るということでいいですか。 

○長寿課長 国にですね、計画を上げるのもこれからでございまして、見通しについては非常に不透明な部分、

正直ございます。国のほうにもちょっと問い合わせをしてもですね、新年度予算の動き、昨年度よりも遅れてお

りまして、今現在、まだうちのほうにですね、計画を出す時期について具体的なものがまいっておりません。聞

き取ったところによりますと国の予算とすればですね、ちょっと本年度より１割減くらいでなる見通しであると

いうので、期待はしつつもちょっと楽観はできない、そういうふうに思っております。 

○永田公由委員 そうすると、もし通らない場合、市の補助でやるということになると思うんですけど、それは

両区とも了解はしてるわけですか。 

○長寿課長 その点につきましては、両区にもそのようにお話をして了解をいただいております。 

○鈴木明子委員 高齢者世帯等タクシー利用料助成券についてですけども、この①と②を選択できるようにした

っていうのは、どういう点で使い勝手、使い勝手をよくするっていうことがあって、こういう選択制っていうの

が、今、ここに出ているんだと思うんですけど、ポイントっていうか、どういうような点で見直しが行われたか。 

○長寿課長 高齢者タクシー利用助成券につきましてはですね、本年の頭のほうで御利用者さんにアンケートを

実施いたしました。その中で利用実態から言って、交付した券の６割以上を御利用いただいているのは、高出、

東、大門、広丘、吉田、比較的ですね、住んでいるところから利用されようとする病院などの距離が、推定です

が比較的短い距離だと思われるところ。６０％を割っていたところはですね、片丘、洗馬、宗賀、北小野などで、

ちょっとどちらかというと村部と言いますか、少し市街地から離れたところの御利用がございました。アンケー

トを取る中でですね、助成額を送迎料金を除いて２倍にした場合で枚数を半分にした場合と、従来どおりの２４

枚使える場合というふうにやったところ、全体で２割くらいの方が枚数は減らしても助成額をふやしたほうがい

いというお答えでございましたので、そこは実際に御自身の御利用形態を考えて選択制ということを今回提案さ

せていただきました。 

○鈴木明子委員 ７００円プラス１８０円で２４枚と７００円プラス１８０円の、それに加算運賃７００円って

いうと、金額的にはそれが１２枚ということなので、金額的には同じってことでしょうかね。 

○長寿課長 御本人が年間利用できる助成額とすれば、送迎料金がですね、全部使わないとした場合は、その部

分はむしろ減額になるんですけれども、実際利用した回数に、回数って言いますか、利用した距離に対するもの

は２倍ということになります。１回当たり２倍になりますので、トータルでは一緒ですけれども、従来、券は交

付をされたけども利用しないで終わっていた方が使うようになれば御利用はふえる、そういうように考えており

ます。 

○鈴木明子委員 わかりました。 

○永田公由委員 今のにちょっと関連するんですけど、対象者を調査するのに民生委員がかかわってるんですけ

ど、例えば、去年却下された方のところへ、また同じような書類が送られてきて行かなきゃいけない。だけども、
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一たん却下されて、所得が年金生活だから変わらないわけですよね、そうするとまたその方にまただめでしたっ

て言っていかなきゃいけないっていうことがあるんですけども、今年度却下されれば、来年ももらえるわけじゃ

ないんだから外せばいいかと思うんだけど、そういうことはできないんですか。 

○長寿課長 ちょっとその点につきましては、前年と所得が変わる場合もあるということでもってやっておりま

すけども、若干私どもも少し検討してまいりたいと思います。 

○永田公由委員 やっぱりね、いやだっていうんだよね。１回却下された家へまた行って、またことしも却下で

したよなんてことはね、言いにくいって言うから。その辺ところは、やはり働いていてね、所得がっていうんじ

ゃなくても、自分で長い間お勤めしてある程度の高額の年金をもらっている方だったら、そんなに変わるはずが

ないから、その辺のところはちょっと検討してみてください。 

○鈴木明子委員 さっきわかりましたって言っちゃったんですけど、ちょっともう一回、前年度予算額とことし

の予算額と比べて大分大幅に違うんですけど、去年の実績に基づいて見直したのか、こういう選択制をしたのに

実際の利用が減るっていうふうに見込んだのか、ちょっとそこら辺お聞かせください。 

○長寿課長 利用実績のほうはですね、決算の中で若干予算よりも減った中で、それで見通しを立てております。

ですので、御利用は若干ふえることも見通した中での予算でございます。 

○鈴木明子委員 今、私、老人のところを見てるけど、２１ページ。 

○委員長 タクシー券のことですよね。 

○鈴木明子委員 タクシー券のこと。 

○長寿課長 平成２４年度予算が８７０万円で平成２５年度が８８０万円ですので、わずかながらでございます

が増を見込んでおります。今年度と差が少ないのは、今年度若干決算では予算よりも落ち込むということで想定

しております。 

○鈴木明子委員 そうか、タクシーだけでいいね、わかりました。今度こそわかりました。 

○森川雄三委員 １３７ページのね、さっきの重度心身障害者福祉年金の関係なんだが、これは前年度比１，２

８０万円から、結局この条例によってこれだけ減額されたっていうことです。 

○福祉課長 はい、そうです。 

○森川雄三委員 そうかね。それじゃ、さっき私ちょっとね、勘違いしとったで、訂正をさせといていただきま

す。百何十万くらいなことを言っておったで、どうもおかしいなと思って、済みませんでした。 

 それから、重油の関係ですが、流出の、１４３ページのね、一般質問にも出て、大体これまで７，０００万円

くらい使ったわけですか、大体ね。今回７００万円、大体これが毎年最低かかっていくんでしょうと思うんです

が、これはあれですか、ずっとこれをやっていかなきゃならないということですかね。 

○長寿課長 今現在のまでですね、事故が起ってから調査、あるいは対策工事などで本年度末までそれに対して

私ども対策で消費する、消費って言いますか、使う費用としては約６，０００万円程度でございます。来年度は、

ここにお示ししたように７３０万円くらいでございまして、このうち備品購入費の１５０万円はですね、平成２

６年度以降落ちますので、平成２６年度は単純に同じ箇所数だけだとしても、の測定をやるとして５００万円程

度になろうかと思います。測定回数の箇所についてはですね、経過を見る中で私ども多少増減とかしながらやっ

ていきたいと考えております。もう１点は、社会福祉センターはいずれ除却って言いますか、撤去する時期がま
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いりますので、その時点でですね、どこまで、どの程度の規模で観測をすべきかっていうのを、その時点で検討

させていただきたい、そういうふうに考えております。 

○森川雄三委員 いずれにしても大きい事故って言えば事故で、社会的責任の場面は出てくるから、これはやら

なきゃいけんかもしんないけれども、お話聞いとりゃ毎年そんなに油も出てこないというような中でね、地球の

中へ入って行っちまったやつを掘り出すってことは、これはとても無理じゃないかと思うんだよね。今建て直し

の時までっていうようなお話のようなんですけれども、どっかでやっぱり線を引かなきゃいけんじゃないかと思

うけども、その点はどうですかね。 

○長寿課長 非常にごもっともな御指摘でございますので、どの程度の規模でどの程度まで続けるかっていうこ

とも、また今後検討させていただきたい、そういうふうに考えております。 

○森川雄三委員 とりあえず、ありがとうございます。 

○副委員長 先日、地区のほうに説明に来ていただきました。済みません、その社会福祉センターの件なんです

けど、説明いただきまして、約１万リットルくらい流出したのではないかという中で、今まだ４％くらいしか回

収ができていなくて、それも徐々にもう回収ができていない状態で、今、森川委員がおっしゃったように毎年毎

年、ことしは７３０万円だけど、その後は６００万円くらいにするにしても、それだけをかけていくのかという

ことと、それから将来社会福祉センターが取り壊された時にって言うんですけど、やっぱりこの間も声が出たと

思うんですが、地元の方はそんだけ回収ができないのであれば、建物の下にあるんじゃないかって、早急に建物

を撤去というか、ほかのところに建てかえてでもちゃんと土壌を見る必要があるんじゃないかという意見もあっ

たと思います。その時は、何かがあったら考えますというようなお答えをいただいたんですけど、何かがあった

らではなくて、前もってその対策を検討されたほうがいいと思うのですがいかがですか。 

○長寿課長 先般、東地区の区長さんのところに御説明に上がった時のお話であったかと思います。そういった

御意見も伺いました。私どもとすればですね、その周辺のボーリングした状況ではですね、しっかり油が浸透、

一定の帯水層と言いまして、地下に下までずっと潜っていかないような粘土層のような具体的なものまでは、実

際はそれ自体はあまり見られないでですね、どちらかというと下のほうに下のほうに礫層ですとか、若干密度の

濃いところを含めて潜って行ってる、そういった状態でございました。それは周辺の状況でございまして、セン

ターの下自体はですね、まだ見てみないとわからないんですけれども、ある程度の深さにわたって礫等にくっつ

いた状態でいるというようなことは推定がされます。現に御利用している方が、年間１万数千人くらいいらっし

ゃる中でですね、お風呂の御利用も早く再開したいっていう声をありまして再開をしている状況でございまして、

現時点ではですね、対処療法的になりますけれども周辺で観測をしながら、もし万一どこかで、みどり湖で油が

出たということになれば、その時点で吸着マット等で吸着する。消極的ではございますが、現時点の方法として

はそういう形でちょっとやらせていただきたい、そういうふうに考えております。 

○委員長 ほかにございますか。 

○永田公由委員 １３５ページの障害福祉サービス給付費、これ前年と比較して１億１，０００万円くらい多く

なってるんですけど、対象者がふえたのか、それともサービス内容が濃くなってきてるのか、その辺は前年と比

較してどういうふうに変わってるのか。 

○福祉課長 障害福祉サービス給付費ですよね。これにつきましては、サービスが充実されてきているというこ
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とで金額がふえているという状態です。 

○永田公由委員 対象者は何人くらいなんですか。 

○福祉課長 係長のほうから。 

○障害福祉係長 障害福祉サービスを利用している方、平成２４年９月現在で３３５人の方が利用しています。 

○永田公由委員 それじゃ、いよいよ本題に入りますけどね。１３３ページ、ふれあいセンター広丘建設事業設

計委託料ですけれども２，０３０万円、これ本会議の答弁で福祉事業部長、盛んに地元地元、地元を大事にして

協議をしてというようなお話でしたんですけど、具体的にこの設計委託料というのは、どういった内容ですか。 

○福祉事業部長 実施設計ですので、実際の建物を建てる時の設計図の策定費になります。 

○永田公由委員 そうすると前に協議会に示していただいた設計図をもとに、実施設計をしていくという理解を

していいわけですか。 

○福祉事業部長 ふれあいセンターをどうするかという選択肢で３つあるかと思います。１つは、さっき言いま

した市の案で突き進んでいくこと。１つは、もうやめましたと言ってやめること。３つ目の選択として自分たち

の考えているところでは、地元と協議する中でそれぞれ必要な施設を考える中で、それをもとにして設計の基本

的なものはこっちできるものですから、それをもとにした本格的な設計図をつくりたいということです。 

○永田公由委員 それと、その期限をね、９月くらいまでというような、たしか本会議で答弁があったように思

うんですけど、地元としっかり協議をするということになれば、多少先送りをしていかないときちんとした協議

ができないと思うんですけども、その辺についてはどんなふうに考えてらっしゃいますか。 

○福祉事業部長 当初、地元の中では今年度中に考えましょうねということで、３月まで考えましょうという話

をしました。しかし、３月じゃ、いっくら何でも急な話だねということで、じゃ地元でみんなもう一回会う中で

どのような施設がいいのか、またうちのほうでも新しい案を出してそれを地元で相談して、それでなからのもの

が両者考えることができて次年度の実施設計、最終間に合うデットラインが９月じゃないのかということで、９

月ということで、目標も９月として考えさせてもらいました。 

○鈴木明子委員 ということはあれですか、９月までにまとめていくっていうことは、地元の皆さんのところで

も了解されたっていうことですか。 

○福祉事業部長 地元では９月とはまだ言ってないんですけども、長くても大体その辺を目安にという話ではし

てあります。ですので、それが過ぎるともう次年度になってしまうから、それまでにはお互いになるべくコンセ

ンサスをまとめましょうっていう話にはさせてもらいました。 

○副委員長 しきりに地元の方と協議をされるということなんですけど、地元の方っていうのをどういう形で声

を拾っていくかっていうのにもよって、例えばどこかで開催しますというと、こういう施設がほしいって声を大

にする人たちだけが集まったりもしますし、またその区の役員さんだけだと世代にも偏りが出てきたりもするの

で、幅広い世代の人たちからきちんと声を拾っていただけるような形を考えていただきたいと思いますが、いか

がでしょうか。 

○福祉事業部長 やはり今どうしても声の大きいのは高齢者かなと思います。その中でこれから未来をしょって

立つって言いますかね、二十代、三十代の人っていうのは、なかなか意見を言ってもらえない、市に対する意見

が出ないのかなというのが現状かなと思います。市でその施設設置等についてどう考えますかというようなこと
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をやりますと、住民投票どうのこうのということになってしまいますんでね、地域の中で本当は常会長さんくら

いまでにおろしてもらう中で、本当は自分たちの若い人たちの意見を聞いた中で、区長さんもそれを持って来て

いただけるようにって提案を考えたりだとか、またそんなにほしいんだったら、例えば、これは極論の話なんで

すけども、市で建物はじゃ考えましょうと、その後じゃ実際の運営をだれが考えていくのかっていうことも区長

さんに投げかけるのも考えながら、本当にどういうふうなことがいいのかを考えていきたいと思います。 

○金子勝寿委員 ちょうど２月８日に議長あてに各区長会から出た要望書に沿って少しお話を聞きますが、期待

は大きいんですが、いわゆる市から過日説明を受けました今回の計画は、地域の福祉機能、介護等の拠点だけに

偏ったものであり、私どもの期待した内容とは全く異なった計画となってしまいましたと。この点についてその

後、これ市にも行っていると思うんですが、いわゆる設計の変更、当委員会に示された時はレストランであった

り、それから入浴の施設は大分小さくなっていたり、また委員から非常に運営上時代に合ってないんじゃないか

といった意見もありましたと。これ出て以降、変更については検討をするつもりということでいいのかどうか、

状況とそれから今後の考え方についてお願いします。 

○福祉事業部長 やはり地元から意見も出てますので、本当にレストランを、例えばコーナーのカフェくらいの

ものにするとか、もうちょっと軽運動室を広くするとか、一番は入浴施設を地元は望んでるっていうような話が

あります。ちょっと話が長くなってしまうんですけど、説明会に行った時に地元は平成２０年当時の話からあり

ました。平成２０年当時は社会福祉センターが使えなくなったら新しく広丘に持って来て、あわせてふれあいセ

ンターと一緒につくるはずじゃなかったのか。それはだれもうちのほうでそんな話はした覚えはないんですけど、

地元ではそういうふうに考えてまして、その中で面積的には２，６００から２，８００平方メートルのものだと。

そのものと比べますと、今度の広さ的なものは千三、四百平方メートルくらいなもの。一応洗馬と同程度のもの

ということで話をしたものですから、大体随分ちっちゃくなったじゃないか。今まで各圏域ごとに１つの老人福

祉センターをつくるはずが何でいきなし３カ所になって、それが広丘にできる時には、こんなにちっちゃくなっ

てしまったのだというのが地元のお話でした。その中でやはりここは丁寧にお話をしなくちゃいけないっていう

ことで、お時間をもらって広丘の中でお話をして、区長さんの中では、やはり時代が変わっていく、そのことを

理解する中でこれからのニーズに合ったものを本当に考えていきましょうって、おっしゃってくださっている区

長さんもいらっしゃるもんですから、昔のことは昔のこと今の本当に必要な機能を地元と考えていきましょう、

これが私たちのスタンスとして、今考えているところです。 

○金子勝寿委員 協議の内容というか今回どういう形で、多分区長さんたちは市長を初め、皆さんとこへ持って

行った後、こっちにも持って来たと。なかなか自分たちの意向が受け入れられないとなると、また議会のほうに

来るんですが、その前に今後どういう形で地元の区長会っていうかですね、方たちと話し合いをもう少し詰めて

いくのか、それともこの間出した基本的にレストランがカフェになったとこで、もうこれで変えたからこれでお

しまいにして実施設計に行くのか、それをきょう聞いて予算についてはどうするかって話をこれからしなきゃい

けないんで、そこを一番、イエスかノーまでいかなくてもいいので、もう私たちは妥協しませんと言うのか、そ

れともいやまだ協議をして丁寧に設計内容、規模についても変える余地があると考えているのかどうか。部長、

答えていただいて、もし難しかったら副市長、せっかくいるので。 

○副市長 福祉施設の機能そのものはね、時代とともに変わっていくっていうのは、これはもう自明の理だとい
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うふうに思っております。私どもは、それをですね、行政の案だからといって決して地元に押しつけるわけでも

ございませんし、地元の方々のですね、お考えを聞いて設計変更が必要なものであって、あの地にふさわしいも

のであれば、これは設計変更にやぶさかではございません。ただ本当に洗馬にあるから同じものが広丘にあって

もしかるべきだということがですね、本当に市長も申しておるとおり、時代の変化の中で、あるいは流れの中で

ですね、必ずしもそういうことが言えるのかどうなのか。一元的に見れば３つの施設をそれぞれの各地へ公平に

つくっていくということが言われていますが、それをもってもですね、やはり本当に必要な施設というのが何な

のか、行政にとっても、あるいはこれからの高齢化社会にとっても何なのかっていうことをですね、きちっとい

い機会だと私は思っています。地元の皆さんと本当にお話ができるいい機会だと思ってます。担当者、担当する

部は大変だろうと思ってますけども、そういうことをちゃんと積み重ねて結論を出していく必要があろうかなと

いうふうに思ってますので、決して私どもがお示しした案をですね、どうしてもそれじゃなきゃいかんよという

ことでは決してありません。非常に柔軟に考えていきたいと思っています。そういう意味では、時間をいただい

てですね、やっていきたいなというふうに考えております。今、９月というお話が出ましたが、場合によったら

それがずれ込む可能性もなきにしもあらずだと思います。その場合にはですね、なんせ今年度の事業の中で、い

ずれにせよそういう話し合いがつけば、ここにきちんと予算を載せていただいてですね、すぐ取りかかれるよう

な体制だけはきちんと整えて、私どもの考え方を、考え方と言いますか、こういう体制で臨んでいるよというこ

とを地元にお示ししながらですね、調整を図っていきたいなというふうに考えております。 

○金子勝寿委員 じゃ、ちょっと関連で、今、いわゆるスケジュールの面でね、そういう柔軟に対応するってい

うお話はお聞きできました。少し圏域の話でどうしても予測がつかない部分ですが、いわゆる人口の部分ですね、

いわゆる高齢者がふえる割合に対しての機能が必要だということで、あの設計を出してきたと思うんですよ、い

わゆる介護機能とかに重点を置いた。ただふえるから、いわゆる広丘エリアの人たちが高齢化で６５歳以上がふ

えることは間違いないんですが、ここにこの施設が絶対必要だってところがちょっとわからない。いわゆる介護

機能に非常に特化した部分が強かった部分、その辺説明をしていただかないと。多分地元はもうお風呂ありきな

んですよ、正直言ってね。入浴施設がほしいっていう要望に対して、皆さんの行政マンからの立場からだといわ

ゆる今後の高齢化に対しては、介護機能とかを重視したほうが地域のためになりますよって形で設計を出してき

たと、そこの点の説明の部分でちょっと私たちも納得が、この間の協議会の説明ではちょっと得られなかったの

で、もう少し丁寧にその辺話をしていただかないと設計をいじる前の話で、行政側はできれば介護に重きをおい

た施設にしたいし、地元としては入浴施設とかのコミュニティがほしいっていう、そのミスマッチの部分をどう

にかしたいとこなんですが、済みません、もうちょっと趣旨を、この前の設計のカフェテリアになったっていう

のはわかりました。 

○福祉事業部長 ３圏域の考え方なんですけれども、今まで行政はどうしてもインフォーマルって言いますか、

地域にやってほしいボランティアのことだとか、支え合いっていうものを地域にほとんど今、丸投げの状態化だ

と思います。そうではなくて、これからというものはやはりそれを考えていくための組織づくりをしたりだとか、

コーディネーターを設置して企画を立てたりするなど、またあわせてそこで相談を受けるとか、また介護予防だ

とか、支えの事業を興すとか、このようなものを各３つの施設では平等にやっていきましょうよということです。

そのほかにプラスとして北部圏域においては、市の重点的な施策の中の１つはやはり重点的にやんなくっちゃい
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けないということから、広丘にちょうど社協でつくしの郷が新しくされるもんですから、そこの施設と連携をと

る中で人材の育成について、そこで研修をしたりだとか、地域で、また高齢者で軽運動室は利用したい方は利用

していただくとか、そのように平面３つの各施設でやるもの、プラス重点的にやるものの一つとして北部圏域で

は、市全体の中の事業の重点施策の一つとして介護予防を広丘に、高齢者と若い子供たちの交流の場は西部とい

うふうに考えたいということです。 

○森川雄三委員 この実施設計料なんですがね、委託料、２０００万円、２，０３０万円って今回予算化なんで

すが、大体建設費の何パーセントくらいを見て、ちょっと高いんじゃないの、２，０００万円、根拠は。 

○福祉課長 この設計委託料につきましては、平成２４年の予算編成方針で財政課のほうから示されまして、新

建設工事・工事監理等報酬基準を使用するようにということで、基準になるもとになるものが変わったというこ

とです。それで、その中の官庁施設の設計業務等積算基準を使用しまして積算をしますと、単純に積算しますと

３，０００万円くらいになります。ただ、うちの課の中に技術屋がいるということの中で、市が直接確認できる

分、そんなような市は作業としてできる部分をどのくらいあるのかということを精査いたしまして、その分を引

いてきて２，０００万円、２，０３０万円という数字にたどり着いたということです。ですので、単純にこの新

しい基準でやれば３，０００万円を超える金額であったということで御理解をいただきたいと思います。 

○森川雄三委員 以前から一般的にはどうなんですか、４％っていうようなことを言われていたような記憶があ

るんですが、四、五パーセント。それからすると総額５０億円くらいになるってこと、５億円。４％って言えば

５億円。それじゃ、その設計はね、前回示された場面と同じようなものなのか、全然それは違うのか、そこら辺

はいかがです。 

○福祉課長 これは、前回お示しをした規模で積算をしてあります。大体、今、１２月の委員会のほうへお示し

した規模、内容での工事費は３億１，１５０万円くらいを予定をしているものです。 

○森川雄三委員 以前にもね、協議会でいわゆる地区要望をまず重点に考える。先ほど副市長がね、設計変更も

やぶさかでないというようなお話がありましたんでね、それはそれで受けとめますけれども、いずれにしても当

時洗馬よりか前に本当は建つわけだったのが遅れたと。それで、その当時からそういう思いがあったという区民、

市民の皆さんの思いをですね、やはりこれはくんでやるべきじゃないかなと、私は思うんですよね。それが先ほ

ど言われた時代の中で、ちょっといろいろ変わるかもしんないとは言ってもですね、私はそうに思いますけどね。

そこら辺は、本当に地元の方々とですね、しっかりコンセンサスを図っていただいて決定をしていただきたいと

思うわけですよね。この予算を私どもがだめだっていうことになると、そのもの自身がだめになっちゃうから。

これを今度はそのまま通したら本当にそのままで、議会は行政の言うとおりにっていうようにとられてもね、こ

れはとても私ども、さぁ、それじゃそこでどうするかって話にもなるんでね、だで意見としてはぜひ要望に添う

ような施設をつくっていただきたいと思います、私はね。以上です。 

○副委員長 先ほど副市長のほうから地域の方の声を聞いて、柔軟に設計に対しても対応していくというような

お答えがあったんですが、今までそういう遠回しにお互いに多分言ってたと思うんですけど、はっきり言って、

今ここ問題になっているのは入浴施設っていうことだと思うんですが、それに対しての市としてのお考えがあれ

ばお聞かせください。 

○副市長 部長以下じゃなかなか答えにくい話だと思いますので、私のほうから答えさせていただきますが、今
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の洗馬の状況を見ててですね、入浴施設をどういう人たちがどういう形で利用をされているのか、それをつぶさ

に私どももこれから、これからと言いますか、今データを積み上げているところなもんですから、じゃそのもの

をそこに持って来た時に、どういう方がどういう形でどのくらい利用するのかということがですね、まだシミュ

レーションとして私どもは把握しておりません。最初の設計ではつくるつもりがなかったもんですからね、そう

いうことの作業をしておりません。しかし、いろんな意見聞きますとですね、特に地元の皆さん、代表される皆

さんからは、もともと風呂があるのがふれあいセンターじゃないかと、洗馬と同じものをつくるって言っていっ

たんだから、じゃ洗馬と同じものをつくってくれやと、こういう話がどうも先行してましてですね、だれが風呂

を利用していただけて、どういう形で本当にその機能がですね、果たされていくのかということがまだはっきり

私どもに少なくとも、これはどうしても必要だね、これは多少予算を積んでもやらなければいけないね、という

ことにまでは、まだ残念ながら至っていない。残念ながらと言いますか、至っていません。したがいましてもう

少しきちんと、こういうことを言う。それじゃ入ります、そうやって主張されるんで、そこにつくったら行きま

すかって言ったら、いや、おれは行かないな、こういう話もですね、正直な話あるもんですから、そこまで至っ

て行くような深い話し合いをしっかりして、議会からやほかのほうからの御意見もありましたとおり、もうちょ

っとほかのことを、例えば、Ｆ・パワーを利用してですね、そういうことができるのかどうなのかということも

含めまして、その辺はしっかり調整をさせていただきたいというふうに思っています。お風呂が本当に必要かど

うかというのは、やっぱりその時代時代に、あるいはその地域地域の考え方だけではなくてですね、その需要を

しっかり私どもも、そういう要望があればそういうニーズをどうやって把握をしていくのかという作業、やっぱ

り必要だと思います。その辺を加味して少し時間をいただいて調整を、あるいは考え方をまとめさせていただき

たいというふうに思っております。 

○副委員長 一応９月ごろまでにとめどはお聞きしていましたが、今みたいなお話を聞いているとまず要望をし

っかり把握して、それをちゃんと検証というか、それが本当に必要かどうかって考えていると、今年度予算書に

予算は盛ってあっても、もしかしたら今年度には設計されずにまた来年度とか、事業計画が遅れていくというこ

とも考えられるんでしょうか。それと３圏域のうちの北部圏域が終われば東部圏域というふうにお伺いしてます

けど、それが遅れた場合は、東部圏域も同じように１年なり２年押し出されるのか、これはこれとして、東部圏

域はいつからっていう、今予定されている時期から始められるのかをお聞かせください。 

○福祉事業部長 先の実施計画の中でもお示ししたとおり、社会福祉センターの使える年度というのはある程度

決まっているのかなと思います。その中でやはり社会福祉センターは社会福祉センターのごとしとしてきちんと

考えて行かなくちゃいけないこと。それと広丘は広丘できちんと分けていかないと広丘が遅れたら、じゃそれと

あわせて社会福祉センターが遅れていくと、例えばあっちゃいけないんですけど地震が起った時に、あの施設が

どうなのかということも心配がありますんで、やはりそれはある程度区切って考えていったほうがいいと考えて

います。ですので今の計画どおり、例えば社会福祉センターはある時になったらきちんと壊して、次のものをど

こにするか、場所をどこにするかから始まって、またその時の機能をどういうふうにするのか、またそれも検討

していかなくちゃいけないと考えています。 

○副委員長 じゃ東部圏域のほうは東部圏域で考えていただけるということで、今最初にお聞きした北部圏域に

関しては検討した場合、実施設計は１年ずつとか遅れていく可能性はありますか。 
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○福祉事業部長 やはり地元でもそんなに急がないでじっくり話しましょうねという区長さんもいるものです

から、その中で地元の方に対しては、例えば自分たちの設定した期限が先に行っちゃうと事業も先に行きますよ

っていう話はしてあるんですけども、なるべくだったら今の実施の計画中に考えていきたいですねという話はし

てあります。ですので場合によれば、そういうこともあるということです。 

○永田公由委員 先ほど副市長の答弁でね、非常に柔軟に対応していただけるということでちょっと一安心した

んですけども、やはり広丘はね、今、広丘吉田っていうのは、市にとっては本当に言ってみれば大門より大事に

しなきゃいけないところだと思うんですよね。企業も優秀な企業が幾つもあるし、区画整理にしてもみんな民間

でやって市の公共施設は短歌館くらいで、あとはよそにあるものと同じようなものがあるっていうようなことで、

広丘吉田の人たちにしてみると、おれたちだけ何でこんなに税金払ってても金が来ないだっていうような意識を

持っている人たちも結構いるんですよね。だからやはり住民の要望っていうのは本当に吸い上げてもらってやっ

てかないと何か二極化、だんだんだんだん向こうが松本よりになっていくような、生活圏がね、だんだん松本へ

行っちゃうような気がするんだよね。だからやっぱりこっちへ引っ張ってくるには、ある程度無理をしてもね、

やっぱり聞いてかなきゃいけないし、当然広丘支所の建てかえという話も出てくると思うもんで、それとまちづ

くりと絡める中で、これだけに特化するんじゃなくて全体的な中で考えてもらいたいというふうに、これは意見

として申し上げておきます。 

○金子勝寿委員 一度洗馬のふれあいセンターへ吉田地域から入浴等で利用している皆さんの数字をもとに、仮

に今計画されている広丘のふれあいセンターに入浴施設等をつくった場合の数字を出していただいたことがあっ

たと思うんですが、あれは現状の料金を課した場合のシミュレーションだと思ったんですが、例えば仮に受益者

負担をもう少し値上げして、いわゆる一定の経費等の節減が図れるような考え方は部内で検討したりしたのか、

してなかったら今後するかどうか、少しその辺まできちんと数字を詰めてから話をしていただかないと多分納得

が地元も難しいし、議論が要するにかみ合わないと思うんですが、その辺受益者負担の割合をふやすっていう部

分、検討はいかがですかね。 

○福祉課長 利用料金をふやすということについての検討はまだしてきておりませんので、今後していきたいと

思います。 

○金子勝寿委員 ちなみに現状の料金設定のまま、洗馬ふれあいセンター同様のものを現在の（仮称）広丘ふれ

あいセンターに設置したりした場合の赤字幅って幾らでしたか。後でいいです。 

○委員長 すぐ出ますか、なければ後ほど。 

○福祉課長 済みません、後ほど。 

○委員長 私から１点お願いします。先ほど副市長のお話の中で入浴施設に関しては、しっかり地元と向き合っ

てもっと議論を深めて話をしていきたい。またそれによって柔軟に計画の変更もあり得るというようなお話があ

りましたけれども、地元としてはやはりふれあいセンターの施設の中に入浴施設は不可欠なものとして、もしそ

れが可能でなければ代替施設、ほかの地域でもいいから検討していただきたいっていうような内容も要望書に書

かれていますが、その辺地元合意が得られなかったような場合を想定して代替地とか代替施設っていうようなこ

とは、現在お考えがあるのかどうか。要望書の中にはその辺までしっかり書かれていますので、ちょっとお考え

をお聞きしたいと思います。 
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○副市長 私どもの今現在の考え方はですね、本当にその入浴施設というやつが必要であるのかどうなのかって

いうことは甚だ疑問だというふうに思っています、今の計画している場所でですね。地元の要望は確かに強い要

望もございますし、先ほど申し上げましたとおり、じゃ入りますかって言ったら入らないというようなこともあ

りますしですね、その辺は同じものを同じようにつくってほしいと、そうでなければ公平が保たれないじゃない

かというような意識も若干あるのかなというふうには考えておりますが、そういうことを抜きにしてですね、本

当に先ほどお話がございましたとおり、入浴の施設があの場所にあったとしたらどういう形で使われていくんだ

ろうかというところまでしっかり我々としても研究しましてですね、地元の要望は地元の要望としてしっかり受

けとめていかなければいかんなというふうに思っています。それがですね、お互いにそうじゃないよという話に

なればですね、その時点で、じゃ違う場所へというようなお話があればね、それはそれとしてその案が浮上して

くれば、それはそれとしてまた考えていくようなこともあると思いますが、今は少なくともいわゆる低料金で利

用ができるような入浴施設というものをほかの場所に考えていく必要があるのかどうなのかということはですね、

ちょっとお答えはまだできない状態でございます。あくまでそこに必要かどうかということをしっかり確かめな

がら議論をして、私どもの今のスタンスはあんまり必要でもないねと、ニーズもないねというふうに考えていま

す、正直申し上げまして。ただ、それだけ言ってても話は本当に始まりませんのでね、それじゃやめちゃおうか

という話と、じゃ市が強引につくるんだったらそんなものやめたほうがいいよという話が必ず出て来てですね、

接点が見つかりませんので、そうではなくてしっかりお話をして市の意見も申し上げながら、あるいはニーズの

調査もしっかりしながらですね、地元もそれなりにお考えをいただいて調整を図っていかれればいいなと。ある

いはそういう努力をしていきたいなというふうに考えているところでございますので、ほかのところにつくると

いうようなものは、今のところ考えはございません。ただ先ほど申し上げましたとおり、ほかの目的を持った施

設と言いますかですね、せっかくＦ・パワーで熱の利用ができるんでというような御提言もいただいていますの

で、ほかの目的を持ったいわゆる低料金じゃなくてですね、市民の健康を増進をさせるような施設、あるいはま

た観光の目的を持った施設ということであればですね、これはまた違う考え方が出て来るんではなかろうかと。

その辺は今、Ｆ・パワーのほうで本当にそれが可能かどうかということは調査をさせていただいてございますの

で、その結論を待って、また議会とも御相談をしてですね、それはそれの別の次元の話として御協議を申し上げ

たいというふうに考えております。 

○金子勝寿委員 ちょっと今の関連で、この出された要望書のですね、最後のつきましてはってところからの文

章なんですが、普通はここでよろしくお願いしますって書いてあるところが、区長会から出された要望書ではふ

れあいセンター広丘にふさわしい内容となるよう代替施設も含めて再検討いただくといった形で書かれているん

ですが、この辺はどういうニュアンスで市としては受けとめているのか、今の話で、もっと言えばふれあいセン

ター広丘がふれあいセンター片丘になっちゃうっていうような話になるのかなと思うんですが、この辺、ニュア

ンスでまだただ書いてあるだけなのか、それとも具体的に区長会のほうからここまでは、いわゆる場所の選定に

ついては柔軟に対応する用意がありますよというニュアンスで、行政側で受け取っているのかどうか、その辺お

願いをしたいと思います。 

○福祉事業部長 この内容なんですけども、地元は確かに今回のふれあいセンターの中の市の考え方、介護予防

のこと、それはわかったと。わかったから設置はいいよと、そのかわりお風呂の部分についてはどこかほかでま
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た考えてくださいねというのが、この中の考え方というふうに受けとめています。 

○副委員長 先ほど委員長の質問に対しての副市長の御答弁で、今どういった温熱利用ができるかっていうのを

研究されてる、検討されてるっていうことなんですけど、それは大体いつごろになるとわかるんでしょうか。 

○副市長 今、協議会でその利用形態をどういうふうにするかということをですね、専門の方たちも交えて調査

をしていただいているところでございます。大体６月ころ概要がまとまってくるのかなという。本当は今年度事

業なもんですから、今年度中にある程度概要をまとめないといけないんですが、なかなかそういうわけにもいき

ませんのでですね、概要としては６月くらいにまとめられるのかなというふうに思ってますが、一番のネックは、

ネック２つございましてですね、１つはいわゆる市街化調整区域にあるということで、一般的に公共施設も含め

た建物は建てられない、要は開発ができない区域であるということ。それからもう１つは、片丘地域全般には、

いわゆる水が非常に不足をしているところなもんですから、そういうスポーツ関連の施設と言いますか、いわゆ

る健康温浴施設みたいなものを含めて、あるいは農業的利用も含めてですね、この水をどうやって供給をしてい

くのかということは、非常に頭を痛めているところでございます。これがやっぱり解決をしていく糸口がですね、

何とか探っていかれないとですね、なかなか実現可能な計画としては立案できていかないのかなというふうに思

っております。いずれにしましても６月ごろまでにですね、その方策も含めて幾つかの提案をしていただくよう

に、今、作業を進めていただいている、こういうことでございます。 

○福祉課長 先ほどの金子委員の質問の仮に北部圏域の方が全員洗馬のふれあいへ行かなくなった場合という

ことで、北部圏域の利用者は３６％の方が全体の利用者で占めております。単純に経費が３６％の方が減るから

洗馬の経費が３６％減るというわけにはいきませんので、それは、平成２２年度から平成２３年度の有料化にな

った時の経費の関係をもとに計算しまして、大体利用者分の収入分３００万円くらいが赤字になるんではないか

なというふうに試算をしております。 

○委員長 ほかにございますか。いいですかね。 

○中原巳年男委員 別のっていう考え方の中で、例えば北小野みたいな、広丘の支所を建てかえるっていう話も

ありますよね。そういう中で、そこに北小野みたいな機能を持たせるっていうことは考えられませんか。 

○副市長 今、広丘の駅周辺を含めましてですね、広丘のまちづくりの中で今の広丘支所の老朽化でいずれ機能

を含めたものをですね、計画をしていくのがいいんだろうというようなことを検討をしております。そういう中

で決してできないことはないと思います。ただそれが公共でやるいわゆる低料金の福祉施設であるのか、それと

ももうちょっと違った機能なのかということはですね、あの周辺のまちづくり、あるいはあの周辺のニーズのあ

り方から考えていく必要があると思いますが、今は全く白紙でございますので、可能性がないともあるとも即答

って言いますか、お答えをすることはちょっとできません。 

○中原巳年男委員 結局ね、北部圏域のこのふれあいセンターが、今、認知症の関係とか、災害時の機能だとか

いうことで、そのもの自体の重要性っていうのは、多分その地域の人たちもみんなわかっていると思うんですね。

そうなった時に、区長さんの中には風呂があったって行かないよっていう人も確かにいるかもしれないけど、じ

ゃ仮に風呂ができたらどういう人たちが利用するのかなっていうようなことも地元の人たちと話をする中で、や

はり一つどうしてもめどをつけなきゃいけないので、９月なら９月という時期設定をした上で地元としっかり話

をしていただいて、この施設はどうしても、ふれあいセンター広丘、今の状態で必要だよっていうことを地元で
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認めてもらえるような努力も相当時間はかかると思うんだけど、していく必要はあるというふうに思いますんで、

やっぱり先に風呂が出ちゃったもんで話がややこしくなってるというふうに思いますんでね、ちょっとその辺、

地元合意を得る方法をしっかりと検討してもらいたいというふうにお願いしておきますね。 

○金子勝寿委員 ちょっとスケジュールの確認でもう少し細かいとこ。これ、仮に予算が通った後、いわゆる地

元との協議ですね、どういう形で進めて行くのか部長のほうにお聞きしたいんですが。例えば、どのぐらいにも

う１回区長会とかといわゆる協議の場を持つとか、さらにもうちょっとすそ野を広げるのかとか、その辺の考え

方を示していただきたいと思います。 

○福祉事業部長 やはり区長さん方には年度がわりということで忙しいものですから、庁内でもう一度自分たち

の案を練り直す中で、庁内でまた合意をある程度とった中で、それを持って４月にはまた地元に入っていきたい。

地元でも前の計画については、これが地元に示した真っ先だと、これのもとにお互い考えていきましょうって話

もしてあるものですから、新しいって言いますか、ある程度加わった計画を持って４月にもう１回臨む。それを

できれば区長さんたちだけじゃなくて、できればの話なんですけども、もう少し常会長の段階までおろしてもら

う中で意見の聴取ができないか。その辺をお願いした中で進めて行こうというふうに考えています。 

○金子勝寿委員 副市長も行きます、そこ。今の考え方多分、何て言うんだろう、違いがあるのがよくわかった

ので、行政としてはこういうきちんとデータに基づいたり、将来的なことを考えて話してると。決裁権者が、そ

うは言っても副市長、市長レベルで行って話をしないと多分納得するのは難しいけども、説得はしてくる努力は

しなきゃいけないと思うんですが。 

○副市長 もちろん、出て行く必要はございますし、必要がなくてもですね、一度は行って、一度と言わず何度

でも行って話をするということは、やぶさかではございません。 

○金子勝寿委員 ぜひ、お願いします。 

○委員長 よろしいですか。この件に関してですね、鈴木委員。 

○鈴木明子委員 市民の皆さんの声を反映させた施策にしていくっていう点で、今、副市長も言われましたけれ

ども、骨身惜しまずに地元の皆さんと合意に達するようなところまで、力を尽くしていただきたいなと思います

ので、意見です。 

○委員長 ほかによろしいですかね。なければ、ここで１０分間休憩を取ります。２０分から開催いたします。 

午後２時１０分 休憩 

        ―――――――――― 

午後２時２０分 再開 

○委員長 それでは休憩を解いて再開いたします。 

先ほど、社会福祉費まで説明をいただいてありますが、そこまでの部分で質問ございますか。 

〔「なし」の声あり〕 

○委員長 なければ次、３款民生費から５款労働費、１４８から１９８ページまでを議題とします。説明を求め

ます。 

○こども課長 それでは予算書の１４８、１４９ページをお願いいたします。予算説明資料は４７ページからに

なります。２項児童福祉費１目児童福祉総務費でございますけれども、事務事業評価によりまして、来年度から
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人件費を別にさせていただきましたので御了承を願います。最初の白丸、嘱託員報酬５億８，７２１万３，００

０円の内訳でございますが１８８人、保育士が１８２人、栄養士が３人、給食調理員が３人でございます。 

 １つ飛びまして白丸の児童福祉事務諸経費でございますが、こちら７０１万９，０００円はこども課の事務経

費でございます。一番下の中点の車両保険料、それからページをめくっていただきまして、２番目の検査手数料、

車両リサイクル料等につきましては、現在こども課で管理をしております車両のリース期間が５月末で切れるこ

とに伴いまして、所有権を市に移すということで発生する諸経費でございます。したがいまして、その下にござ

います自動車等借上料につきましては、２カ月分の３万４，０００円を計上させていただきました。その下の保

育料システム使用料３７３万８，０００円でございますが、こちらも先ほどの福祉課と同じように、今まで情報

推進課のほうで管理しておりましたけれども、所管がえによりましてこども課のほうで計上させていただいたも

のでございます。 

次の白丸、民間保育所支援事業でございます。こちらは昨年度まで児童福祉事務補助金といたしまして計上し

ておりましたけれども、事業内容をわかりやすくするために名称を改めました。中身といたしましては、社会福

祉法人立の保育園及び認可外の保育所の運営を支援する事業費でございまして、最初の中点、保育所運営費負担

金につきましては１億２，６９７万８，０００円でございますが、入園児童数に応じた法定の支弁費、それから

長時間低年齢児保育にかかる負担金を交付いたしまして、保育園の運営を支援するものでございます。来年度は

社会福祉法人立２園の園児数で、ことしの当初と比べまして４０人増を見込んでおります。次の中点、認可外保

育事業補助金でございますが、こちらは松本市のキッズワールド、それから洗馬に昨年開設されました自然ラン

ド・バンバンの２つの認可外保育所への運営補助金でございまして、本年度の実績を勘案いたしまして、前年度

当初予算比で５０万円余を減額して計上させていただきました。 

○福祉課長 ２つ目の丸、児童扶養手当支給事業ですけれども、平成２４年度予算の児童扶養手当扶助費と児童

扶養手当等事務諸経費を一緒にし、事業名を変更したもので、ひとり親家庭の父や母、または父母のいない児童

を養育している者の生活の安定と自立を支援しようとするものです。 

次の丸、児童手当支給事業ですけれども、これは法の改正等に伴いまして、子供のための手当扶助費を移行し

たものです。下から２つ目の黒ポツになりますが、児童手当システム使用料は情報推進課から移行となったもの

です。 

○こども課長 続いて２目児童運営費でございます。説明覧最初の白丸ですが、保育士給与費５億６，９５４万

円につきましては、一般職員１０３人分の人件費でございまして、内訳は園長が１６人、保育士８６人、給食調

理員が１人です。 

次の白丸、保育所運営費３億６，９０８万５，０００円でございますけれども、公立保育園１６園の運営経費

で、保育日数は２９３日を予定しております。予算説明資料４７ページをお開きください。その中段のほうにも

ございますけれども市立保育園１６園で、入園児童数が１，６５７人を想定しております。昨年平成２４年度１，

７０２人ということで、４５人ほど減っておりますけれども、先ほど民間保育所の入園実数を４０人増というふ

うに申し上げましたが、なからここで行って来いになっているかということでございます。それからその下に掲

載してございます、長時間保育ですとか一時保育等の特別保育事業の実施などによりまして、保護者の子育てと

就労の両立支援を推進してまいります。 
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予算書１５１ページに戻っていただきまして、説明覧の下の中点３つ、臨時調理員賃金、長時間保育士賃金、

臨時保育士賃金でございますけれども、こちらはパート調理員や保育士の休暇や休憩の代替保育のほか、早朝、

夜間の長時間保育など一日単位、あるいは時間単位で勤務する臨時職員の賃金でございます。ページをめくって

いただきまして、上から３つ目の中点、園医謝礼でございます。こちら１７３万９，０００円は、入園児童の内

科検診、それから歯科検診を春と秋の２回実施するものでございます。 

 少し下がりまして中ほどになりますが、保育費２，１２０万１，０００円でございますが、保育活動で使用す

る折り紙、画用紙、クレヨンなどの児童用の保育用品費でございます。その下の給食費１億２，２９６万円余に

つきましては、年間給食日数が２８５日分の給食及びおやつの材料費などとなっております。下から８番目の給

食調理業務委託料でございますが、こちらは現在、桔梗ヶ原と北小野を除きます１４園で実施しております給食

調理の業務委託料といたしまして、８，７２７万７，０００円をお願いするものでございます。またその下の園

児送迎バス運行委託料１４７万４，０００円につきましては、北小野及び楢川保育園の送迎バスの運行を委託す

るものでございます。下から２番目の備品購入費５３１万４，０００円でございますが、こちらにつきましては、

園児の机やいすなどの保育備品のほか、給食用の厨房備品を購入するものでございますが、来年度は特に高額な

給食厨房備品のスチームコンベクションオーブンですとか、食器消毒保管庫等のものをですね、備品を計画的に

更新をして安定的な給食を提供することに努めるために、前年度と比べまして３２０万円余りの増額をお願いす

るものでございます。 

○教育総務課長 続きまして、１５４、１５５ページをお願いいたします。１５５ページの保育所施設改善事業

でございます。１６園の保育園の安全、衛生環境の維持向上を図るための経費でございまして、前年に対しまし

て３９０万円余の増額になっております。内容的には下から２つ目の細節でエアコン設置工事がございます。８

００万円を計上させていただきましたけれども、市内の保育園の中で、給食調理室のエアコンが未設置園が１６

園中７園ございまして、今後平成２５年度から計画的に設置をしてまいりたいというふうに考えております。平

成２５年度につきましては３園ということで、妙義保育園、大門保育園、日の出保育園の３園を予定していると

ころでございます。 

○こども課長 続きまして、育児支援推進事業でございます。予算説明資料４７ページをお願いいたします。下

段に掲載してございますけれども、地域の子育て支援施設として位置づけられております保育園や児童館の専門

機能を生かしたあそびの広場事業のほかに、地域の特性を生かした保育園の地域活動や、それから病児・病後児

保育、これにつきましては４９０万円を予定しておりますけれども、そのほかに次のページになりますけれども、

子育て支援ショートステイ事業３８万４，０００円、これによりまして、宿泊つきで児童を受け入れているとい

う事業でございますけれども、児童養護施設３カ所に委託をいたしまして、子育て家庭の幅広い支援ニーズにこ

たえてまいります。 

予算書１５５ページに戻っていただきまして、下から２つ目の白丸、保育補助員設置事業７９７万５，０００

円でございますけれども、通称おじいちゃん先生、おばあちゃん先生を各保育園に配置をいたしまして、児童の

情緒の発達を促すことなどを目的といたしまして、現在毎週１日勤務で実施しておりますけれども、来年度から

は２日勤務にいたしまして、より充実させて行ってまいりたいと考えております。 

次の白丸、子ども・子育て支援事業計画策定事業でございますけれども、昨年８月に施行されました子ども・
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子育て支援法に基づきまして、子育て家庭の状況に応じた子育て支援を行うための計画といたしまして、塩尻市

子ども・子育て支援事業計画を策定するために平成２５年度におきましては、アンケート調査を実施いたしまし

て、地域での子育てにかかるニーズの把握を行うための郵送料、委託料につきまして、１９５万６，０００円を

お願いするものでございます。 

○子育て支援センター所長 引き続きまして児童運営費、子育て支援センター関係分について御説明いたします。

予算書の１５６、１５７ページをごらんください。予算説明資料は４２ページです。あわせてごらんください。

子育て支援センター関係予算もですね、それぞれの予算区分で組み立てさせていただいておりまして、嘱託職員

報酬及び職員給与費、そしてファミリーサポート事業ということで、取り出して予算を組ませていただきました。

よろしくお願いいたします。 

 １つ目の白丸、嘱託員９人分の報酬予算、それと２つ目の白丸は、職員給与費、一般職６人分の予算となって

おります。 

３つ目の丸ですけれども、総額１，０２９万６，０００円となっています、支援センター事業です。主なもの

では１つ目の黒ポツの臨時職員賃金４３８万２，０００円ですけれども、これは１４０回ほど実施する親子や保

護者向けの講演、講座、研修の際の託児や代替職員に充てる保育士賃金、また保育士の代がえ、休暇代がえ等に

も使われます。その他の事業費の主なものでは、黒ポツ８つ目の印刷製本費３８万６，０００円ですけれども、

通常のリーフレットの印刷のほかに、平成２５年度は父親の子育て支援という立場から、イクメン手帳というも

のを作成し、赤ちゃんを迎える市内の御家庭のお父さん全員向けに配布しようと考えております。妊娠届けを提

出された折に同時に母子手帳とともに配布するというものです。これは長野県とながの子育て応援県民会議が、

男性の育児参加を促進するために、その環境づくりの一環として編集したもので、平成２４年度のみ各市町村に

予想出生児分だけ配布されたというものであります。しかし県では平成２５年度からは印刷配布はせずにサイト

の利用を呼びかけるということだったために、本市独自で発行しようという予算に盛り込みました。内容も６歳

までの子育て情報がつぶさに掲載されておりまして、御家庭で大変役立つものと思われます。それから次に黒ポ

ツ下から３番目のエアコン設置工事費１８４万円ですが、これは昨年の夏の猛暑を受けまして、エアコンの設置

の要望が北部支援センターで大変高かったことや、また市内の保育園の乳児室にはすべてエアコンが設置されて

いるということで、利用されている乳幼児やお母さんの体調管理上必要であると判断し、予算化させていただき

ました。それに伴いまして９つ目の黒ポツの電力使用料も増額させていただいてあります。 

 次にページをめくっていただき１５８、１５９ページの１つ目の白丸、こども広場事業です。こども広場は平

成２２年８月以来延べ約１５万人という御家族に御利用いただいております。市内外よりリピーターも多くて、

その中で年齢別遊びや木育遊び等々の遊びはもとより、交流会等への事業拡大の期待が高まっておりまして、そ

れら利用者の声を予算に反映させていただいております。こども広場事業の主な予算ですけれども、２番目の黒

ポツ、臨時職員賃金３３７万４，０００円ですけれども、これは事業や行事を行う上で必要な代がえ、それから

保育士の休暇代がえの臨時保育士の賃金です。最後から２番目の黒ポツ、施設管理負担金３，３０８万円ですけ

れども、これにつきましてはウイングロードビル全体を管理する塩尻市振興公社との取り決めによりまして、面

積割で見積もられた額になっております。内訳としましては、施設管理費として１，６１４万円、これは清掃業

務とか警備業務、それから設備管理業務、エスカレーター、エレベーター等の維持管理ですね、それとか空調管
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理等に使われます。それから管理共益費として２４４万円、木育行事等イベントの共同開催の負担金、それから

ビル内の広報事業の負担金ともなっております。それから光熱水費として１，４５０万円となっております。大

勢の皆さんが快適に御利用いただくために安全清潔な施設として維持管理を行い、利用の向上を図ってまいりた

いと思います。 

最後にファミリーサポートセンター事業ですが、４９万円となっております。これは平成１５年度より子育て

支援センターの事業として行ってきた事業を取り出したものです。少し拡大をさせていただこうと思いまして取

り出しました。ファミリーサポートセンター事業というものは、乳幼児や小学生の児童を持つ御家庭、そんな保

護者を対象として援助を受けたい会員、これは依頼会員と言いますけれども、それと援助をしたい会員、提供会

員という会員同士の相互援助活動を行う事業です。その仲介役とか、それからサポーターの養成を子育て支援セ

ンターが行うというものです。これは国の行う次世代育成支援対策推進法に基づく交付金の対象事業でもありま

す。そんなことで会員同士の援助活動が行われております。合わせて４００人ほどの会員がおります。４５０回

ほど利用があります。平成２５年度はそんな援助会員のサポーターのスキルをさらにアップしようと、ここに取

り出させていただきました。事業そのもののＰＲを積極的に行いまして、利用の拡大を図ってまいりたいと思い

ます。説明は以上です。 

○福祉課長 それでは３目ひとり親家庭福祉費をお願いいたします。この事業は平成２４年度予算では母子福祉

費だったものを、父子家庭もふえてきているということで、ひとり親家庭に見直しをしたものです。 

次の１６０、１６１ページをお願いいたします。最初の丸、ひとり親家庭福祉推進事業はひとり親家庭の生活

や就労の支援をするもので、下から４つ目の黒ポツ、ひとり親家庭福祉事業補助金は、ひとり親しおじりが行う、

母子、父子、寡婦の各部会の研修会費等と、全体事業の親子体験教室等の事業補助金になります。次の黒ポツ、

ひとり親家庭児童生徒就学支度金は、ひとり親家庭の児童及び生徒の入学を祝うとともに激励するために入学祝

い金を支給するものです。次の黒ポツ、自立支援教育訓練給付金は、雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓

練講座の受講のために支払った費用の一部を支援するもので、平成２５年度はお一人の方がホームヘルパー２級

講座を受給したいという御相談を受けているもので予算化させていただいたものです。次の黒ポツ、母子家庭高

等職業訓練促進費は、母子家庭の母の就職が有利となり、生活の安定を図ることができるように、看護師や介護

福祉士などの資格取得のための養成訓練を受講する場合に、高等技能訓練促進費及び入学支援就労一時金を支給

するものです。内容といたしましては、看護師、准看護師、介護福祉士の資格の取得を目指している者で、平成

２３年度から継続している方はお二人、それから平成２４年度から継続している方がお二人、平成２５年度新規

に希望されている方がお二人の補助になります。 

 次の丸、児童福祉施設費は、母子生活支援施設、助産施設への入所措置費になります。 

○家庭支援室長 次、４目家庭教育支援費にお願いします。予算書、同じく１６０、１６１ページ、あわせて予

算説明資料で４９ページをごらんいただきたいと思います。まず１つ目の白丸、相談員報酬につきましては、家

庭児童相談員２人分の報酬になっております。 

その下の白丸、家庭教育支援事業諸経費の主なものを御説明させていただきます。下から３つ目の黒ポツ、Ｃ

ＡＰ研修委託料７５万円につきましては、来年度市内３校、桔梗小学校、西小学校、洗馬小学校の３校を予定し

ております。なお平成２５年度、辰野町の教育委員会と連携をとりまして、両小野小学校にもＣＡＰ研修で入る
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予定になっております。ページをめくっていただきまして、１６２、１６３ページ、上から１つ目の黒ポツ、創

作絵本読み聞かせ事業委託料２４万２，０００円につきましては、早ね早おき朝ごはん・どくしょ市民運動の市

民啓発事業として団体のほうに委託をしまして、広く市民の方から参加をいただける企画を練っていただいてお

ります。それから１つおりていただいて、総合福祉システム使用料につきましては、先ほど来出ております情報

推進課からの組みかえになっております。私のほうは以上です。 

○こども課長 続きまして５目児童健全育成費をお願いいたします。こちらは児童館８館、それから児童クラブ

の運営費が主なものでございます。最初の白丸、嘱託員報酬でございますが、それと次の職員給与費は、児童館

長及び児童厚生員の人件費でございます。 

その下の白丸、児童館・児童クラブ運営費でございますが、２つ目の中点、臨時職員賃金につきましては、児

童厚生員とともに放課後の学童保育を担当いたしますパート職員の賃金でございます。下から４つ目の中点、洗

馬児童館指定管理料１，２９３万５，０００円につきましては、洗馬児童館の指定管理を塩尻市社会福祉協議会

へ委託したことに伴いまして、複合施設を活用した利用者と児童の交流会のほか、地域の諸団体とも連携した活

動を展開していただくこととしております。 

○教育総務課長 それでは１６４、１６５ページをお願いいたします。１６５ページの上段にございます児童

館・児童クラブ施設改善事業でございますが、前年は片丘児童館の建設経費がございましたので、今回前年に対

しまして１，６７０万円余の減額になっております。内容につきましては経常経費が主な内容になりますのでよ

ろしくお願いいたします。 

○家庭支援室長 引き続きまして６目発達支援費、ページ１６４、１６５、同じページをごらんいただきたいと

思います。それからあわせまして説明資料同じく４９ページになります。元気っ子応援事業３６１万７，０００

円ということで主なものを御説明させていただきます。上から３つ目の元気っ子相談等謝礼につきまして、２３

１万９，０００円を計上させていただいております。この内容につきましては元気っ子相談、年中児各保育園を

回って相談をしているわけですけれども、５０回に臨床心理士の先生に来ていただいて診ていただく謝礼、それ

から医療相談、言葉の相談等々の謝礼になっております。以上です。 

○福祉課長 続きまして、３項生活保護費１目生活保護総務費、最初の白丸、嘱託員報酬は平成２４年度予算で

は生活保護事務諸経費に一緒になっていたものを、面接相談員、就労支援員の嘱託員報酬を分けたものです。 

次の１６６、１６７ページをお開きください。生活保護適正化事業は、まん中の丸になりますけれども、生活

保護制度の適正運営を図るため、電子レセプトの活用や点検による医療扶助の適正化や、ケースワーカー担当者

の社会福祉主事資格の取得、研修会への参加などで担当職員の資質の向上を図ろうとするものです。 

２目の扶助費、生活保護扶助費になりますが、そのうち最初の黒ポツ、生活保護費は生活保護法に基づきまし

て最低限度の生活を保護し、生活の向上が図られるよう援助するものです。生活保護受給者数は平成２３年度を

ピークにわずかではありますが減少となっておりますけれども、６５歳以上の無年金者や失職後なかなか再就職

ができない世帯に申請が多くなる傾向にありますので、また受給者が高齢化することによりまして、介護扶助費、

医療扶助費の占める割合が増加傾向にありますので、これらの適正を図ってまいりたいと思っております。次の

黒ポツ、中国残留邦人生活支援給付費は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関

する法律に基づき支援給付するもので、現在９人の方に給付をしております。次の黒ポツ、住宅手当給付費は、
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離職者で就労能力及び就労意欲のある方のうち、住宅を喪失している方、または喪失する恐れのある方を対象と

して、ハローワークによる就職支援を受けている方に対して賃貸住宅の家賃のための手当を支給するものです。 

次の１６８、１６９ページをお開きください。５項災害救助費１目災害救助費、応急救助諸経費は、万が一、

災害が発生したことで被災された市民に対して支援を行えるよう、災害弔慰金、災害応急扶助費を計上したもの

です。以上です。 

○男女共同参画・人権課長 それでは続きまして、労働費、労働諸費の４目ふれあいプラザ運営費につきまして

お願いします。予算書１９６、１９７ページとなります。説明覧の一番下の覧になりますけれども、一番下の白

丸、ふれあいプラザ運営事業になります。まず一番上の黒ポツにつきましては、ふれあいプラザの運営委員の報

酬ということになります。続きまして、次の講座託児保育士賃金、これにつきましてはふれあいプラザで行われ

ております講座受講生の託児を行うための保育士の賃金でございます。次の黒ポツ、各種講座講師謝礼につきま

しては、プラザで行われております資格習得講座、生活教養講座等、就職活動、または社会等で役立つ各種講座

を行うための講師の謝礼ということでございます。以上でございます。 

○委員長 ありがとうございました。それではただいま説明を受けましたので、児童福祉費から先ほどのふれあ

いプラザまでの間で質問のある方はお出しいただきたいと思います。 

○副委員長 １９７ページのふれあいプラザ運営事業のところでお伺いします。講座託児保育士賃金というのが

ありますけれど、これ利用者の自己負担というのはあるんでしょうか。 

○男女共同参画・人権課長 今のところ自己負担はございません。市費で賄っております。 

○副委員長 今後、自己負担を少ししていただくとかっていう検討はされていますでしょうか。 

○男女共同参画・人権課長 経費の見直しということで研究はさせていただいております。今のところ利用者等

も非常に好評でございますので、今のところ市費ということで続けさせていきたいというふうに考えております。 

○副委員長 もちろん好評だとは思うんですが、ぜひ多少なりとも自己負担というのをしていただくような方向

で、また検討していただければと思います。 

○鈴木明子委員 ちょっと私、聞き漏らしたのかなと思いますが、保育園に看護師を配置するっていう話があっ

たと思うんですが、その説明がありましたら。 

○こども課長 事業といたしましてなくなっちゃったもんですから、説明を省いちゃって済みません。ページで

言いますと１５１ページのですね、児童運営費のうちの保育士給与費、一般職員給料１０３人分の中にですね、

保育士が８６名おりますが、そのうちの１名ことし新規採用で、ことしの４月から入る保育士がおりますけれど

も、その人が看護師の資格を持っているという中で、その保育士に看護師の仕事をお願いをするということにな

りまして、実際に必要な場面ということでいきますと、この４月からたん吸引のお子さんが入ります。ここを切

開してありましてのどの下の所、それでそこを、たんを吸引するという医療行為になるんですけれども、これが

発生をする関係でですね、看護師を１名ということで実施計画予算等の審議をしていただく中で、ちょうどその

新規採用職員の中で、そういう保育士兼看護士の資格を持っている者がいるという中で、彼女をその任に充てて、

そうは言いましてもちょっとフリー的に扱っていただかないと、保育士もやりなさいよ、看護師もやりなさいよ

っていうわけにいかないもんですから、その分については嘱託の保育士で対応をさせていただきたいということ

で考えております。現在はできるだけ１園に集めると言いますか、集中と言いますか、特にその必要な方ですね、
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看護師が必要な方については、一応日の出保育園なり、近くに消防署もあったりするものですから、そちらのほ

うで対応させていただきたいということで、お願いをしているということでございます。 

○鈴木明子委員 そうしますと、どういうのかな、そういった看護師の看護が必要な児童を引き受けるに当たっ

てっていうのでは、どっちが先なのかよくわかりませんけど、たまたまそういう方を採用したっていうことなの

か、そういう資格を持った人を探していて、今回のような結果ができたというか、そういう面でちょっと。 

○こども課長 職員の配置につきまして保育所の最低基準っていうものがございまして、その中でですね、乳児、

ゼロ歳児ですけれども、ゼロ歳児が１園で９人以上預かる時には、置かなければならないという義務なんですね、

看護師を１名置きなさいっていうふうになっています。６名以上の場合はできるだけ置きなさいという、置いて

くださいっていうことなんですけれども、努力規定になってるんですが。市内にも毎年、年度当初には七、八名

から始まりますけれども、ゼロ歳児につきましては途中入園が大変多うございまして、途中から９人を超えると

いうことがたびたびございました。昨年度からそういうお願いを上げてきたわけですけれども、ことしにつきま

しては、たまたま医療行為を必要とするお子さんが入ってくるという、そういう情報につきましても人事課のほ

うにもお流ししてございましたし、実施計画の策定の段階で庁内のそういう情報提供は共有していたものですか

ら、当初は本当に嘱託で看護師を雇おうということで、本当に広報とか出す直前まで行ったんですけれども、職

員採用のほうが間に合ったという中で、そういうことになったということです。 

○鈴木明子委員 そうするとゼロ歳児で保育ニーズが高まってれば、順次そういう手当も考えていかなければい

けない状況であるっていうことは、今後も引き続き続くってことですね。 

○こども課長 そうですね、いるにこしたことはないかなと思います。ただ何と言いますかね、なかなか今、看

護師で募集をかけても応募がないっていうのが実態でございまして、今回も正規職員で採れたものですから大変

よかったとは思いますけれども、あとですね９人以上という状況の中で、９人いるからといってすぐに看護師が

ですね、何かしなきゃいけないっていうことではないものですから、一応１６園の中でそういう看護師がいれば

ですね、何かあった時にもそこへ飛んでいけるという中で、最低やっぱり１名は必要かなと思いますので、今後

もそんなような形で配置はしてまいりたいと考えております。 

○委員長 ほかにございますか。 

○金子勝寿委員 ちなみに、どちらの園にその１名の方は配属になるんでしょうか。吉田。 

○委員長 日の出保育園。 

○金子勝寿委員 日の出。ごめんなさい、聞き漏れました。 

○委員長 ほかにございますか。 

○副委員長 １６５ページの元気っ子応援事業でお伺いします。臨床心理士の先生が、昨年度は相談指導委託料

ということで９３万円ぐらいだったのが、今年度は謝礼と費用弁償ということで金額もかなり上がるんですが、

これは勤務体系が変わったりとか、それから委託している業務内容とかに変わりがあるんでしょうか。 

○家庭支援室長 説明書の４９ページに載せてありますけれども、前年度までは元気っ子応援事業全体への指導

や５歳児への課題遊び、それからプログラム等の御指導をいただくということで、委託料として臨床心理士の方

にお支払いをしていたというところなんですけれども、この元気っ子応援事業も平成１８年度にスタートしまし

て、既に当初元気っ子相談を受けたお子さんも小学校５年生まで上がっている状況で、特に保育園現場ではそれ
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ぞれ保育の個別支援保育等々の研修も積んでおられますので、その対応について、ある程度保育園のほうはもう

できてきてる、ベースができてきてるというところがありました。そうした状況の中で、これからそれぞれ今後、

臨床心理士さんだけはなくて、医師とかあるいは理学療法士さんとか、作業療法士さん等々といった専門職的な

方々、あるいは特別支援教育スーパーバイザーみたいな方々の御指導もいただかなければいけないというところ

で、来年度につきましては、臨床心理士の先生に元気っ子相談の現場に足を運んでいただいて、子供たちの生の

姿を見ていただくと、そこで保育士の方にコメントをいただくと方式を変えまして、より中身を、質を高めると

いう形にしたわけです。経費的にはそちらに載っているとおり、委託料９３万円のところを５０回程度こちらの

ほうに足を運んでいただくんですけれども、その謝礼と費用弁償を含めまして８３万円程度ということで、経費

は節減になっているところです。以上です。 

○副委員長 ありがとうございます。あと、この元気っ子応援事業は塩尻市立の保育園は全園で実施されている

と思うんですけれども、私立の保育園、私立の幼稚園はいかがでしょうか。 

○家庭支援室長 今年度新たに私立の保育園が２園が開園しておりますので、御理解をいただきながら今年度既

に私立の保育園のほうは入らせていただいております。今まで市内の私立幼稚園があるわけですけれども、そち

らについてもできる限り御理解をいただく中で、元気っ子相談等は入らせていただいています。１園ちょっと幼

稚園で入れないところがあるんですけれども、あと当然ですけれども、市内に在住の親子で市外の幼稚園等々に

通われているお子さんもおられますので、そこについても追跡的に御理解をいただく中で、例えば松本にある幼

稚園等にも足を運んで相談をさせていただいているところです。以上です。 

○委員長 私のほうから関連で、元気っ子応援事業の中に医療相談とか、言葉の相談が実際に行われてるってい

うお話がありましたが、その内容について医療機関へ行くのか、それとも園に来ていただくのか、個別でやって

いく必要もあるかと思いますが、その辺実態はどのようにされているのかお聞きしたいと思います。 

○家庭支援室長 元気っ子応援事業、年中児の元気っ子相談をする時に、親御さんに元気っ子応援事業パンフレ

ットを配布させていただいております。この中に元気っ子相談をスタートとしまして、それ以降保育園で受けら

れる支援、それから小学校に入ってからフォローしていける支援等のサービス提供の内容を記載して親御さんの

ほうに説明会で配布させていただいております。その中で心理検査相談等につきまして、あるいは医療相談、あ

るいは言葉の相談、子育て応援教室、それぞれ支援サービスメニューがあるんですけれども、心理検査相談につ

いては文化センターのほうに来ていただくなり、あるいは医療機関のほうで受けていただいたりとかって、いろ

いろな方法はありますけれども、基本こちらのほうに来ていただいて児童相談所の心理士さんとか、あと民間で

やっていただいている心理士さん等にお願いをする部分もありますし、家庭支援室にいる嘱託職員の心理士が検

査をとることもあります。それから医療相談につきましては、できる限り早く、早期発見、早期支援という部分

が大きいところなんですけれども、すぐに医療というところまでなかなかつながらない部分がありますので、県

内の医療機関のドクターにこちらのほうに足を運んでいただいて、文化センターのほうで医療相談を受けていた

だいております。まあそんな状況と。それから言葉の相談につきましては、言語聴覚士の先生にお願いしている

ところなんですけれども、言語聴覚士の先生については各園を回っていただいて、その子の様子を把握する中で、

どういう指導がいいのかっていうところを各園を回って見ていただいていると。それぞれ必要性に応じて、でき

るだけその子が相談しやすい環境をつくっていきたいというふうに考えています。以上です。 
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○委員長 個々に継続的に支援が必要っていうことで、支援の充実をする重要性とか必要性がある中で、最近の

動きでは、発達相談支援センターとか専門のそういった支援センターが、各市町村の行政の中でも設置されて充

実した相談支援を行われているというような状況の中で、塩尻市としては発達支援相談センターをきちんと設置

するのか、それとも今までどおり会場を文化センターの中で、専門の先生に来ていただいてやっていくというよ

うな方向で行くのか、その辺検討されているのかどうかお聞きしたいと思います。 

○家庭支援室長 うちのほうのセクション、家庭支援室なんで、当然教育、福祉、医療、保健等またがる元気っ

子応援事業には中身がなっているんですが、箱物ではなくてやっぱり人がすべてだと、支援に関してはそういう

部分があるのかなというふうに、今現在の元気っ子応援事業の中ではそこの充実が非常に重要なのかなと、顔の

見える関係でできるだけ現場に赴いて、その子に必要な支援をどう組み立てていくかということで、センターを

つくってそこに来てもらえばいいっていうことではなくて、例えば保育現場でその子が困っているところにどう

支援が入るのか、あるいは小学校に入って、あとで学びのサポート事業もありますけれども、その子の困ってい

る、あるいは教室で先生方が困っている部分をどうサポートしていくかということで、その継続的な途切れのな

い支援をどうサービス提供できるかっていうところを考えていますので、センター設置についてはまた今後、近

隣市町村の動きもありますが、そこの点についてはまだ塩尻市としては元気っ子応援事業の量から質のほうにシ

フトしているところなので、直近では研究はしてますけども検討はしていないという状況です。以上です。 

○中原巳年男委員 １６１ページ、ひとり親家庭福祉推進事業の中で、ひとり親家庭児童生徒就学支度金ってい

うのが、入学祝い金のようなものだということだったんですが、小中それぞれで、もし出ているとしたら金額は

１人幾らなのか、それから所得制限が設けられているのかいないのか、その点についてお願いします。 

○福祉課長 入学支援金ですけれども、平成２４年度、今３月４日現在で申請をいただいて第１回目の支払いを

してるんですけれども、小学校の入学の方が６１名、それから中学校が７９人、合計、今１４０人の方にお支払

いをする準備をしております。お一人１万円の祝い金ということで所得制限等は設けておりません。 

○永田公由委員 １５１ページの民間保育所の関係ですけど、先ほどの説明ですと、ことしは４０人ほど園児数

がふえるということですが、吉田の御子柴学園ですか、みのむし保育園は相当定員割れしてますけども、ことし

はどんな状況ですか。 

○こども課長 この見込みの数字はですね、サン・サン保育園、駅前のほうですがこちらが６９人で、それでよ

しだ保育園のほうが４６人を見込んでおります。委員さん御指摘のとおり、よしだ保育園のほうは定員が１０５

人ということでございまして、まだ２分の１弱というようなことでございますけれども、ちなみに昨年の４月１

日がよしだ保育園につきましては２０人だったものが、ことしの１月１日現在で３３人ということで、未満児を

中心にですね、ふえつつあるというところで、現在の入園の申し込みの状況、それから中途でどうしても未満児

のお子さんの需要が多くなってくるわけですけれども、市内の公立保育園のほうがほぼいっぱいの状態になって

しまうということで、よしだ保育園のほうにっていう、そういう部分では賄っていただいている部分があろうか

っていうことで考えております。 

○永田公由委員 それともう１点ですけど、市内には待機園児とか待機児童はいないということですよね。 

○こども課長 いわゆる待機児童というのは、塩尻市内含めて長野県内ゼロということになっておりまます。そ

れは正確に言いますと、第一希望、第二希望とかってそういうことからいきますと、どうなのかってことですけ
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れども、保育園にはどうしても入れなきゃいけないっていうお子さんはみんな保育園に入れていて、本当は入り

たいんだけれども、でもまあちょっとこちらのほうで預かれると、要するに実家に預けて見てもらえるとかって

いうようなこと、そういうものを待機児童には含めませんので、そういう意味でのゼロということになりますけ

ども。 

○鈴木明子委員 済みません、元気っ子のところへまたちょっと戻っちゃうんですけども、非常に先進的な取り

組みということで、全国的にも非常に先進的な取り組みをしている。また非常にきめ細かに対応していただいて

いるっていうことは大変ありがたいなと思うんですが、市内の公立は特にそうですが、保育園の中で、例えば園

長先生もかわったり、あるいは保育士さんもかわったりしていくっていうような状況の中で、常にこういう事業

についての研修だとか、理解を共有していけるようなそういう取り組みについては何かされているんでしょうか。 

○家庭支援室長 保育園の段階ではこども課のほうと連携を取りまして、保育の中身的な部分等も含めまして、

それぞれお子さんの育ちに応じた個別支援保育等の充実をこども課のほうでやっていただいてますし、必要に応

じて研修会ということで、例えば発達障害の専門家の講師の方をお呼びして、研修会に出てきていただくという

ようなことで、当然保育士のそういうお子さんを見る、保育は保育としてのプロなんですけども、その発達障害

等の見取りと言いますか支援については、その部分ではやっぱり専門家のアドバイスをいただくというような形

を考えています。特に加配の先生方は多分臨時嘱託の先生方が多いかとも思いますので、その辺についても園長

会でも相談していただきながら、どういう形がいいかということで検討はしているところです。以上です。 

○森川雄三委員 さっきの永田委員の質問されたね、民間保育支援事業のところで１５１ページ。これ負担金と

いうことと補助金というように社会福祉法人立の２園と下は認可外保育園ということなんですけれども、これ先

ほど児童数と時間とかいろいろ算定率みたいなものがあるとは思うんですけど、これ１人大体どれくらいの、そ

れぞれ補助になってるんですか。 

○こども課長 普通の支弁費と言われてるものはですね、年齢によって違います。当然のことながら乳児、それ

から４歳以上では全然違います。というのは乳児は、そのまま本当にもうかかりっきりでおむつかえたりとか全

部やってかなきゃいけないもんですから。乳児につきましては、大体ここら辺でですね、寒冷地ですとかいろい

ろ付加手当がついたりするものですからざっくりとした数字で言いますと、乳児につきましては一人当たり大体

１７万円くらい支弁費としてかかります。それから１、２歳児につきましては１０万６，０００円。それから３

歳児につきましては５万８，０００円くらいですね。４歳児以上が５万１，０００円と。大体こういうそれぞれ

金額がかかりまして、この人数分が支弁費としてなります。その中で保育料として除かれる部分がございまして、

保育料を除いて残りの２分の１が国、４分の１が県、４分の１が市ということになっております。ちなみに市の

保育料というのは軽減をしておりますので、国の定めた基準での保育料で計算をされますので、いわゆる塩尻市

では本来の保育料を集めてないもんですから、その分は市費を持ち出しをしております。 

○森川雄三委員 それはあれですか、認可外の保育事業も同じ比率で出してると。それとは違う。 

○こども課長 そうですね、キッズワールドとか、それからバンバン、それぞれ金額が若干、集めていると言い

ますかそれが違うんですけれども、バンバンが２万５，０００円くらいの月謝と言いますか月々で。済みません、

バンバンが３万円ですね。キッズワールドが２万５，０００円。これは市のほうから出ている認可外の補助金を

使ったあとの金額ということでございます。 
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○森川雄三委員 これは結局認可されてるところは、国から補助があるからある程度出せれると、そういう意味

で理解していいわけですね。 

○こども課長 ちょっと国の補助率につきまして係長のほうからお答えさせます。 

○こども応援係長 先ほど課長が申しました支弁費のうちですね、認可されている保育所につきましては国が２

分の１、県が４分の１、市が４分の１という負担割合になっています。それでですね、国からですね平成２５年

度予算では３，６１１万２，０００円、県からは１，８０５万円、市の持ち出しは保育料の差額分を入れまして、

持ち出しで３，００３万円ほどを見ているんですけども、ただ認可外のほうはですね、県の補助金しかございま

せんので、県の補助金でそれも額は年齢に応じて決まってますけども、それはそれとして認可外保育所へいきま

して、それを抜いた分を保育所が決めた額を保護者に負担をお願いすると、そういうことになっています。 

○森川雄三委員 ちょっともう１点いい。それでね、ことし４０人増を見越して、２，６００万円増という話で

すね、そうすると単純に６万５，０００円ぐらい。先ほどのいわゆる補助率というか、それぞれの年齢によって

いろいろあるようなんですが、大体そういうもんなことですか、計算的には。 

○こども課長 先ほど支弁費というものだけ、これは児童の数によって決まってくるっていうものなんですけれ

ども、それ以外にですね、長時間保育ですとか、低年齢児保育ということをやったことによっての補助金という

のがございます。これは例えば長時間保育、１１時間開所ということが国のほうで定められているものですから、

朝７時半からやりますと夕方６時半までは計算されずにですね、午後６時半から午後８時までやれば１時間半と

かですね、そういう時間が長時間保育の補助金の割合になるわけですけれども、それですとかあるいは塩尻市で

はやっている１歳児につきまして、法定では６人に１人つければいいというところをですね、３人に１人保育士

をつけてるというような、低年齢児に対する手厚い保育をしているわけでございますけれども、そういうことを

やったところに対しては補助金が出ますので、その分は人数に関係なく出るものですから、若干ふえた数字だけ

で割り返すと数字が合わないかと思います。 

○森川雄三委員 いいです。 

○中原巳年男委員 １６７ページ、生活保護扶助費という部分の中で、中国残留邦人生活支援給付費という項目

で、今９人対象者がいるということですが、この方たちは、例えばこの給付費のほかに、例えば生活保護費だと

か、住宅の給付だとかそういうのも重複しているような人はいます。 

○福祉課長 この扶助費で生活を賄っていただいているという状況です。 

○中原巳年男委員 そうすると、これ一人当たりっていうのでいくと、非常に何か仕事を持っていて所得制限が

あってこの給付金があるのか、ある程度の所得があってもこの給付が受けられるのかっていうのはどうなってい

ますか。 

○福祉課長 係長のほうから答弁いたします。 

○生活福祉係長 中国支援給付につきましては、生活保護と同じように扶助費的なものをお支払いするというよ

うな形になります。現実的に中国支援給付を受けている方はほとんど高齢者になってきておりまして、就労がち

ょっとできないような状況になってきておる状況でして、収入に対するものが全然ないということで、全額扶助

費等をお支払いをしているというような状況であります。それからですね、年金をいただいている方もいらっし

ゃるんですけども、年金をもらっている方については収入として見ずに、控除せずに生活扶助というものを全額
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お支払いしているというような状況であります。 

○中原巳年男委員 この９人はみんな単身者ですか。 

○生活福祉係長 ５世帯９人ということで、ひと方だけがお一人でして、あと夫婦世帯のみという形になります。 

○金子勝寿委員 今のとこの関連で、この生活保護費の中で、ちょっと私の認識がおかしかったらまた指摘して

いただければと思いますが、医療費というかの割合はこの中に入って、いわゆる医療費扶助の割合ってどのぐら

いですか。もうちょっと言うと大体国の平均で７割幾つだったかな、ちょっと数字を忘れちゃいましたけど、今

問題になってるところなんで、少し割合がわかれば教えてください。 

○福祉課長 約５０％を占めています。もう少し細かくですと係長のほうから答弁いたしますけれども。 

○金子勝寿委員 お願いします。 

○生活福祉係長 平成２３年度になりますけども、医療扶助が一番大きくありまして４２％、それから生活扶助

が３８％、それから住宅扶助が１３％、あともろもろで残りというような形になっております。 

○金子勝寿委員 大体の扶助費の中で伸びてくる中の一つの要因だったんですが、ちょっとことしの予算を見る

と若干減額ということになってます。その辺、要因というか考え方で何か国の制度変更があったんならそれはそ

れでいいんですが、少し説明をお願いします。 

○福祉課長 就労支援員を配置する中で、稼働世帯に対して早い段階から職につけるような指導をしていく中で、

生活保護から脱却できるような対応に力を入れているということで、生活扶助のほうを若干少なめに見積もらせ

ていただいてあります。 

○委員長 ここで１０分間休憩をとります。３５分から開始します。 

午後３時２４分 休憩 

―――――――――― 

午後３時３５分 再開 

○委員長 それでは休憩を解いて再開いたします。１９８ページまでの間で、まだ質問のある方は。 

○鈴木明子委員 １６５ページの生活保護総務費のところの嘱託員の報酬なんですが、生活保護面接相談員と就

労支援員の方それぞれ１人ずつの予算が計上されていますが、何かこう、ちょっとお高いのではないかなという

ふうに思うもんで、この方たちは特殊な、何と言うか、経験をお持ちとか、スキルをお持ちの方が当たっている

っていうことでしょうか。 

○福祉課長 面接指導員さんにつきましては、県の職員で社会福祉士の資格を持っていらっしゃる方です。窓口

対応につきまして、再三、鈴木委員さんのほうからも御指摘をいただいているものですから、丁寧な対応をする

ようにということで、会議等の折にも周知をしながら対応させていただいておりますので、今後も気をつけて窓

口対応をしていきたいと思いますので、御理解をいただきたいと思います。 

○鈴木明子委員 そういう経験が、有している方が当たっているっていうことですかね。 

○福祉課長 そうです。 

○鈴木明子委員 はい、わかりました。 

○金子勝寿委員 先ほどの生活保護のところで、今年は前年度より予算を若干抑えて、自立の支援をしていきた

いということでしたが、具体的にどんな部分なのか、ちょっと繰り返しだったら繰り返しで申しわけないですが、
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少し。 

○福祉課長 じゃあ具体的に、どういう対応をしてるか、係長のほうから答弁いたします。 

○生活福祉係長 先ほど今の予算の関係にありましたけれども、平成２２年から生活保護世帯の就労支援の体制

を強化するということで、自立を促すっていうことを目的で、就労支援員さんを配置させていただいておるとこ

ろです。可働能力、おおむね６５歳未満の方になりますけども、その方に対しまして、個別のカウンセリングを

したり、ハローワーク等への同行、それから求職情報の提供、それから就職した後のアドバイスというようなこ

とで、長期的に安定的に雇用ができるということで、実施をしておるところでございます。 

○金子勝寿委員 今ので大体、ここの金額ぐらい削減できるぐらいの効果があるだろうということで、ことしは

やるということですか。 

○福祉課長 はい、そうです。 

○金子勝寿委員 ちょっと若干余談なんですが、この間、この厚生省の担当の課長補佐か、ぐらいにちょっと話

聞いてきたら、今後はいわゆる就労をしても、それを可能なような、いわゆる就労した時の賃金は取っておいて、

生活保護から脱却したらその時に、ボーナスじゃないけど差し上げたりとかですね、そういう形の就労支援もし

ていきたいみたいな話もしておりましたので、いわゆる受給だけじゃなくて就職につなげる部分の話で、現状の

ケースワーカーがそこまで、いわゆる面倒を見るような形までやっていくのか、例えば、面接に行く時までどう

いうふうにやれとか、そんな話までするまで踏み込んでやるのか、それとも情報提供で終われるのか、その辺。 

○福祉課長 法が改正されるということが、新聞紙上で出ておりますけれども、その中では、収入になった部分

を仮に貯金をしておいて、脱却する時にボーナス的にお渡しするというような制度のことを検討していらっしゃ

るということも、情報では入ってきておりますけれども、まだ具体的にはなっておりません。現在うちの就労支

援につきましては、先ほど係長が、どんなことをやってるかというような具体的な対応については、きめ細かく

対応をする中で、就労につなげていったりとか、生保の中からの脱却をしていくというようなことの支援を厚く、

手厚くしているという状況です。 

○委員長 それでは私から、子育て支援センター事業について１点お聞きしたいと思います。平成２５年度から

イクメン手帳を配布していただくということで、この内容とてもすばらしいもので、ぜひ実施、頑張ってやって

いただきたいと思いますが、内容を見させていただきまして、長野県として配信をしていますけれども、それを

そのまま使うのか、または塩尻バージョンとして内容を少し変更をするのか、その辺お聞きしたいと思います。 

○子育て支援センター所長 来年度は、内容はそのまま使わせていただきます。その内容につきましては、県の

ほうに問い合わせましたところ、それは、使って結構だという回答をいただいております。ただ、発行者は長野

県ではありませんで、塩尻市なので、塩尻市っていうふうに変えさせていただくってことは、長野県も了承済み

であります。以上です。それと、済みません、今後内容によっては、県に問い合わせまして、少し改善するとこ

ろがありましたら改善しますけれども、今のところしばらくは、このまま使わせていただくということで考えて

おります。 

○委員長 その中で、子育て先輩パパの体験談っていうのが、多分２名載ってたと思うんですが、それ上田の方

が２名だったと思うんですね。できれば、塩尻でもパパ友の会とかいろいろ、先輩のお父さんたち頑張っていら

っしゃるので、そういう方たちの紹介とかに内容を変更して、身近なところで頑張っているっていうところが紹
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介できたらいいのかなというふうに考えていますので、そのパパ友の会の方たちの御意見もあると思いますけれ

ども、そういったことも工夫していただけたらなあと思いますがいかがでしょうか。 

○子育て支援センター所長 貴重な御意見ありがとうございました。実際市内でも、育休を１年とられた学校の

先生もおりますし、そういった方たちも身近におりますので、御相談させていただいたりして、また検討させて

いただきたいと思います。ありがとうございました。 

○委員長 よろしくじゃあ、お願いします。 

○金子勝寿委員 １６３ページの児童館・児童クラブ運営費というとこで、まず先に片丘は、小学校の中へ移っ

たということで、運営上前と違って、いわゆる利用者がふえた、減ったとか、サービス面の声とか、どんなふう

に把握してますか。特になし。 

○こども課長 ８月からですね、委員さん御指摘のとおり、小学校の空き教室のほうに入りまして、それまでは

片丘の場合には児童クラブだけということで、児童館がなかったわけですが、児童館ということで、館利用がで

きるようになったということもございまして、学校からも児童館の利用になりますと直接は行けないもんですか

ら、１回家へ帰ってからということになるんですけども、学校に行くような形でですね、児童館の利用というこ

とでも、ふえてきているっていうことは、お聞きしている。今までが児童館がなかったもんですから、館利用と

児童クラブとの利用が一緒みたいな形だったもんですから、そういう意味で、今までは児童クラブしかなかった

という中で、クラブに４年生以上の子も大分入って来ていたんですけれども、年度の中途だったもんですから、

今年度については、６年生まででも今まで来てたお子さんは入れていますけれども、４月以降については、ほか

の児童クラブと同じように、主は１年生から３年生までというクラブ利用と、それからそれ以外のお子さんには

館利用をということで促していくという状況でございます。 

○金子勝寿委員 ほかの地域でも、小学校の中にという計画があったかと思うんですが、その辺は特に変更なく

進めていく予定なんでしょうか。 

○こども課長 学校のほうの相手のある話だもんですから、塩尻東小学校、それから宗賀小学校ですね、そちら

のほうが計画のほうに上がってきておりますけれども、たまたま１年間だけそこの教室があいててもいけないも

んですから、今後の小学生の児童数の推移を見守る中でですね、空き教室が確保できる段階でっていうことで、

多分それほど計画と違わずに進められるんじゃないかと思いますが、実施計画の中では、次は塩尻東小学校のほ

うに東児童館をっていうことで、現在考えております。 

○金子勝寿委員 一応計画できれば、もう示されて説明をされてるので、できる限りその範囲でお願いしたいの

と、あと今、洗馬だけ指定管理でやってますが、今後管理運営について、特に現状のままやっていくのか、例え

ば市内を半分ぐらいずつ分けて指定管理ということも、松本市はもう既に導入してますが、そういった検討とか

は、現段階でどんなふうに担当課で考えているか。 

○こども課長 例えば今の洗馬児童館は、たまたま、ふれあいセンター洗馬との併設の施設ということもござい

ますけれども、同規模の、例えば宗賀の児童館の年間の管理費と言いますかと比べますと、若干、洗馬児童館の

ほうが割高になります。それは、何と言いますかね、清掃業務みたいなものが入ってくるんですね。ほかの児童

館というのは、直営でやってるところは、職員だったり、中には子供たちも一緒にやったりすることもあるんだ

ろうと思いますけども、そういう清掃という、施設が老朽化している部分もございますけれども、そういうその
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費用的に若干、建物の規模ですとか中身、どういう状況かというとこにもよってくるかと思いますが、維持経費

の関係、それから、ただその施設を、何と言いますかね、管理を指定管理でお願いしちゃっていいものなのか、

あるいは今後、ほかの、松本市とかもそうなんですけれども、利用者負担を若干でもお願いをしていくっていう

方向もですね、視野に入れて今、検討をさせていただいているとこでございます。 

○金子勝寿委員 お願いします。 

○委員長 よろしいですかね。なければ、次に進みます。 

次は１０款教育費教育総務費から幼稚園費まで、２８６ページまでを議題とします。説明を求めます。 

○教育総務課長 それでは、予算書２６２、２６３ページをお願いいたします。予算説明資料につきましては、

４４ページからになりますので、あわせてお願いをいたします。１０款教育費でございます。２６３ページの上

段にございます教育委員会諸経費でございますが、先ほどから各課で説明ございますように、人件費、それから

下２つに負担金２つございますけれども、これを合体をさせて１事業とさせていただいたものでございます。内

容的には、前年とほぼ同様の内容になっておりますので、御確認をお願いをいたします。 

２６３ページの下段のほうにございますが、教育委員会事務局諸経費のうち、一番最初の細節でございます教

育振興審議会委員報酬２０人分につきましては、先に議案第１１号で説明申し上げたとおりでございます。３，

３５０円の４回分２０人分を計上させていただきました。次の学校評議委員謝礼でございますけれども、現在１

０４人が登録をいただいております。学校が保護者や、あるいは地域住民の意向を学校の運営に反映をさせて、

地域に開かれた特色ある学校づくりを推進するために御協力をいただくものでございます。１校当たり大体８人

程度という者が平均的な人数になっております。ページを進んでいただきまして２６４、２６５ページをお願い

いたします。２６５ページの事務局諸経費の中で、中段に教育振興基本計画調査委託料９９万円の計上がござい

ます。これも先ほど説明させていただきましたが、計画策定の初年度ということで、国や県の各種計画の基礎調

査、あるいはアンケートの作成、その取りまとめ、集計、こういった業務について委託をしようというものでご

ざいます。 

次の事業でございますが、真ん中の事業でございます。教育相談研究事業１，５００万円余でございます。前

年とほぼ同額の経費を見込んでおります。教育相談研究事業につきましては、大きく３つございまして、西小の

４階にある教育センターを中心に業務を行っておりますけれども、学校教育支援業務、それから教育相談支援業

務、それから最後に情報機器を活用したＩＣＴ活用教育に関する業務でございます。このうち相談員の報酬５人

分につきましては、教育相談員３人分と中間教室２人分の人件費でございます。また１つ飛びまして、臨時職員

賃金という細節につきましては、中間教室の補助員の賃金にかかわるものでございます。 

次に、その下の事業でございます。スクールバス運行費でございます。前年とほぼ同額の予算額でございます。

現在スクールバスを利用している児童につきましては、小学校で１６７人、中学校で１１１人でございまして、

小学校でおおむね４キロメートル以上、中学校でおおむね６キロメートル以上を対象とするものでございます。

下から２つ目の細節に運行委託料がございまして、こういった運行委託料を計上いたしまして、３形態で対応を

しております。すなわち宗賀、洗馬小学校、西部中、それから東小、塩中、現在アルピコに委託をしている業務、

それから楢川地区、大新東にお願いをしている業務と、両小野地区につきましては、市のバスを利用いたしまし

て、シルバー人材センターに委託をお願いをしているというものでございます。運行委託料が５３万円ほど増額
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になっておりますけれども、これも現在アルピコに運行委託をしております日当たり単価の増額によるものでご

ざいます。現在１１８万円、日当たりでございますが、これが１２０万円程度という増額に伴うものでございま

す。 

続きまして、ページをめくっていただきまして２６６、２６７ページをお願いいたします。２６７ページの上

から２つ目の事業でございますが、教育センター情報教育推進費でございます。前年に比べ９８万円ほど減額に

なっております。主なものが下から２つ目の細節にございますパソコン等使用料でございまして、これが１００

万円ほど減額になっております。教育センターの研修室ですとか、あるいは研修室のプリンター、パソコン、こ

ういったＩＣＴ機器の再リースに伴う減額がその内容でございます。 

○家庭支援室長 同じくその下、ページ２６６、２６７のまなびサポート嘱託員報酬、まなびサポート事業につ

いて御説明をさせていただきます。予算説明資料４９ページになりますので、あわせてごらんいただきたいと思

います。まなびサポートの嘱託員報酬につきましては、それぞれ小中学校に在籍する特別な支援を必要とする児

童生徒に対して、教員免許を有する特別支援講師を配置するものです。年次計画的に増員をお願いしてきており

まして、平成２４年度１３人のところを、来年度、平成２５年度１名増員させていただきまして、１４人分の特

別支援講師報酬分になっております。その下、まなびサポート事業の黒ポツ２つ目になりますけれども臨時職員

賃金、これにつきましては、同じく小中学校に在籍する日常生活の介助を必要とする児童生徒に対して、学校支

援介助員を配置するものです。この介助員につきましても、年次計画的に増員をお願いしてきているところであ

りまして、平成２４年度１０人、来年度につきましては３名ふやさせていただいて、１３人を予定している臨時

職員賃金になります。私は以上です。 

○教育総務課長 続きまして、２６７ページの一番下でございますが、「笑顔で登校」推進事業でございます。

学校不適応対策にかかわる事業でございますが、予算説明資料の４４ページもあわせてごらんいただきたいと思

います。まず一番上の細節でございます臨時職員賃金につきましては、平成２４年度から配置をいたしました、

子と親の心の相談員にかかわる賃金でございます。１つ飛びまして消耗品費でございますが、８３万９，０００

円ということで、前年より増額になっておりますが、正しい学校生活を送るためのアンケートＱ－Ｕの購入にか

かわる増額でございます。これまで中学校２回分を予算計上させていただきましたけれども、これを次年度につ

きましては、小学校の高学年まで拡大をしてまいりたいと。これによりまして、学級経営、生徒指導に役立てて

まいりたいというものでございます。消耗品以下のクリーニング代以下につきましては、塩嶺体験学習の家を活

用いたします不登校児童生徒のための体験学習にかかわる経費でございます。 

また、ページをおめくりいただきまして２６８、２６９ページをお願いいたします。２６９ページの一番上の

高等学校等振興事業でございます。私立高等学校の修学と振興を図るための経費でございまして、一番上の細節

でございます運営費補助金につきましては、学校割といたしまして都市大塩尻に１００万円、それから生徒割と

いたしまして１人３，０００円、これを５５０人として見込ませていただきました。市に住所を有する生徒の数

に応じて支払う補助金でございます。次の私立高等学校設備費補助金でございますが、対象は都市大塩尻でござ

います。平成２４年度から補助金の見直しをさせていただきまして、この補助金の初期の目的を達したというこ

とで、段階的に補助金を削減させていただいております。平成２５年度は５０万円を削減いたしまして、１００

万円という計上をさせていただいたところでございます。 
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それから１つ飛びまして、給食公会計事務諸経費でございます。新規事業でございますが、３月１日の広報で

も、また１２月の本協議会でも説明をさせていただきました。公会計ということで児童手当からの天引き、また

指定金融機関からの口振、こういったことを併用いたしまして、保護者の利便性の向上と収納率の向上に努めて

まいりたいということでございまして、これはその事務的な経費を計上したものでございます。印刷製本費につ

きましては、納付書、督促状等にかかわるもの、それから下から２つ目の学校給食費収納システム使用料につき

ましては、平成２４年度に債務負担行為を設定をしたリース料でございます。最後の備品購入費につきましては、

新しい係の新設に伴いまして、収納棚３台分の予算を計上させていただきました。なお、食材費、いわゆる給食

費につきましては、この後出てまいります小中の給食運営事業に計上をさせていただいたところでございます。 

続きまして、その下の学校給食レシピ公開事業につきましては、予算説明資料で説明させていただきますので

４５ページをお願いをいたします。事業内容のところにございますように、専用のホームページで各校の給食の

レシピを公開するというものでございます。これまで蓄積されているレシピが多くございますので、それを例え

ばメニュー別、学校別、人気別、さまざまなカテゴリーで分類をいたしまして、見た人からの感想ですとか評価、

あるいはメニューの提案、こういった投稿機能、双方機能も付加するなど、本市の特色ある学校給食、これを内

外に発信をしてまいりたいというものでございます。本来、食生活の形成ですとか地産地消の推進ですとか、こ

ういったものにつきましては、本来、食育として重要な教育活動を担っているわけでありますけれども、本市の

自校給食につきましては、さまざまな活動への可能性を秘めている一つの地域ブランドでもあり、地域資源でも

あるというふうに思っているところでございます。こうしたよさ、すばらしさを内外に発信するとともに、これ

を例えば家庭のメニューですとか、あるいは地域、それから企業にまで活用していただけるような、そういった

ものにしてまいりたいというふうに考えてるところでございます。 

再度予算書に戻っていただきます。２６９ページの中段にございます教職員住宅管理諸経費でございます。１

９０万円余の増額でございます。まず減額でございますが、上から４番目の細節の教職員住宅借上料につきまし

ては、民間住宅の借り上げ分でございます。前年度３戸でありましたが、平成２５年度には更新１戸になりまし

たので、その分の減額となっております。またその下の改修工事につきましては、高出地区の２戸の住宅、それ

から宗賀の１戸の住宅、教員住宅でございますが、この住宅内の改装を行ってまいりたいということで、３３０

万円余を計上をさせていただきました。今後も計画的な改修を行うわけでありますけれども、老朽化した住宅に

つきましては後利用も検討する中で、今後取り壊しについても検討してまいりたいというふうに考えております。 

○男女共同参画・人権課長 その下になります４目人権教育費の社会人権教育推進事業でございます。上の黒

ポツ３つの社会教育指導員報酬、人権教育指導員報酬、それと人権教育推進委員報酬につきましては、今年度の

委員報酬からこちらの事業へ合体させたものでございます。それぞれ社会教育指導員につきましては、社会人権

教育の企画推進をしていただく報酬でございます。次の人権教育指導員報酬につきましては、市内１０地区で公

民館活動等を通じまして人権教育を指導していただく指導員の報酬となります。その下の人権教育推進委員報酬

につきましては、本市の人権教育推進施策につきまして御検討をいただく委員様の報酬となります。その下、手

話通訳者賃金、その下の託児保育士賃金、そのもう１つ下、要約筆記賃金これにつきましては、来年度人権をテ

ーマに予定をされております豊かな心を育む市民の集い、こちらの経費となります。その一番下になります人権

教育講師謝礼につきましては、市内の地区公民館、分館等で行われます人権学習会の講師謝礼ということでござ
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います。次のページをお願いいたします。２７１ページになります。３つ目の黒ポツ、消耗品になりますけども、

こちらには、来年度県の委託事業として行われます地域人権啓発活動活性化事業、こちらの人権の花運動として

小学校へ配布する予定でございます花の種、プランター、腐葉土等を消耗品として購入するものを含んだもので

ございます。花を種から育てることによりまして、命の大切さ、人権の大切さを学んでもらうというものでござ

いまして、市内小学校２校で実施する予定でございます。この地域人権啓発活動活性化事業につきましては、法

務局の支局単位で、県から委託を受けた市町村が行ってるものでございまして、来年度本市で実施するものでご

ざいます。県から６０万円の委託金を受けまして、この人権の花運動と、あと講演会等の人権啓発を行うもので、

本市でこれまで行ってきております青少年健全育成、男女共同参画、人権啓発をテーマにしております豊かな心

を育む市民の集い、これをこの事業で行うという予定でございます。それから上から６つ目の営繕修繕料、それ

からずっと下にいきまして、集会所管理委託料、この間ものにつきましては、人権・同和教育集会所の維持管理

にかかわるものでございます。その下の講演委託料につきましては、今説明いたしました豊かな心を育む市民の

集いの講演の講師の委託料となります。一番下にあります分館人権学習会・地区推進会議補助金につきましては、

各地区１０地区でございますけども、２万円ずつ学習会等の開催費用の補助ということで支払うものでございま

す。私のほうは以上であります。 

○教育総務課長 それでは２７１ページの後段になります。学校施設集中管理事業でございます。学校施設の安

全対策ですとか、教育環境の維持向上を図るための経費でございまして、嘱託員５名を配置いたしますとともに、

シルバー人材センターに委託しまして学校管理の委託を行っております。委託管理委託料につきましては、前年

と同額計上をさせていただきました。 

ページをまためくっていただきます。２７２、２７３ページをお願いいたします。２７３ページの一番上の事

業、塩嶺体験学習の家運営諸経費でございます。まず平成２４年度の利用状況でございますけれども、宿泊でご

ざいますが、トータルで１，４３９人で、前年に対しまして５８６人の減でございます。また日帰りにつきまし

ては７８６人でございまして、こちらは２４２人の増でございます。トータルいたしますと２，２２５名という

ことでございまして、前年の宿泊トータルに比べて３４４名の減ということになっております。こうした利用状

況でございますけれども、特に学校活動や部活動、こういった利用の増加がふえておりまして、トータル的にで

すね、利用の固定化、定着化が図られてきているというふうに感じております。私どもが推進をいたします自主

事業のほかに、スポーツ合宿ですとか、あるいは小学校の体験学習ですとか、民間におきましては各種学校での

合宿、それから企業の研修、こういった多様な使われ方をしてきているようになってきております。平成２５年

度の事業内容につきましては、やはり資料４５ページにございますので、こども未来塾に関する事業の部分につ

いては、そちらをごらんいただきたいというふうに思います。こういった私どもの自主事業、未来塾をさらに充

実いたしますけれども、さらに生涯学習での広がりですとか、平日の利用の促進、あるいは県外からの利用の促

進、こうした課題に対応いたしますために、体験学習の総合コーディネート業務というものを委託をいたしまし

て、これにつきましては情報の発信ですとか、ホームページの充実、体験学習メニューの充実、こういったこと

を進めてまいりたいというふうに思っております。この事業の中の中段から少し下のところに、こども未来塾等

運営事業委託料とありますけれども、２３０万円のうち１７０万円余につきましては、体験学習の総合コーディ

ネートにかかわる委託料でございまして、残りにつきましては、リーダー研修等にかかわる運営委託料がその内
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訳になっております。それからその下に４つほどございまして、改修工事１５０万円余を計上させていただきま

したが、新館のほうの浴室の給湯ボイラーが平成３年製でございまして、老朽化をしており、故障した場合、実

際故障してしまったわけですけれども、部品がないというような事態になりました。したがって、この更新をし

てまいりたいというものでございます。 

続きまして、２７３ページの後段になります。学校医等報酬、これから小学校費に入ってまいりますが、その

うちの２番目嘱託員報酬８人分につきましては、小学校に加配をしております市費の講師にかかわる報酬でござ

います。前年と人数的には変わってございません。 

次の事業、小学校管理諸経費でございますが、前年に対しまして８３０万円ほど減額になっております。まず

１つ目の細節でございます臨時職員賃金につきましては、小学校に配置をしております事務職員３校分の賃金で

ございます。以前、平成２４年度はここに図書館司書の賃金が含まれておりましたけれども、後ほど図書館費の

ほうでも説明あると思いますが、こどもの読書力パワーアップ事業によりまして、司書の人件費８人分を市立図

書館のほうに移管したものでございます。それによる減額になっております。以下につきましては、小学校の学

校運営ですとか、環境整備、あるいは健康管理にかかわる経費でございます。次のページまでわたりますので、

ごらんいただきたいというふうに思います。この中で２７５ページの一番上にございます燃料費につきましては、

今年度の補正でもお願いをしておりますけれども、灯油の単価の増によりまして予算計上額も増額をさせていた

だきました。また、細節の一番最後にございます机・椅子購入費につきましても、学校要望を取りまとめた結果、

子供たちの机・椅子、これが大分傷んでおりまして、更新をする必要があるということでございますので、ここ

も５０万円ほど増額をさせていただいたところでございます。 

その下の事業、小学校施設改善事業でございますが、前年はここに保健室のエアコン設置工事がございました

ので、やはり４７０万円余の減額になっております。２つ目の一般工事につきましては、各校の消防設備ですと

か、体育、遊具設備の改修工事のほか、屋根の防水工事、あるいは駐車場の浸透ますの設置工事がその内容にな

っているところでございます。 

またページをめくっていただきます。２７６、２７７ページをお願いいたします。２７７ページの上から２つ

目の事業でございますが、小学校補助交付金でございます。特別行事等にかかわる活動の支援、それから活動の

充実、保護者の負担軽減、これを図るものでございます。一番上の特別行事等交付金につきましては、校区講演

会ですとか部活動、あるいは校外活動にかかわる交付金でございます。３つ飛びまして総合的学習交付金につき

ましては、教科の枠を超えた横断的な学習、職場体験ですとか、国際理解ですとか、環境、福祉、こういった活

動にかかわる交付金でございます。いずれも前年と同額を計上させていただきました。 

次の事業でございますが、学校安全支援事業でございますが、前年に比べまして２８０万円ほど増額になって

おります。中学校のほうでも同じ経費がございますけれども、通学路の安全確保と子供たちの見守り、また学校

での防災対策にかかわる経費でございます。特に通学路の安全確保につきましては、一番上の消耗品費の中に蛍

光テトロン製の横断旗、これを９校分、旗でございます。それから２番目の営繕修繕料につきましては、カーブ

ミラーが２カ所、それから注意看板がありますが６カ所、こうした経費。最後の備品購入費につきましては、横

断旗ボックスの備品にかかわるもの９校分ということでございます。通学路の安全確保につきましては、この小

学校のほうで約１９０万円、中学校のほうで約１２０万円を計上をさせていただいておるところでございます。
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それからその事業の中段に、地域児童見守りシステム運用管理委託料が３６０万円ほど減額になっておりますけ

れども、これまでこの見守りシステム中継機６２５台ございまして、サーバーが１０台ございましたけれども、

この運用管理につきまして、子供見守り分だけ教育総務課に残し、あとの部分につきましては、情報推進課のほ

うに移管をしたというものでございます。このシステム、いわゆるアドホックネットワークというものでござい

ますけれども、子供のほかに高齢者の見守り、あるいは農林での気温ですとか、今後は鳥獣害のセンサーですと

か、あるいはバスロケーション、こうした多方面の用途に活用することが検討されておりますので、基盤全体の

管理費につきましては、情報推進課のほうに移管をさせていただいたということでございます。 

次でございますが、小学校英語サポート嘱託員の報酬と、その下の小学校英語活動サポート事業につきまして

は、平成２５年度で事業を分割させていただきました。嘱託員の報酬につきましては、国際理解講師５人分にか

かわる経費でございます。 

それから、２７７ページの一番下にございますが、学校施設非構造部材耐震化推進事業でございます。設計委

託料４０万円を計上させていただきましたが、これは塩尻東小学校の校舎を対象にするものでございます。体育

館の非構造部材につきましては、前倒しをさせていただきました。体育館以外の校舎等の高天井にかかわる耐震

化につきましては、大規模改修にあわせて実施をしてまいりたいということで、改修工事を平成２６年度以降に

見込んでおりますので、その設計に着手をさせていただくところでございます。 

またページをめくっていただきまして２７８、２７９ページでございます。２７９ページの小学校プール改修

事業につきましては、吉田小学校のプールを平成２６年度以降改修するために、設計委託料を見込んでいるもの

でございます。昭和５７年に設置をされましたプールでございまして、プールの本体のシート防水、あるいはろ

過器の改修等進めてまいりたいと考えております。 

続きまして、教育振興諸経費に移ります。このうち上から３番目の細節、学校図書館管理システム使用料につ

きましては、６３万円の新規でございます。これにつきましては、これまでも何度か説明をさせていただいてお

ります図書館の図書のデータ化ということでございます。業務が効率化されるだけではなくて、検索システムと

いうものもございますので、子供たちの調べ学習、あるいは情報活用能力の育成、こういった効果を期待される

ところでございます。授業に役立つ図書の購入につきましても、効果的に検索するというようなこともできます

ので、先ほどのこどもの読書力パワーアップ事業、市立図書館等連携を図りながら、相乗効果を高めてまいりた

いというふうに考えております。この教育振興諸経費の中に前年度につきましては、学力テストの採点分析委託

料１２０万円がございましたけれども、平成２５年度につきましては、悉皆調査、いわゆる全校調査になります。

国が対応いたしますので、その分の経費につきましては、削減をさせていただいているところでございます。 

続きまして、教育振興扶助費につきましては、小中学校、中学校の分もこの後出てまいりますけれども、平成

２４年度、現在でございますが、要保護、準要保護合わせて小学校３４５人、中学校２３７人という状況でござ

いまして、在籍比につきましては、小学校で９．４％、中学校で１１．７％とこういった状況でございます。 

次の事業でございますが、小学校情報教育推進費のうち電算機器使用料につきましては、パソコン等５３２台、

あるいはＩＣＴ機器にかかわるリース料でございますが、平成２４年度中にですね、再リースございまして、そ

の単価が下がったために、ここで５０万円ほど減額にさせていただいております。 

続きまして、小学校費の最後になりますが、２７９ページの一番下の事業、給食運営事業諸経費でございます。
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予算説明資料では４６ページにございますので、ごらんいただきたいと思います。前年と大きく変わりますのが、

一番下の細節でございますが、給食費でございます。２億２，４００万円余ということでございまして、９校分

の給食食材費でございます。内訳につきましては、１食２８０円の２０２日、これが５万６，５００円が年額で

ございますので、これを児童、それから教職員数、また説明資料にもございますように、地域食材の日を活用い

たしました学校給食レストランを開催をいたしたり、文化祭等のイベントで給食レストランを開業したり、小中

学校もそうでありますけれども、内外にですね、給食のメニュー、それから味わっていただく機会を提供してま

いりたいと、こういった分の食材費もこの給食費の中には含まれているというものでございます。続きまして、

めくっていただきまして２８０、２８１ページをお願いいたします。給食運営事業諸経費、続きますけれども、

その中の一番下にございます備品購入費でございますが、４００万円ほどの増額になっております。楢川給食セ

ンターの食器食乾洗浄機、洗馬小の食器消毒保管庫、いずれも約２５年以上経過をしておりますので、買いかえ

を計画するものでございます。 

小学校費の最後になりますが、塩尻東小学校大規模改修事業でございます。やはり設計委託料５７０万円でご

ざいますが、先ほども説明させていただきましたとおり、平成２６年度以降に計画をしている大規模改修工事の

設計でございます。 

続きまして、中学校費に入ってまいります。小学校費と重複するところは説明を省かせていただきますので、

あらかじめ御了承をお願いしたいと思います。２８１ページの学校医等報酬、このうち２つ目嘱託員報酬４人分

につきましては、前年から１名増になっております。市費加配の講師３人分のほか、議会でも説明させていただ

きました学校スーパーバイザーの人件費を１名計上させていただきました。これにつきましては、説明資料のほ

うで説明をさせていただきますのでお願いいたします。４４ページ「笑顔で登校」推進事業でございますが、事

業内容のところにスーパーバイザーの役割を、そこに説明をさせていただきました。現在、学校不適応対策とい

たしまして、学校支援コーディネーターを１人市教委に置いておりますが、新たにスクールカウンセラー機能も

強化をしていきたいということで、養護講師も兼ねた講師、これを拠点中学校に配置をしていきたいというもの

でございます。このスーパーバイザーという言葉でございますが、本来御承知のとおり、監督者ですとか、管理

者という意味で使われるわけでありますが、県のスクールカウンセラー事業というものがございまして、その中

で困難事例へのフォローアップを担う人というというような役割で、このスーパーバイザーという言葉を使わせ

ていただいているところでございます。子供たちへのカウンセリングとともにですね、ケース検討会議の参加で

すとか、あるいは市教委との連携、情報交換も行ってまいりたいということでございます。背景でございますが、

現在スクールカウンセラーは県の事業といたしまして、県内の拠点校に配置をされまして、塩尻市へは２名、市

や学校の要請に応じて派遣をいただいております。ただ、週２回ですとか１回４時間程度ということで、時間や

回数に限度がございまして、緊急の場合に十分対応しきれない状況がございます。特に昨年度につきましては、

緊急かつ多くの生徒に対してカウンセリングが必要な事案が発生をしておりまして、そんなところで機動的なカ

ウンセリング、スクールカウンセラーの必要性というのを強く感じたところでございます。また、各校において

は、養護教諭の先生もスクールカウンセラーの機能を担っていただいているところでございます。現在１名を配

置をしておりますけれども、県費の養護教諭の先生が校外活動で不在の場合、その学校に出向いて支援をしてい

ただくという、補充にかかわる業務もいただいておりますけれども、こういった養護講師の拡大も、学校ですと
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か、ＰＴＡ連合会からこれまで強い要望がございましたので、それに応えてもまいりたいということでございま

す。 

再度予算書に戻っていただきます。２８１ページの学校医等報酬の中の上から２つ目の外国語指導助手報酬に

つきましては、３人分ということでございます。前年度２名分でございましたが、この後、委託業務が出てまい

りますけれども、自治体国際化協会からのＡＬＴ、これを２名から３名にふやしてまいりたいといった内容でご

ざいます。 

その下の中学校管理諸経費につきましては、小学校とほぼ同様の内容でございます。やはり一番上の臨時職員

賃金につきましては、図書館職員５人分が移管することにより減額になっております。ページをめくっていただ

きまして２８２、２８３ページ、２８３ページの細節、中段に外国語指導助手配置事業委託料がございます。こ

れも平成２４年度３人分でございましたが、２人分ということで４９０万円の減額をさせていただいております。

偽装請負というような指摘も受けているこういった事業でございますので、今後、直接雇用あるいはＪＥＴから

の派遣、こういったものに徐々に移してまいりたいと、そんなことも考えているところでございます。 

２８３ページの下段のほうにございます中学校施設改善事業につきましては、エアコンの設置工事が、平成２

５年度は保健室に設置をする計画で、３００万円を計上させていただいております。一般工事につきましては、

前年度に比べまして約４００万円ほど増額になっておりますが、消防や体育設備のほかに懸案でございました楢

中の体育館のトイレの水洗化をここで改善してまいりたいというふうに考えております。 

ページをめくっていただきまして２８４、２８５ページでございます。２８５ページの中学校補助交付金、そ

れから学校安全支援事業につきましては、先ほど小学校のほうで説明をさせていただきました。 

その下の中学校３０人規模学級拡大事業でございますが、６０万円余でございます。平成２６年度に塩尻中学

校の第１学年が３０人規模学級に該当いたしますので、平成２５年度中にその準備をしておくための消耗品と備

品購入費でございます。 

それから２８５ページの下段のほうにまいりまして、一番下の新学習指導要領対応事業でございますが、前年

に比べて１，５００万円ほどの減額になります。平成２４年度からの指導要領に対応いたしまして、理科消耗品、

あるいは指導書、準拠教材、あるいは理科備品等をそろえさせていただきました。そのための減額ということで

ございます。 

最後になります。２８６、２８７ページでございます。２８７ページの給食運営事業諸経費につきましては、

やはり前年に比べて１億３，０００万円余の増額になっておりますが、真ん中にございます給食費５校分でござ

いまして、単価につきましては３２０円の２０２日、年額にいたしまして６万４，６００円というものでござい

ます。私のほうは以上でございます。 

○こども課長 最後に４項１目幼稚園費をお願いいたします。私立幼稚園の支援補助金でございますが、２，６

９４万６，０００円です。今年度まで幼稚園振興諸経費ということで計上しておりましたけれども、事業をわか

りやすくするということで名称を変更させていただきました。内容は、私立幼稚園の円滑な運営を促進するとと

もに、保護者負担の軽減を図るために、市内の児童が通園をしております、市内はもちろん、市外の幼稚園も含

めまして補助をするものでございます。最初の中点、私立幼稚園運営費補助金でございますが、市内の幼稚園３

園に対しまして定額補助、これは８０万円でございますが、と園児数割の補助、これは一人当たり９，０００円
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でございます、を支給します。また市外の幼稚園７園には、園児数割９，０００円のほうだけを補助をするもの

でございます。児童数につきましては４３０人を見込んでおります。次の中点の私立幼稚園就園奨励費補助金で

ございます。１，９８３万６，０００円でございますが、保護者の所得状況及び通園の児童数に応じまして補助

をするもので、対象となります児童は２７８人程度を見込んでおります。以上です。 

○委員長 ありがとうございました。それでは、ただいま説明を受けた部分に関しまして質疑を行います。委員

の皆様より御質問ありましたらお出しください。 

○副委員長 お願いします。２７５ページになるんですが、小学校の施設改善事業なんですけれども、小学校も

中学校も共通して言えるのが、ストーブがかなり古くなっていると思うんですが、そのストーブの改修の予定は

今後お考えでしょうか。 

○教育総務課長 ここの営繕修繕料につきましては、給食センターの浄化槽のブロワーですとか、窓の修繕です

とか、床の改修ということで、これまで学校要望で懸案として出されてきているものの営繕修繕でございます。

ストーブ等につきましては、毎年学校要望の中で出てくるものがございますので、そういったものは備品購入費

等を活用させて購入させていただいているところでございます。 

○副委員長 済みません、項目が違ったかもしれないですが、そのストーブが学校から要望が上がってきてない

ってことなんでしょうか。私が知っている限りでは、ふいてもふいても燃料がこぼれてくるストーブがあったり

とか、蒸気機関車が走ってるようなぐらい音のするストーブとかっていうのを、実際に学校に行って見てきてる

んですけど、そのあたりはどのように把握されてますでしょうか。 

○教育総務課長 担当係長に説明をさせます。 

○教育施設係長 各学校からの状況につきましてはですね、各学校の予算ヒアリングの際に状況を伺っておりま

す。児童生徒がですね、快適に勉強に集中していただくように、そういった環境的なものにつきましては、第一

優先というようなことで、学校配分させていただいておりますので、本予算案のですね、備品購入費ならびに修

繕費に盛り込んでございます。以上でございます。 

○副委員長 ありがとうございます。もう１点お願いします。２６７ページの「笑顔で登校」推進事業のところ

で、アンケートＱ－Ｕが新年度ふやされるという予定なんですが、以前に御提案をさせていただいた集計の方法

について、御検討されましたでしょうか。集計を、今はクラス運営のためにということで、以前、本会議場で一

般質問でさせていただいた時に、クラス運営のための集計なのでクラスごとの集計しか行っていないと、例えば

学年でどうだとか、学校単位でどうだっていう、そういう見方はされていないということだったんですけれど。 

○教育総務課長 もちろん、このアンケートの結果につきましては、生徒指導やクラス運営のための学級で活用

するための集計もしておりますけれども、学校全体の傾向を見る、学年全体の傾向を見るというようなことで、

それぞれ集計できるようなものにはなってきて、有効な資料データにつきましては、活用できるようにはなって

おります。 

○副委員長 ぜひ、よろしくお願いします。 

○委員長 ほかにございますか。じゃあ、私から１点お願いします。学校給食レシピを今回初めて公開されると

いうことで、地域、家庭、企業とかあらゆるところで利用してほしいというような説明がありましたが、その公

開の内容で、公開したレシピ１食分のカロリーですとか、塩分ですとか、できれば一緒に公表していただきたい
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と思っていますが、その点、どのように計画されているのかお聞きしたいと思います。 

○教育総務課長 いろんな公開の仕方あると思いますけれども、今言ったカロリーの面、栄養面も含めましてで

すね、例えば成人病予防に役立つレシピですとか、アレルギー対応を各学校でやっておりますので、アレルギー

対応のためのレシピですとか、そういったものを、これから構築していく作業の前でありますが、そういうこと

も踏まえた、市民の皆さんから多く活用いただけるような、そういった分野の活用方法も検討していきたいと思

っております。 

○委員長 済みません、関連でですね、企業とか地域でも活用してほしいっていうことで、こういった事業をや

りますよということを、しっかり地域全体、商工関係とかいろんなところでしっかり宣伝をしていただいたほう

がいいかなあと思いますが、その辺の連携も今後大事かなというふうに思いますので、これは要望でいいです。 

○中原巳年男委員 まなびサポート事業の関係ですけども、特別支援講師が１人ふえ、それから介助を必要とす

る生徒のところ１０人が１３人ですが、これは全校にということじゃなくて、必要な学校に配置をしてるという

ことですか。 

○家庭支援室長 先ほど説明の中で年次的に増員をしているということで、基本的に１校１人を目標にというこ

とで、今、年次計画的に増員をしてきたところです。実際に配置につきましては、学校から特別な支援を要する

児童生徒のリストを上げていただくとともに、私ども教育相談員と現場に訪問させていただいて、それぞれお子

さんの状況等も見させていただく中で、優先順位と言っては変なんですけれども、必要なところに必要な支援員、

講師を配置するということで、来年度に向けても今回１名増の特別支援講師の配置等についても、学校サイドと

相談をさせていただきながら、配置をさせていただいているというのが現状です。以上です。 

○中原巳年男委員 それで、例えば学校によって、そういった対象になる児童生徒が、人数が違うと思うんです

よね。そうすると、基本的に１校１人っていう考え方が必要なのか、例えば近くの学校の支援員の方にも応援を

もらってやってくというような考え方を持ってくのか、その辺については、優先順位云々じゃなくて、必要なと

こに必要な配置という中でいった時に、どういう基本的な考えを持ってるか。 

○家庭支援室長 今現在、インクルーシブな教育、国を挙げて進めてるとこですので、それぞれ障害をお持ちの

方、いろいろ課題を抱えているお子さんも、ともに学ぶという状況を推進しているところの中で、塩尻市は特に

特別支援講師、あるいは介助員を配置させていただいて、ともに学べる環境を整えていくという考え方で進めて

きているところです。今、委員さんおっしゃられるように、必要な支援がどういう形が一番いいのかというとこ

ろで、国のほうは合理的な配慮という言葉を使って、要は予算と、どこまで人員をつけたらいいかということで、

当然現場からは要望が、例えば各学校によっては２０名上がってくるところもありますし、各学校によっては、

うちのほうで、ある程度絞り込んでくださいという依頼もあるので、７名程度で出してくる学校もあります。そ

うした中で、実際私どもも現場に赴きますし、あるいは学校のフォローアップ等もかける中で、いろんな情報を

収集して、どのお子さんにどういう形でつけたらいいか、ただ、発達、お子さんの育ちはそれぞれだもんですか

ら、小学校１年生の時に必要であっても、学年が上がるごとによって、支援の中身的に変わるということもあり

ますので、毎年、あるいは１学期、２学期、３学期等も含めまして、学校との情報を共有しながら、必要な形で

支援をしていくという形をとらさせていただいております。ただ、それが１カ月ごとにというところは非常に難

しいところがありますので、辞令等の交付もあるものですから、その辺は配置としては、基本的に特別支援講師
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については１年、それから介助員については６カ月、半年ごとの形をとらさせていただいているというところが

現状です。以上です。 

○中原巳年男委員 以前、市内の中学校で実際あったことなんですが、やっぱりそのころはこういう制度はなか

ったんですが、非常にそういったところに造詣の深いというか、経験のある先生がいらっしゃって、校長先生の

判断で、その先生がこういった役割をすることで、大分本人たちも勉強のほうに目を向けるっていうね、それで

落ち着いていられるというようなことがあったもんですから、学校自体が、こういった講師とかにあまり頼りす

ぎずに、やっぱり先生たちがみんなでもってそういうことも勉強してくような必要があるんですが、そういうこ

とを今、市内の小中学校の先生たちは、そういう勉強会なりなんなりってことはしてるわけですか。 

○家庭支援室長 これも夏休みにですね、市内小中学校、教職員校長含めまして、８月大体１日、２日、２日に

分けて全教職員対象に研修を行っております。ここに来ていただく講師の先生は、県内でも相当名の知れたとい

うところの先生をお呼びして、しっかり研修をお願いしていると。その講師については、２年間継続して来てい

ただくということで、２日間のうち、ことしＡ講師を受けたら、来年はＢ講師を受けていただくということで、

やはり１人の講師ではなくて、いろんな形の先生方の講義を聞いていただく中で、現場で生かしていただきたい

という、うちのほうは思いを持っております。夏休み中、大変先生方もお忙しい中ですけれども、実際参加をし

ていただきまして、アンケートを読まさせていただく中でも、やはりこう、特別なそういう支援にかかわってる

先生ではない教師の方から、こういう考え方があるんだ、こういう見方があるんだ、こういう支援の仕方がある

んだっていうことで、非常に勉強になったというアンケートもいただいておりますので、ただ、これは継続的に

やはり続けていかないと、委員さんおっしゃられるとおり、ある一人の先生が頑張っても事が済む問題ではなく

て、学校全体として共有をして、どういう形でみんなで見守って支援をしていったらいいかというところが、最

終的には非常に大切になります。ただ、個別に支援入るもんですから、特別支援講師、あるいは介助員のスキル

も上げていかなければいけない。あと学校全体としての取り組みもということで、県内、全国で特別支援教育コ

ーディネーターという方が、各校に配置されておりますので、そういう先生方とも、より連携を密にしながら、

そういう教育的配慮と言いますか、そういう部分を、質を高めていきたいというふうに考えております。以上で

す。 

○中原巳年男委員 今、先生の研修はやっていただいているということで、それは継続していくということです

が、やはり例えばＰＴＡの親御さんたちの集まったような時に、親御さんたちにもこういったことをね、しっか

りと理解をしてもらうことで、地域としても受け入れてもらえるようになると思いますので、その辺も検討して

もらいたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○家庭支援室長 ことし１月下旬に、これも新しい試みとしまして、楢川小学校で、保育園、小学校、中学校の

保護者と、保育園、小学校、中学校の教職員、それから地域の民生児童委員さんを対象としまして、中信松本病

院の小児科の、うちのところで医療相談をお願いしている先生ですけども入っていただきまして、一堂に会した

中で講演会をしていただきました。で、その前段としましては、ドクターのほうにも学校現場の授業を参観して

いただいて、その後教職員と懇談をして、その後、地域あるいは保護者の皆さんと講演を聞くという、ちょっと

そういうプログラムをつくってやりました。その結果、保護者の参加人数からするとパーセントは若干少ないの

かな、夕方の時間帯だったので、少ない部分もあったんですけれども、アンケートを見ますと、もう全く初めて
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こういう形で地域、保護者、教職員が一堂に会した中で、いい話を聞かせていただいたというアンケートをいた

だいてますし、質疑応答の場面でも、あるお父さんが参加していただいていて、これからは子供の育ちだけでは

なくて、親の育ちについても勉強したいと、ぜひ今後また継続的な形で何とかできないかっていう、そういう前

向きな御提案もいただいたところですので、そういう部分もいろんな形で検討していきながら、より多くの皆さ

んに御理解をいただきたいというふうに考えております。以上です。 

○中原巳年男委員 一番まず手をつけやすいのが楢川地区だとは思うんですが、これから全市にそういう活動を

ね、広げてもらわないと、地区によって見方を変えるわけではないんですが、大勢生徒のいるとこほど、やっぱ

りそういう生徒さんが多くなってきますので、全部の地域の役員ですとか保護者ってのは無理にしても、やっぱ

り出た人から話が、またほかの親御さんのほうへも、こういうことだってっていうようなことも伝わりますんで、

ぜひいろいろ研究、検討する中で市内のすべての学校でできるような形を、今後取り組んでもらいたいと思いま

すので、よろしくお願いします。 

○委員長 ほかにございますか。 

○副委員長 ここの予算書にあるわけではないんですが、一昨日の森川委員の一般質問にもありましたＡＥＤの

件でお尋ねしたいんですが、市内の小中学校とか保育園の保育士さんとか教職員の方は、どのくらいの頻度でっ

ていうか、講習を受けていらっしゃるのかとか、皆さんがちゃんと使えるのかとか、把握されてますでしょうか。 

○教育総務課長 学校については担当の係長から説明をさせます。 

○学校支援担当係長 小中学校につきましてなんですけれども、県のほうから二、三年に１回、学校において、

ＡＥＤ心肺蘇生法の講習会を行うようにというような通知がありまして、各学校その方針に基づきまして、講師

を招いて講習をしております。そして、その学校の講習に出れない職員につきましては、県のほうでも主催の講

習会がありますので、参加希望をとりまして県の講習会にも参加していただいております。また保護者の皆様対

象には、夏休み中のプールの使用もありますので、学校ごとに保護者対象の講習会も行っております。以上です。 

○こども課長 保育園の関係につきましては、昨年の３月にＡＥＤをすべて設置をいたしました。４月にですね、

設置をする時にですね、一緒にそこの保育士さんたちに、できるだけ午睡の時間ですね、お昼寝の時間に行きま

して研修をさせていただきました。中にはですね、消防署で実施をいたします講習会がありますが、１日とかか

かるやつなんですけども、そちらのほうを講習を受けている方がですね、結構多くいらっしゃいまして、５０人

くらいだったかな、いらしたもんですから、そういう方々はもう使えるという中で、それ以外の方が主に受けて

いただいたということでございます。 

○副委員長 小中学校のほうは二、三年に１回という指導が県からあるっていうことなんですけど、私も実際受

けてて、やっぱり何年かあくと、そういうのっていろいろ忘れちゃったり、これでよかったかなと思うので、定

期的に年に１回ぐらいどこかで時間をとっていただいて、蘇生術とかの訓練をしていることが必要ではないかな

と思います。また、中学生ぐらいになれば、多分子供でもある程度そういったことも理解できると思うので、中

学生ぐらいになれば、その子供たちを対象にしたそういう教室が開かれてもいいのかなとは思いますので、その

あたりはまた研究していただいて御検討いただければと思います。 

○委員長 いいですかね。 

○永田公由委員 ２６７ページの結核対策事業ですけど、これ対象者はどういった方が対象ですか。 
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○教育総務課長 児童生徒、対象者全員健診を受けていただくわけなんですけれども、委員会のほう、この委員

会っていうのは松塩筑の市町村で構成します合同結核対策委員会でありますけれども、こちらのほうにかかって

きますのが、約５０人くらい検討をいたしまして、そのうち大体２０名から３０人くらいが精密検査のほうに回

っていくと、こんなことを聞いております。 

○永田公由委員 実際にその児童生徒の中で結核になったっていう例は、市内ではあるんですか。 

○教育総務課長 現在のところ聞いてはおりませんけども。 

○永田公由委員 これに関連してね、インフルエンザがことしうんとはやったんだけども、それに対しての対策

というのは、新年度予算の中では何か盛り込まれてますか。 

○教育総務課長 インフルエンザ対策にかかわる経費は特には計上してはございません。学校の中において、う

がい、手洗いの励行といったものを学校の保健指導の中でやっていただく、また家庭での協力もいただくという

お願いをしているところでございます。 

○永田公由委員 そうするとワクチンというか、予防接種みたいなことはしないわけ、子供たちには。 

○教育総務課長 ワクチンにつきましても個人で負担いただきますようにやっております。 

○永田公由委員 個人で。 

○教育総務課長 はい。 

○委員長 済みません、私から１点お願いします。アレルギー食で保育園も含めて何人か、こちらに人数が載っ

ていますが、過日、本当に残念な事故が起きた中で、塩尻市では、エピペンを実際に学校に預けたり持ってきて

る子供さんが何人いるのか、またそういったお子さんがいるということであれば、研修とか、実際にどのように

学校現場でされているのか、その辺お聞きしたいと思います。報道によるとね、エピペンを打つタイミングが遅

れたとか、担任の教師が初めてエピペンを触ったというようなことで、本当にタイミングが遅れて残念な結果が

出てしまったっていうようなことが報道されていますが、塩尻市の状況をお聞きしたいと思います。 

○教育総務課長 担当係長に説明させます。 

○学校支援担当係長 市内の小中学校で食物アレルギーにかかわらず、花粉に対するアレルギーもありまして、

３名エピペンを持ってきている児童生徒がおります。そのお子さんにつきましては、養護教諭を中心に担任、保

護者と校長も含めまして、取り扱いについては十分連携をとって、非常時にスムーズに扱えるように対策をとっ

ております。以上です。 

○こども課長 保育園の関係では、１人現在対応しております。来年度からもう１人ふえるというふうにお聞き

しておりますけれども、講習と言いますか、使い方につきましては、一応それぞれお母さんからお預かりする段

階でもうわかるものですから、その担当のお子さんについて、このお子さんのエピペンについてはここにあるっ

ていうことで、職員で確認をいたしまして、服の上からでも刺せるというものでございますので、そこの使い方

については、保育士が熟知をしておるっていう状況でございます。なお、ただ打ってもですね、１５分くらいし

か効かないということだもんですから、特にそのお子さんは日の出保育園にいらっしゃるわけですけども、ほん

とに通報を同時にですね、消防署のほうに通報をして、救急車を呼んでっていう中での対応になるというふうに

聞いております。 

○委員長 今回はアレルギー食を確認をするのが、担当の先生１人だけで確認をしてしまって、誤って食べさせ
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てしまったっていうことがあるんですが、その確認作業は実際に現場、学校現場なりではどうやってやっている

のかお聞きしたいと思います。 

○教育総務課長 アレルギー食の確認ですか。 

○委員長 はい、アレルギー食。除去食をあげるというところで。 

○教育総務課長 家庭からの申し出や相談ももちろんあるわけでありますけれども、最終的には医師からの診断

書、どういったものが含まれると特に。 

○委員長 済みません、実際の給食現場で、担任の先生が１人で確認して誤ったものをあげてしまったっていう

ことが今回の原因というふうに報道されてますので、その現場の状況。 

○教育総務課長 そういうことですか。その点につきましては、担当係長から説明させます。 

○学校支援担当係長 お願いします。アレルギー除去食につきましては、特別な献立表をつくりまして、それに

基づいて調理室で調理をしているんですけれども、できあがったものにつきましては、クラスと名前のシールが

ありまして、この子についてはこれが除いてありますというシールをつけまして、それをお一人ごとお盆に乗せ

まして、それで手渡すようにしております。以上です。 

○委員長 ありがとうございます。保育園はわかりました。済みません、今回は、おかわりをほしいっていうこ

とで、最初に食べたのはアレルギー食を食べたんですけれど、おかわりを渡す時に担任の一人の先生が確認せず

出してしまったということなんで、その点。 

○こども課長 保育園の場合には、一度全部をもう配ってしまって、後おかわりってあんまりないんですけども、

ただお子さんだもんですから、引き渡しは今、学校と同じようにですね、担任の先生とそれから調理員さんのと

ころで、アレルギー食の除去について確認をしながら、受け渡しをしてサインをしてっていうことでやっている

んですけれども、持ってきても子どもさんたちって、隣でおいしそうなもの食べてると手出して食べちゃったり

するもんですから、そのアレルギーの症状によってですね、あまりにもお友達のものを食べちゃうとまずいって

いう場合には隔離をしてですね、１人保育士がついて、そちらのほうで一緒に食べてる。要するに、お友達のも

のをあまり見ないようにですね、隔離してやっているということで現場では対応しております。 

○委員長 ありがとうございました。 

○鈴木明子委員 ２８３ページで中学校の保健室のエアコンの予算化がされてるわけですけども、これで保健室

については、小中全部エアコン設置は済むっていうことでよろしいんでしょうか。 

○教育総務課長 平成２５年度で小中ともに全部完了ということでございます。 

○鈴木明子委員 はい。 

○委員長 よろしいですか。ここまでで、ほかにございますか。 

○永田公由委員 卒業式がぼつぼつね、近くなってきてるんですけど、市内の小中学校の一部でちょっと問題が

あって、荒れてるというような学校があるといううわさをちょっと聞いたんですけど、その辺はあれですか。教

育委員会のほうでは把握されてます。 

○教育総務課長 子供たちの様子ということで、学校全体の様子という。 

○永田公由委員 そう。 

○教育総務課長 報告はいただいてはおります。 
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○永田公由委員 おります。 

○教育総務課長 はい。 

○永田公由委員 それで対応はされてるということですね。 

○教育総務課長 恐れ入ります、どのケースかっていうのが。いろいろございまして、幾つかあるもんで。 

○永田公由委員 あるということを承知だけしててくれりゃ、報告が上がってきてもいいんだよ別に。 

○教育総務課長 対応はさせていただいております。 

○委員長 よろしいですかね。それでは、今、幼稚園費までに関しては、質問は以上でよろしいですか。 

 なければ、本日はこれで終了といたします。またあすは続きから、よろしくお願いします。ありがとうござい

ました。 

午後５時００分 閉会 
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